


飛越地震

安政5年 2月26日 (1858年4月9日）午前 1時

ごろ、飛騨 （岐阜県北部）と越中 （富山県）を、

M6.9の大地震が襲った。飛騨と越中の境、現在の

高山の北、 宮川 ・高原川沿いに被害が集中した。

特に角川では戸数84、人口570人のところ壊45軒、

半壊34軒、死者19人、傷者13人と全滅に近い被害

であった。こういう村は川沿いに多く、被害率の

大きい所は跡津川断層からlOkm以内であった。飛

騨大野 ・吉城両郡70か村で、壊家709軒、死者203

人、傷者45人に達している。越中でも所々で家が

つぶれ、土中から水を噴き出したりした。土蔵は

大部分破壊され、土壁は剥落し、各所で地害Jjれが

生じた。富山城の破損箇所も多く、土塀や石垣が

崩れ、土橋が落ち、大樹が根こそぎ倒れた。町家

の屋根に置いてあった用心水の大釜が三間（5.5m)

飛ばされ、釜の水は一滴もこぼれずに隣の商家に

落下したという。人々は思い思いに仮小屋を作り

庭や道路にタンスや長持などを並べ戸障子で囲っ

て夜露をしのいだ。

しかし、この地震は、地震そのものより地震に

よって引き起こされた泥洪水による被害の方がは

るかに大きかった。立山連峰の大鳶 ・小鳶山と向

かい側の松尾、水谷などの山々が崩れ落ち、その

ばく大な岩石 ・土砂が常願寺川の支流である湯川

をせき止めたのである。その他にも多数の山崩れ

があり、随所で大水溜ができた。立山温泉は崩れ

落ちた土砂岩石の下に埋まり、湯治客はいなかっ

たが普請人夫30余人がその下敷きになったという。

常願寺川のもう一つの支流真川の谷も土砂で埋ま

った。富山藩では決壌を考え、 2月28日夜お触れ

を出し、御家中はもちろん商家末々まで避難させ、

災害に備えた。翌 3月10日真川が決壊し、せき止め

られていた水が一時に常願寺川を流れ下り富山平

野を土砂で埋めた。さらに 1か月半後の4月26日

は、今度は湯川のせきが崩れ、再び富山平野は洪水

に見舞われた。 3月の洪水は常願寺川の東に被害

が大きかったが、 4月に襲った2度目の洪水は西

側の被害が大きく 、神通川にも流れ込んだ。この

前後 2回の泥洪水襲来で 富山藩領では18か村が

被災、 58軒が流失。最も被害の多かったのが加賀

藩領 （石川県南部）で、138か村が被害を受け、田

地25,800石が荒地となった。流失家屋1,612軒、で

き死者140人、流失土蔵 ・納屋など886軒、被災者

は8,945人にのぼったという。（詳しくは本誌53年

1月 1日発行 112号宇佐美龍夫著歴史地震から学

ぶ①を参照されたい）

この図は縦93cm・横207cmの大図で、立山絵図、

3月10日・4月26日の山抜状況図の 3枚を合わせ

て一軸となっている。 4月10日とあるのは 3月10

日の誤りである。 （富山県立図書館蔵）



立山大鳶山抜絵図
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防災言 赤木昭夫

原発事故パニック

スリーマイル島原発事故から一年、原子炉の復

旧の見込みはまったく立たず、事故を起こしたメ

トロポリタン ・エジソン電力会社は、いま破産の

瀬戸際に立たされている。だが、幸いなことに、

周辺住民は放射線の影響をほとんど受けていない

ことが確認された。住民にとって最大の被害は、

事故発生後 2日目から 4日目にかけ、原発から大

量の放射能ガスが吹き出すのではないか、格納容

器内にたまった水素が爆発し死の灰が辺りに飛散

するのではないかと恐怖にかられ、多くの住民が

逃げるというパニックに陥ったことであった。

米大統領特別調査委員会はこの事実を認め、お

よそ次のように原因を分析している。

根本的原因は、混乱のなかで、原子力規制委員

会の専門家が炉の状態に対して誤った判断を下し

たことにあった。周辺で検出された放射能ガスは、

貯蔵タンクをあけるための意識的放出で、あったし、

炉心空炊きで発生した水素の爆発にも格納容器は

耐えるように設計されていたにもかかわらず、放

射能ガスの漏れは止められず、やがて爆発により

大量の死の灰が外ヘ飛散すると考えてしまったと

指摘されている。

この誤判断がチェックできないままマスコミを

通じて報道された。また、一部にはセンセーショ

ナルに伝えた向きもあった。だが、その原因は、

事故の初期に会社が事態を秘匿していたのが知れ

て、取材陣は発表以上に事態を深刻とみるに至っ

たこと、そして、原子力規制委員会は混乱防止（危

機管理）と称して他の専門家のコメントを封じて

しまったため、マスコミはダブルチェックできず

現場専門家の誤判断をうのみにし、また、センセ

ーショナルな報道も抑えられなかったことにある。

つまり、原子力規制委員会一一ー原発の技術と管

理行政の専門家集団が判断を誤り、そのうえダブ

ルチェックも禁ずるという二重の許すべからざる

罪を~［！. してしまったのである。

原発には放射能がつきものであるが、目に見え

ず、臭いもなく、つかみどころがない。それだけ

に住民は不安にかられ、パニックの素地が作られ

る。専門家も事態の判断がつけにくく、混乱して

しまい、発言に食い違いが出てくる。それは、住

民には事態の深刻さと受け取られ、不安は争って

逃げ惑うパニックとして爆発しかねない。

パニック防止のため、報道に制限を加えれば、

専門家の誤判断はチェックできず、いたずらに騒

ぎを大きくするかもしれない。逆に、事態を知ら

されず甘く見ていたため住民は大きな災厄を突然

受けるかもしれない。

当事者も住民もマスコミも、原発事故はパニッ

クを招きやすいことを考えておかねばならない。

5 
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ずいひつ

：交通安全における ：
：子供の寸法

岩越和紀

交通のなかでの子供たちの弱点は、これま

でにも多くの学者や研究者が鋭い指摘をして

いる。ただ、それらの意見や調査データは、

ストレートな形で交通安全指導のカリキュラ

ムや教材のなかに反映されていない。

これは、我が国の交通安全の指導の在り方

が、昭和45年の交通事故死者数のピーク時を

境にして、事故数の減少を交通警察の指導、

取り締まりの責任にすり替え、本来、子供た

ちの行動に責任を持つはずの親や教師たちが、

あまりにも無関心でありすぎたためでもある

と思う。

ましてや、これが子供の交通事故のカタキ

役：であるドライパー（車）との因果関係となる

と、ほとんど考えられていなかった。たとえ

ば 「率は急 に止まれなしり と子供に教える

親は多い。だが、どのくらい急に止まれない

のかを具体的に指摘できる親が何人いるだろ

うか。 もちろん、ベテランドライパーにも難

しい指摘だが、このときに電柱にして何本分

6 

ぐらいとか、家の数にして何軒分という教え

方ができたら、子供たちにももっと納得しや

すいのではないだろうか。

こうした交通安全に必要な日常的な指導の

ためのデータの不足も、車と子供の事故の大

きな問題でもある。また、昨年は大型トラッ

クの左折時の巻き込み事故が大きく取り上げ

られ、トラックの死角をなくすための様々な

改造が試みられている。だが、そうしたこと

の他に、子供たちに左折のウィンカーの意味

をもっとよく理解させることも忘れてはなら

ないことだと思う。このことなどは、親が信

号機の意味を教えるとき、ウィンカーを出し

ている車を見付けて、ちょっと話してあげる

だけのことですむのだから。

こうした指摘のチャンスは、なにも歩行者

であるときだけとは限らない。自分がハンド

ルを握っているときは、子供にドライパーの

心理状態や車の性能についてわからせる好機

でもあるのだ。たとえば、前述の「車は急に

止まれない」といったことを、子供を乗せて

おいて急プレーキの実験をして、車の側でわ

からせるのも一つの方法であろう。また、右

折、左折時にはドライパーの視線がどこにあ

り、どこは見えないから急に飛び出しては危

ない、ということも教えてあげられるのでは

ないか。

悶の日なども格好の交通教室の場である。

ワイパーを通しての視界の悪さ、両側ドアの
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窓やリアウインドのくもりによる見にくさな

どを体験させることも大切なことだと思う。

もちろん、そうしたときにも子供たちの身

体的な条件を忘れてはならない。これは「JAF 

MATE」〔（社）日本自動車連盟発行の月刊誌〕

の昨年の「こどもの交通安全』キャ ンペーン

のなかでも指摘したこ となのだが、まず第ー

には、子供は背が低く視界が大人のそれとは

全然違うということだ。だから、車に乗せて

ドライパーの視界の話をするときには、必ず

ドライパーの眼の位置まで子供を持ち上げて

やり、ドライパーと同じ状態を作り出してや

ることが大切だし、街中で教えるときも、この

ことは常に意識していなくてはならない。

たとえば、駐車している車の直前直後の横

断の危なさを教えるとき、大人の眼なら後から

走ってくる車をその駐車している車越しに見る

ことができても、子供の眼からは駐車している

車が邪魔をして見えないといったことがある。

そんなときには、まず、大人が子供の眼の高さ

までしゃがみ込んで見えないことを確認して、

こんどは、子供を持ち上げて大人の眼を体験さ

せ、後続車の危険を教えてからその駐車してい

る車からどのくらい離れれば後続車が確認でき

るかを理解させることが必要だろうと思う。

もう一つ、子供の身体的な条件で大切なこ

とは聴力の問題である。交通の場で特に大事

なのは走ってくる車がどの方向からかを聞き

分ける能力だが、これが大人と比べると子供

は予想以上に劣っている。

だから、大人なら背後から迫るエンジン音

やタイヤ音からどんな種類の車がどのくらい

近付いているか、大体の見当をつけてよける

ように心構えができても、子供にはすぐそば

まで来なければわからないということがある。

それにこの場合怖いのは、多くのドライパー

がこうした子供の聴力の弱さを理解していな

いから、当然子供は自分の車に気付いている

ものだと錯覚して車を運転していることであ

る。その結果は、ドライパーにとって子供は

予想もしない行動をとるということになって

しまうのである。

こういう形で子供と車の事故を考えてみる

と、いかに、私たちが子供の身体的条件や各

器官の働きを理解せずにホ大人の交通安全か

を押し付けていたかを反省せずにはいられな

くなってしまう。ハン ドルを握る者の一人と

して、ドライパ一団体の一員として、この、子

供の寸法砂ということを、もっと広い範囲の

人々と力を合わせて、より深い「安全」を追

求していきたいと考えている。

7 
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子供の性格と事故

田中武平
（財）応用教育研究所

子供たちが健全に生育し、事故やけがもな

く安全な生活を送れるようにという願いは、

子供の一番身近な親、学校関係者はもとより

社会全部の大人たちの切なる希望である。そ

のために、事故やけがに遭わないようにと、

従来から多くの対策、主として施設整備、安

全教育がなされてきたが、事故やけがはなく

なるどころか大変な勢いで増加してきた。幸

い、最近では、子供の死亡事故は一時に比べ

減少してきているが、死亡にまで至らなくて

もけがは少しも減少していない。このような

事故やけがの大部分は、いわゆる「交通事故」

と呼ばれる交通に関係するものがきわめて多

いことはいうまでもないが、最近は、 学校内

において体育の時間などで骨折をしたり、廊

下の曲がり角でぶつかってけがをしたりする

ような「校内事故」や、下校後あるいは夏休み

冬休みを主とする休日などに起きる自転車事

故などが急激に増加していることは、統計に

おいても明らかなことである。

8 

このような交通や生活場面における事故や

けがから身を守り、また対応できるようにす

ることは、すなわち「安全」であるが、こうし

た安全は、常識的には、文化が発達すること、

つまり社会的加速化現象と大きな関係がある

と理解されている。見方を変えれば、地域社

会が都市化（アーパニゼイショ ン） すればす

るほど、事故やけがは増加するはずである。

つまり、人口が増加すれば過密になり、生活

空間は当然狭あいになるし、都市生活の利便

さを求めることにより、また、経済活動が活

発になることにより、自動車が増加し、結局

事故やけがが増加するわけである。

一面では、子供の事故やけがは、都市化が

進むのだから仕方がないとあきらめている傾

向さえ一本音である、建前は違うーあった。

しかし、大人と違って、子供の事故やけが

は、なにかほかにも関係要因があり、この要

因を突き止めて対策を立てれば、もっと事故

やけがは減るに違いない、と私ども研究チー

ムは考え、ある特殊研究を行うことにした。

この調査研究の成果は 「都市化過程から見

た児童生活の事故発生要因の分析と安全対策

の研究」という報告書にまとめられているの

で、研究内容、方法の詳細はこれを見ていた

だくことにし、本稿においては、この研究成

果の一端をごく簡単に述べてみたい。

1. 子供の事故やけがには、その子供の性格

が非常に大きな関係をもっていることが明ら
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かになった。

従来の安全対策や安全教育においては、知

識、心得、機能訓練、行動や規律などの習慣

化などに重点が置かれて、性格の指導とか性

格に応じた指導はまったく考慮されていなか

った。家庭でも学校でも、道路は右側を必ず

歩きなさい、道路を横断する時は、右左をよ

く見て手をあげて渡りなさい、車は急に止ま

れないから、決して道路に飛び出してはいけ

ません、自転車の 2人乗りはもちろん、片手

運転などは決してしてはいけません、廊下は

走ってはいけません、等々、数え上げればき

りがないほど知識をつめ込まれ、素早く、し

かも安全に行動できるように身を処し、こう

したことが習慣化されるようにということを

教えてきた。現在でもこうしたことが行われ

ている。また、一方ではガードレール、歩道

橋、信号、標識などがどんどん完備され、い

わゆる施設整備は目をみはるものがある。こ

うした安全教育、安全設備が重要なことはい

うまでもないし、それなりの役割を果たして

きたことは否めない。事実、関係者からいわ

せれば、こうしたことが現在のような交通事

故死の減少につながっていると信じている人

が多い。しかし、私どもが調査研究した結果

は、こうしたことよりも、望ましい性格指導、

一人一人の子供の性格に応じた性格指導をす

ることのほうが、より重要であることが明ら

かになったのである。

2.性格といっても、いろいろな特性がある

が、どんな性格（特性）が事故やけがを起こし

やすいだろうか。

それは、協調性や協力性の低い子供、公共

心が欠如した子供、情緒が不安定な子供、友

達や仲間を支配しようとしたり、やたらにリ

ーダーになろうとする傾向の強い子供、自主

性が低い子供、慎重でなく、衝動的な子供な

どが大きな割合を占め、この順に事故やけが

と関係している。

3.性格形式の基礎は、幼児期における家庭

教育にあるといわれているように、望ましい

より良い性格をもった子供にするためには、

家庭、特に両親がきわめて大きな役割を果た

しているのである。極論すれば、子供が事故

やけがを起こすのは、両親の性格指導、性格

形成への配慮が足りなかったせいだとさえい

えるのである。

この点からみると、子供の安全は、学校だ

けでは指導できない。 もっともっと家庭が、

一人一人の子供の性格に応じた、健全な指導

を行うことにより、事故やけがは少なくなる

はずである。

9 
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ずいひつ

子供の施設
考えるための出発点

河野通祐 ： 
日本建築家協会会只 ・建築家

4月10日の夜、北海道江別市で、留守番を

していた子・供たち 5人が火事で焼死した、と

いう悲劇があった。

道路は車の通るところで、子供たちの遊び

場ではない。道路での子供の遊びを禁止して

ほしい、という住民の陳情を、東京都議会の

委員会は満場一致で採択した、という新聞記

事も出ていた。

生まれたばかりのえい児を殺して、コイン

ロッカーに入れてあった、という記事も何度

か読んだことがある。

幼稚園からの帰り、パスの停留場で、待って

いた園児の集団の中に自動車が飛び込み、幾

人かの死傷者を出した、という事件もあった。

乗り捨てられたボートで遊んでいて、ボー

トが川の流れに出て沈没し、乗っていた子供

たちが水死した、という記事も読んだ。

新聞の社会面あるいは地方版を聞くと、毎

日のように子供の悲劇が報道されている。

昨年は国際児童年で、我が国でもいろいろ

10 

な催しがあった。しかし、それは国連から持

ち込まれた「おつきあい」的な行事に終止した

ともいわれている。我が国独自の児童観があ

いまいであるからであった。

こういえば、・我が国には「児童憲章」とい

う独自の児童観が確立している、といった反

発にあうかもしれない。確かに「児童憲章」は、

たとえそれが国連の児童権利宣言の刺激を受

けて作られたものであったにせよ、戦後の我

が国の児童を取り巻く生活環境が、新しい歴

史を創るための人間性を培うには、危険な状

態にあったことに気付いた人々によって作ら

れ、主義主張を超えて多くの大人によって承

認されたものであったから、我が国独自の児

童観、といえるものかもしれない。しかし、

それは責任の伴わない単なる言葉として、大

人が満足したにすぎなかった。

「絵に描いた餅」がイソップ物語であるな

ら、 「文字に書いた福祉」は現代の日本物語

とでもいえる虚構であり、 「児童憲章」もそ

れであった。

「はじめに言葉があった。言葉は神ととも

にあった。言葉は神であった。」と聖書に記さ

れているが、ここでは、言葉は絶対を意味し

ていたのであり、虚構ではなかったのである。

その意味から、「児童憲章」は単なる言葉、文

字ではなく、それを実践する責任の宣言であ

ったといっても差し支えない。

「児童は、人として尊ばれる。児童は、杜



’80予防時報122

＇＂＂·•島凶Ill・4島，，111..・時111.. 111・－凶11...・..11 ...・l山，..時Ill・....111.111・，，llhlll・，，ll106 01ll106 01ll1olll晶凶11.. .a..1111 • .a..1111 • .a..1111 . ..・・ 0111•6•1110•色刷0601lho lll・• •ll106o1ll•A•ll10•ー岬川島酬..・olllh•・・111•6川h·•・•lllh lll島，，llh•・

会の一員として重んぜられる。児童は、良い

環境のなかで育てられる。」という前文をはじ

めとして、「すべての児童は、心身ともに健や

かに生まれ、育てられ、その生活を保障され

る。」 といった言葉を掲げながら、生まれた子

供が殺されたり、捨てられたりされる環境。

あるいは、自閉症や精神薄弱児のような心身

障害児を作る環境。住宅地の小道でも遊ぶこ

とができなくなった都市。大学の受験や入学

式にまで親がついて行くような、自律性を持

たない子供を築いた家庭や社会の環境が子供

の生活の周辺に満ち満ちている。このような

今日的な現象は、子供の側から観ると災害以

外の何でもない。それは、社会の一員として

重んぜられるはずの子供を無視した大人たち

の都合で作られた環境というべきものである。

動物としての人間は、その保育期間が他の

動物とは比較にならないほど長い。そして、

その保育期間は、一方的に大人が築いた環境

に支配される。そのなかで人間としての人格

が形づくられてい くのである。 自ら律する能

力も、本能と自我と超自我の心のバラ ンスも、

大人の生活環境のなかで形成される人格である。

したがって、今日の児童問題は児童自身の問

題であるばかりではなく、その根元は大人自

身の問題であり、「なにも子供のために大人が

犠牲になる必要はない。」と考えた大人の身勝

手によって築いた今日的社会環境にある。

最初に挙げた幾つかの例は、統計的に見る

と児童問題として取り上げるほどのものでは

ないかもしれないが、火事で焼死したり、山津

波で土の中に埋まって死亡したり、予期せざ

る交通事故や医療事故に遭って、その生涯を

障害者として送らねばならなくなったり、過

重音響や過重光によって、難聴や弱視、ある

いは、落ち着きを失ったアンバラ ンスな心理

を持った人格が築かれたりする悲劇は、日常

茶飯事な生活のなかで起こってきている。こ

のような事象を総括して、それを受ける側と

しての子供にとって、災害環境と私はいって

いる。災害は物理的な事象に対しては鮮明で

あり、対策も考えられやすいが、述べてきた

ような精神的な作用を持つものに対しては、

それが不鮮明であるだけに、おろそかにされ

がちである。しかし、もっとも、人間に大き

な影響をもたらすのは後者の事象であり、今

日、それが人間生存の危機に及んでいるので

ある。

11 
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まえカずき

落雷の雷電流による感電によって起こる障害を

雷撃傷と呼んでいる。

雷撃傷に関して、ここ10年間ほど電気物理学・

電気工学の研究者と共同して、医学部門から生理

学者と当院の外科医が、落雷事故および動物実験

を通して調査・研究を行っている。現在までに当院

で診療した雷撃傷が10人あり、この他に33件の落

雷による100人の雷撃傷について調査を行っている。

東京電力病院では過去28年ほどの聞に、商用周

波交流による感電によって起こる障害である電撃

傷について、その入院患者413人を診療し、一方、

電撃傷に関する動物実験も行い、数々の報告を行

ってきた。

以下、 雷撃傷 ・電撃傷に関する診療経験、調査

記録、動物実験結果などを基にして、雷撃傷とは

どういうものかを述べ、代表的と恩われる雷撃傷

について被雷の状況も含めて概要を記述し、落雷

に対する安全対策についても触れる。

2 落雷による死t

昭和52年までの10年間の統計によると、圏内で

落雷による死亡者が年平均20人ぐらいみられ、負

傷が20人ほどである。この聞の商用周波交流による

死亡者は年平均240人ちょっとみられ、負傷は900

人近くみられ、落雷による致命率の方が高い。

落雷および商用周波交流による感電ともに死亡は

ほとんど即死であって、病院へ収容されてからの

死亡である選延死は少ない。

( I ) 即夢E

落雷による感電の即死の原因は感電直後に起こ

る呼吸停止、心停止であって、なかには感電直後

から的確な人工呼吸 ・心臓マッサージによって生

き返る場合もある。国外では、そのような方法で

生き返った実例が報告されている。圏内では人工



呼吸・心臓マッサージによって、いったんは自力

で呼吸し心臓も拍動を始めた 4人の雷撃傷がある

けれども、人工呼吸 ・心臓マッサージが病院ヘ着

いてから行われているので、人工呼吸・心臓マッ

サージというそ生術を始める時期が遅れたために、

結局は 3時間から27時間後に死亡している。この

4人はともに意識が戻らぬまま死亡した。 このよ

うな例は国外でも 2人が報告されている。

一般に、心停止から数分後に人工呼吸・心臓マ

ッサージを行っても、完全に生き返らせる率は50

%といわれている。人工呼吸は呼気吹込式、また

は口移し式といわれる方法が簡単かっ有効である

けれども、心臓マッサージは人工呼吸ほど容易で

はない。軽々しく行えば肋骨を折ったり血胸など

を起こすので、指導者について正しい技術を身に

つけてから行わねばならない。日本赤十字社では

全国的な規模で従来から人工呼吸の普及に努めて

きているけれども、心臓マッサージについても普

及を検討しているとのことである。ここでは人工

呼吸・心臓マッサージの実際の技術、および理論

的な面には触れない。

もちろん、雷撃傷の即死が人工呼吸・心臓マッ

サージによってすべて生き返るわけではない。な

かには頭の中の出血による即死も当然起こる。こ

のような場合、まず生き返らせることは不可能で

あろう。この出血は雷電流の直接的な破壊による

場合と、落雷によって倒れたり高い所に立ってい

て墜落したりして、頭部外傷を受けて頭の中に出

血する場合もある。

( 2) 遷延死

即死することなく病院ヘ収容され、治療を受け

たけれども死亡したという場合を、選延死という

ことにすると、落雷による選延死はまれであり、

我々の調査ではみられなかった。国外では 1人の

報告がある。落雷による死亡は、落雷現場におけ

る即死がほとんどすべてである。商用周波交流に

よる感電である電撃傷では、当院において遊延死

6人がみられ、国外での報告も散見され、落雷に

よる感電である雷撃傷の選延死よりも多いけれど

も、熱傷の選延死に比べればまれである。
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3 電気火傷

電撃傷のなかにはアーク ・電気火花による直接

のやけど、あるいはアーク ・電気火花によって衣

服などが燃えて間接的にやけどを受けることがあ

り、我々は包気火傷と呼んで区別することがある。

しかし、落雷によるアーク ・電気火花によるやけ

どは、ごく小範囲のことが数として多くみられ、

我々がいう電気火傷のように入院を必要とするほ

どのやけど（熱傷 ・火傷）はまれである。我々の調

査では落雷による電気火傷は 1人のみであった。

落雷によって立木が燃えたり、木造家屋が火事

を起こすことはまれでないけれども、雷撃傷に伴

うひどい熱傷はまれである。雷電流のなかには俗

にhotlightningといわれるものがあって、立木を

燃やし木造家屋の火事を起こすことがある。しか

し、 hotlightningは平地落雷の 4割程度にみられ

るのに、雷撃傷の電気火傷がまれにしかみられな

いのは、 hotlightningが必ずしも熱傷を起こすの

ではなくhotlightningを人が受けた場合に、たま

たま衣服が燃えやすい繊維であると、衣服が燃え、

熱傷を受けるともいわれている。

一般に、大人が体表面の50%に第 2度の熱傷を

受けると、 50%の人は死亡するといわれている。

我々の調査によると、落雷による熱傷は体表面の

25%程度までであった。 当院でみるような商用周

波交流による体表面の50%以上に及ぶ程の電気火

傷は、落雷の場合、記載はないようである。

4 後遺症

雷撃f~Jj .電撃傷とも全身に大きな彬響を及ぼす

後遺症はまれである。雷撃傷で比較的しばしばみ

られる後遺症は鼓膜の穿孔による難聴であろう。

これは落雷による空気の衝撃波によるものであろ

うといわれている。落雷による白内障は国外で記

載がみられるけれども圏内では報告がないようで

ある。我々の調査の対象となった雷撃傷にも白内

障はみられなかった。

電撃傷では四肢の問で感電することが多い関係

13 



皮膚表面がえぐられ白茶けたくぼみとなる形のも
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から、手足の切断、変形による手足の障害という

後遺症がごく普通にみられる。しかし、雷撃傷で

そのような障害はほとんどみられない。

のが典型的なものであり、大小さまぎまであって

ある程度以上の電流がある時間以上にわたって流

れると起こる。雷撃｛おでは電流他が大きくてもご

は、

我々の最近の調査による と、洛雷を受けてから

下半身の麻ひを起こした電撃傷 1人を認めた。い くごく短時間しか電流が流れないため、電流斑が

まれと思われる。ただし述続電流を含む落衝では

電流斑が起こりうる。前に述べた脊髄損傷の首撃

傷では、頭頂部と両足底に電流斑というべき傷を

認めている。

一過性の低K血症は、すべての笛撃傷にみられ

るわけではない。電撃｛紛でもみられたといわれて

ウサギについいるけれども当院では経験がない。

わゆる脊髄損傷であり、雷電流によって起こった

と推定されるきわめてまれな後遺症である。

その他、国外の報告では脳・心臓などに関する

後遺症の記載がまれにみられるけれども、圏内で

の報告はみられない。当院で診療した電撃傷に脳・

心臓などに関する後遺症はみられていない。雷撃

｛努・電撃傷とも感電後、相当の期間が経過してか

ら生じた脳・心臓の障害について、両者の因果関 ての動物実験を行ったところでは、低KI血症の起

こる例もみられる。しかし、今後幾つかの動物実

験、雷撃傷の調査を続けなければ、雷撃傷にみら

れる低K血症のメカニズム、意義などは不明である。

係を立証することは困難である。

ごくまれな後遺症として、 1人の雷撃傷の傷跡、

に35年たって癌（癒痕癌）ができたという報告が国

外にある。

雷撃傷の実例

最もしばしばみられ、しかも欽命率の高い落雷

の場所、状況は、高い木の下の雨宿り、広い戸外

5 雷撃｛毎が電撃傷と異なる点は次のような点であ

ろう。

①即死が多く致命率も高い

② 

での起立歩行、尾根道での登高下山である。以上

の 3つがまずワーストスリーであろう。その他、

家屋の中、漁船の上、電柱の下などもみられるけ

れども数は少ない。

遷延死はまれであり、生存者は軽症で後遺症

はまれである。

しばしば可逆性の意識消失が起こる

時に一過性の低K血症を起こす

頭部への感電が多い

電紋は頻発し電流斑はまれにみられる ( 1 ) 高い木の下の雨宿り

雷同の多くは夏のにわか雨なので、涼しい木の

下へ雨宿りしたくなるのが人情である。公園・ゴ「

しばしば末梢性の痛みが選延する

一つの落雷で多人数の雷撃傷を生ずることが

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

 

ルフ場などにおいて雷同に遭って木の下ヘ雨宿り

していて、その木へ落雷が起こり木からの1HIJ撃を

受けて即死する場合がしばしばみられる。高くて

大きい木の方が雨宿りに好都合であるけれども雷

も落ちやすい。木に落ちた雷電流は木を伝わって

地面へ近づき、人が近くにいると木よりも人の方

が電気をよく通すので、人の背の高さで雷電流が

人ヘ飛ぴ移る。これを側撃と呼んでいる。

もし木の下に雨宿りするならば、木の根元から

5～10 m離れ、どの枝からも 2m以上は離れなけ

れば危険である。実例として、木の下に雨宿りし

ていたけれども、木から約10m離れて置いてあっ

一過性の意識消失がしばしばみられるのは、電

撃傷の多くが四肢の問で感電するのに反して、震

撃傷では頭から感電することが多いためである。

電紋とは、感電後に皮膚表面にみられる木の校ょ

う、シダの葉ょう、蜘妹ょう、 Lichtenberg像よ

うなどの赤色調の模様であり、我々は体表面の部

分沿面放電の火花による第 1度の熱傷と考えてい

る。電撃f努の電紋はごくまれである。おそらく雷

撃傷では、電撃傷に比べ感電の電圧がけた違いに

著しく高いために沿面放電を起こしやすいので、

電紋がしばしばみられるのであろう。電流斑とは

ある

14 



たゴルフのカー卜に悶衣を取りに行った人は軽症

ですみ、木の根元にいた人は即死している。また、

木の近くに鉄筋コンクリートの公衆便所があり、

そこに雨宿りしていた人たちは無事なのに、木の

下に雨宿りしていた 2人が即死した場合がある。

さらにまた、木の下に雨宿りした 3人中 1人が、

近くの公衆便所に雨宿りしていた人にタバコの火

を借りに行こうとして、木の根元から約 5m離れ

たところ木ヘ落雷が起こり、木の根元に雨宿りし

ていた 2人は即死し、タバコの火を借りに行って

木の根元から約5m離れていた人は無事であった。

大きな高い木の下の雨宿りは気持ちが良いけれ

ども落雷に対してはきわめて危険である。公衆便

所での雨宿りは決してさわやかでないけれども落

雷に対して安全である。特に鉄筋コンクリートの

公衆便所なら安全性はきわめて高い。ただし、近

くに高い木や建物のない原っぱのなかのトタン屋

根のちっぽけな公衆便所があっても、落雷に対し

てはきわめて危険である。

( 2) 広い戸外での起立歩行

人が落雷を受けるのは、どしゃ降りの最中より

も雨の降り始め、あるいは雨の降り始める直前と

か、間があがりそうな時に起こるようである。

野球をしていて雷鳴を聞いたけれども雨はまだ

降ってこないとか、大した降りでないとかいうこ

とで、プレーを続けていて落雷を受けて即死した

例がある。 また、もう降りやみそうだということ

でプレーを再開したとたん、落雷を受けて即死し

た例もある。10年ほど前に浅間山の山頂で起きた

落雷は、 2分ぐらい前に雷鳴を聞いているけれど

も山頂はほとんど快晴で、次の雷鳴で 1人即死し

残り 13人が軽症を受けた。山頂は5度ぐらいの傾斜

の広い場所であって、山での落雷という特殊な例

にしても、まさに晴天のへきれきという例である。

近くに高い建物、塔などがあっても、その頂を

45度に見る範囲外は、たとえ平らな地面であって

も落雷の起こる可能性がある。野球場にはパック

ネット、照明塔などがあると安心してはいけない。

我々は落雷事故を調査してみて考えが極端になっ

ているかもしれないけれども、雷雨の季節には天
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気予報に充分に気をつけ、雷同注意報が出ている

場合、その時間帯における戸外の行動、特に集団

で行う競技などは中止すべきであろうと考えてい

る。聖子球とかサッカーなどのプレーは、 雷鳴一つ

聞いたら中止してj~主要佐したらとも思うことがある。

ただし、笛悶の起こる範囲は局所的なものなので、

雷雨の細かい地域を予想し指定することはしにく

いようである。落雷はまさにゲリラ的な災害とい

うべきであって、実際に雷災を防ぐことは難しい

という実感をもっている。

( 3) 尾根道での登高下山

近年、登山人口が増えたといわれるけれども、

登山、特に尾根道を歩いていて落雷に遭う割合は

平地よりもはるかに多い。 しかも即死が少なくな

い。雷は午後に多いから尾根での行動は午前中に

すませるように、午前4時前には出発せよという

人もあるようである。しかし、午前10時半とか11

時とかに落雷が起こり負傷したり即死したりして

いる。なかには午前4時半に尾根すじのテントの

中で食事の仕度中に落雷を受け負傷した例もある。

周囲を見て雷雨になりそうに感じた場合とか、

携帯ラジオの雑音が頻発し強くなり落雷の危険を

感じたならば、身に着けた金具はすべて外し、少

しでも低いくぽ地に身を縮めて避難すべきである。

しかし、エンバイヤステートピルでは頂ばかりに

落雷せず、少し下の方へも落雷したことがあると

いうことなので、尾根道で落雷に遭ったらまさに

絶体絶命という べきであろう。

食食食

家屋の中にいて落雷で即死する場合は少ないけ

れども、省雨中は電燈線・電話線の近くとか、柱－

壁の近くや水道の近くへは接近しないようにすべ

きである。

漁船上での落雷による即死はまれである。しか

し、最近しばしばみられる強化プラスチック（ F

R p）製の船体では、 FR Pが絶縁体のためにア

ースとなる部分が限られ、アンテナへの落雷がア

ンテナフイダーから乗員ヘ側撃を起こし即死した

例がみられた。 FR P製の船体の避雷針について

は特別の考慮が必要である。
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近年、配電線が雷に対して重装備され、被害は

昔に比べ相当に減少している。最近は霞による配

電線からの人身事故の話は聞いていない。

6 落雷に対する安全対策

我々の共同研究者がすでに発表しているものか

ら引用する（木下ほか：人体への雷撃と安全対策．

電気学会雑誌、 12:1163、1978.）。

1）鉄筋コンクリートの建物の中、自動車の中、

金属車両の中は安全である。

2）避雷針を頂点とした60度の円すいの中は安全

とされている。架空地線をもっ送電線も同様で

ある。 ただし、それらに近寄りすぎた場合、大

地の条件が悪いと、落雷によって接触電圧 （雷

撃を受けた物体に手が触れた時、手と足の聞に

加わる電庄）、歩幅電圧（地表面に沿った電位差

で両足に加わる電圧）が起こり感電する恐れが

あるので、それらの根元から Sm以上離れる必

要がある。

3）避雷針のない煙突、鉄柱、コンクリートの柱、

起重機なども避雷針に近い働きをもっている。

それらの頂点を頂点とする45度の同すい内は安

全と考えられている。しかし、接触電圧、歩幅

電圧、 mu撃の危険があるので、それらの物体の

どの部分からも Sm以上離れる必要がある。

4）落雷の危険があって、 以上3つの安全策がと

れない場合、まず姿勢を低くして両足の間隔を

つめてしゃがみ、腕時計、指環など両手に着け

たものを外し両手の指で耳の孔をふさぐ。

5）落雷は 5～10秒おきに起こるので、 合聞をみ

て眼鏡、腕時計、指環をポケ ットかパックヘ入

れ、頭、 肩の金属をすべて取り去って安全な場

所ヘ移る。これらの金属を取り去っても人体が

落雷を誘引するので姿勢は常に気をつける。

6) 大勢一緒に居る場合はすぐに散らばる。

7）釣ざお、洋傘、つえ、パット 、ゴルフク ラブ、

ピッケルなど、どんなものでも頭より高くかざ

すことを避ける。傘をささないでずぶぬれにな

ることは健康上の問題はあるとしても、落雷に
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よる死亡の危険を増すことはない。安全のため

にこれらのものを手離して姿勢を低くする。

8) ゴム長靴を履くこと。雨ガッパを着ることは

雷の直撃を防ぐ効果はないので、今まで述べた

注意を守る。

9) 山の頂上、尾根、岩場、水辺は特に危険であ

るのでできるだけ早く離れる。

10）高さ10m以上の木があれば、根元から 5～10

mの範囲で、どの枝からも 2m以上離れた所に

4）のような姿勢でしゃがむ。林の中でも同じ注

意が必要である。木の根元の悶宿りは木の高さ

の傘をかざすのと同じことになり、きわめて危

険である。

11）高い木や他に安全と思われるものがない場合、

または野原とかかん木の中などでも、できるだ

け低い所を選んで引の姿勢をとる。

12）テ ン トを張る場合、 9）・ 10）の注意を守って安

全な場所を選ぶ。 市販のテントを張って中にい

ると、その高さの傘をかざしたと同じ結果にな

ることは木の根元の雨宿りと同じことである。

7 模擬雷による動物実験

我々は雷撃傷の研究のために、ウサギ、ラット

を用い模擬雷を通電する動物実験を行っている。

模擬雷としては、電圧の最高波高値3lkVの標準

衝撃波（ 1×40μs）を用いた。

電紋の成因、放電点と生死の関係、体内電流の

分布、致死通電エネルギーなどについて、実験を

行ったので以下それらの概要を述べる。

( 1 ) 電紋の成因

部分沿面放電によって起こるということは、従

来から記載があった。しかし、明らかな証拠は示

されていなかった。なかには、ぬれた体表面に沿

って生ずるとか血管の走行に沿って生ずるとかい

う説もみられた。

ウサギを腹ぱいに四肢を縛って固定し、腹壁

に接地電極をあて腰部に放電電極をあてておき、暗

室内で放電し腰部の放電火花の模様を写真にとり、

腰部に生じた電紋を放電火花を嫌彬した同じ位置



のカメラで撮似すると、放電火花と電紋の模様が

一致することがわかった。この模様は電気工学の

分野でLichtenberg像と呼ばれる模様ときわめて

よく類似している。この模様は表面の乾湿、血管

の走行と無関係であって、体表面に沿って生ずる

部分沿面放電に一致して生ずるものである。顕微

鏡的にこの部分を検査するとごく軽度の変化のみ

を認め、電気火花による第 1度の熱傷であると考

えている。

( 2) 放電点と生死の関係

ラットを腹ぱいにして四肢を縛って固定し右後

肢を接地しておく。血圧、心電図、呼吸を記録し

ながら、放電電極を頭のてっぺんから背骨に沿って

尾の方ヘずらせ放電点を移動してみた。放電電極

と接地電極の聞にフラッシュオーバーが起こり、

大部分の電流はフラッシュオーバーとなるけれど

も、体内へも抵抗に対応した電流が流れる。放電

点が頭のてっぺんから胸の背骨（胸椎）の上部まで

にあると、放電直後からすべて心停止し心室細動）

と呼吸停止が起こって即死した。放電点が胸椎の

下部にあると、死亡しない例と放電30分後ぐらい

して心電図異常を示す死亡例が混ってみられた。

腰の背骨（腰椎）に放電点がある場合すべて死亡し

なかった。

この動物実験は、昭和42年 8月に西穂高岳の落

雷事故において、放電点が上半身にあったと推定

される被宣言者は即死しており、放電点が下半身に

あったと推定される被雷者は生存していることか

ら、示唆を得て行ったものである。この落雷事故

は、尾根の岩膚を雷電流がはって被雷者を貫くよ

うに流れた特殊な例で、平地では下半身にのみ雷

電流が流れる形の雷撃傷は考えにくい。

この実験において、頭のてっぺんから皮膚に沿

って右後肢の接地電極まで裸電線をはわせておい

て、頭へ放電しでもラットは死亡しなかった。こ

の場合、模擬雷の電流はすべて電線を流れ体内に

流れないために死亡しなかったと考えた。自然、界

での洛雷でも、人が背の高さより少し高い太い電

線を担いで他の端を接地しておけば安全といえそ

うである。 しかし、誘導の問題、空気による衝撃
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波の問題などがあって、 一般にはとても勧められ

る方法でない。もちろん我々も自分で実験する気

持ちなどはさらさらない。

( 3) 体内電流分布

体内電流の分布は雷電流に限らず商用周波交流

の電流についても基本的な問題である。しかし、

みるべき程の実験的な結果はない。体内に金属な

どの異物を入れて測定した実験はあるけれども、

当然、それらの異物が電流分布を乱し実際とは大

分かけ離れた結果となる。

ラットを用い、ほとんど全周の皮下ヘ0.9%の食

塩水を注射しておいて、 （2）で述べたように頭ヘ放

電しでも死亡しなかった。 これは皮下の食塩水の

層とその層に近い体内に体内電流が集中するため

に、心臓、延髄なと・ヘ電流が流れなくなるか、そ

れらの組織にごくごくわずかしか電流が流れなく

なるので死亡しないと考えた。

この実験は体内電流の分布がわかったという程

のものでないけれども、金属などの巽物でない生

理的とされている濃度の食塩水を用いている点、

体内電流分布に関する一つの手掛りになるのでは

ないかと考えている。しかし、この実験は、電流

が電気抵抗の低い部分に集まるというごく常識的

な結果に終わったことも事実である。

( 4) 致死通電エネルギー

ウサギについてもラットと同様に血圧、呼吸、心

電図を記録しながら通電した。それらの致死通電

エネルギーは、ウサギで95.0土25Jouleであって、

ラットで8.21Jouleという値を得た。これら致死

通電エネルギーを通電しておいて人工呼吸を行う

と、ウサギの死亡率は確かに減少するけれども、

ラットに人工呼吸を行っても死亡率は減少しなか

った。

なお、これらの実験は電気機器の耐雷テストに

用いられる標準衝撃波を 1発通電した。しかし、

自然界の落雷では特性の異なるさまざまの雷電流

が観測されており、動物の反応が標準衝撃波 l発

のみの通電で、自然界の落雷を受けた人の反応を

代表できるかどうか、今後は検討すべきである。

（おおはし まさじろう／東京電力病院）
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耐火事の
挙動と毛デル

はじめに

比較的最近に、山火事で犠牲者を出すという事

件が 2回あった。山火事というよりもむしろ枯草

火災というべきかもしれないが、共に急斜面の所

で起こっている。斜面を燃え上がってくる炎から

逃げきれなかったものとみられる。それほど炎が

速かったのだろうか、あるいは足場が悪かったの

だろうか。斜面延焼速度に関する実験研’先はかな

り昔にも行われている。斜面角度が急になってく

ると延焼速度が速くなる事ぐらいはすでに常識で

ある。実験式も見た記憶がある。しかし、もう一

度急斜面の所を重視して実験してみよう。 条件を

吟味すれば、あるいはなにか新しい知見が得られ

るかもしれない。 こう考えて紙を燃えぐさとした

きわめて小さい模型実験を行ってみた。

実はもう 10年近くも前に、マッチ棒を林のよう

に植えて山火事の模型実験を試みたことがある。

しかし、そのと宇 の実験は、特に急斜面における

延焼速度を目的としたも のではなく、斜面や沢の

ような所の燃え具合いを形態的にと らえようとし

たにすぎなかった。しかし、今それを見直してみ

18 

橘 房夫

ると、急斜面延焼と関係のありそうな現象が認め

られる。 そこで、この一昔前の模型実験にも触れ

ながら、最近行った紙片を燃えぐさのモデルとし

て似った模型実験について、その概時を述べてみ

ようと息、う。

2 斜面延焼の形態

山火事の内でも特に枯草火災は、普から物理関

係の人たちに興味がもたれていたようである。若

草 山焼きの測定、 葦原焼きの実験等1940年代の初

めに実測が行われている。草分けは1930年代の初

めに沿面燃焼の模型実験を種々工夫して行った寺

田寅彦の一派であろう。

私が消防研究所に勤めるようになった当初は、

火事全般のことについては素人に近かった。そこ

で若干予備知識のあった山火事の模型実験から仕

事を始めた。燃えぐさのモデルとしてはもぐさと

かマッチ＋奉とかを用いた。先輩たちのまねをした

わけである。図 lに示すのは、そのころ行ったマ

ッチ棒による斜面延焼実験の一つである。

薬の付いていないマッチ棒を、 30度と45度の斜



図1 単純斜面のマッ

チ梅モデルにおける

延焼

×印点火位置

面からなる屋根形の木の台の上に 8mmぐらいの間

隔でびっしりと数千本植え付け、 30度の斜面の中

程に点火したときのものである。余談であるが、

マッチ棒を多数本植えるのがなかなかの難事であ

った。結局、画材屋からおそらく石こうのような

ものでできている白い粘土状のものを買ってきて、

それを厚さ 1cmぐらいに敷き詰め、表面に目印の

筋を付けて、乾いて固化しない内にマッチ棒の田

植えをするのが一番よい方法であった。

図は点火後約 2分経ったときの状況である。図

中の×印は点火の位置である。斜面の傾斜方向ヘ

伸びた楕円形に燃え広がる。 そのときの炎の形を

見ると、斜面高部では炎は上方に立ち上がってい

るが、斜面低部の炎は斜面に吸い付いているよう

に斜面に沿って伸びている。真横から見た図を見

ればさらによくわかる。また、マッチ柊まのキ本は、

その上部が燃えており、根本の方まで燃えていな

いこともわかる。

図 2は、実際の山の斜面に似せて山の沢の模型

を作って燃やしてみたときのものである。真上か

ら見たときの延焼の広がり具合いを、写真から30

秒おきになぞった、いわゆる等時延焼線図である。

沢の傾斜角は30度、えぐれは90度、沢の両斜面の最

大傾斜角は約40度である。やはりマッチ棒を数千

本植え谷間の辺りに点火した。この場合はきれい

な楕円形には燃え広がらず、炎もかなり乱れた。
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図2 沢のある斜

面を模鎖したマ

ッチ梅モデルに

おける等時延焼

線図（30秒おき、

斜聞の長さ約60
cm) 

←尾被

この図からわかることは、斜面の最大傾斜角の方

向への延焼速度が最も速いこと、沢のくぼんだ所

の燃焼は意外に遅いということである。また、点

火した斜面の延焼速度よりも、その向かい側の斜

面の方が延焼速度が速くなっている。 この現象も

なにか意味がありそうである。 この二つの実験は

共に無風の状態で行った。

この他にもいろいろ燃やしてみたが、マッチキ奉

の田植えがかなりの重労働で、 5万本のマッチ棒

の半分以上を残してやめてしまった。今から考え

るとちょっと残念である。

とにかく、これらの実験から、斜面における山

火事の広がり具合いや斜面角度の効果、炎が斜面

に吸い付く現象があること、また、地形の影響で

気流が乱れること等、大体の様子が飲み込めた。

3 短母型の紙片を使ったモデル

マッチ俸を燃えぐさのモデルとして使うのが、

山火事の模型実験の手法としては最もよさそうに

思った。第一 、直観的にも山火事、特に枯草の火

災に似ている。 しかし、前にも述べたように担気

の要る仕事になる。もっと簡単に紙片が使えない

かと考えた。斜面角度と斜面延焼速度の関係を少

し詳しく調べてみようと思ったからである。紙片

が使えれば、繰り返し実験もそれ程苦にならない。

細長い紙片を傾けて燃やす一次元的な実験をする

ことにした。

実験装置は図 3に示すようなごく簡単なもので

ある。燃えぐさのモデルとする紙の短冊は、電算

機のカードを幅28mmに裁断したものである。この

ぐらいの幅がいいようである。これを 1枚、長辺
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図 3 実験装置略図

／試料（紙）／ ラ：：：：；！~ ~震ごと＼
I: J 「 riJ 酬（出」

（燃焼台（ベニヤ板）
。」」~Omm

を横にして溝に差し込んで立てる。 ~出部分の高

さは19mm、長さ 187mmである。電算機カードを用い

たのには特に意味はない。 ろ紙やケント紙も試し

てみたがほぼ同じなので、寸法、紙質の均ー さを

考慮したまでである。

台の上ヘ寝かせて立てたこの短冊形の紙片の両

側に、紙と並行についたてを立てた。この効用に

ついてはあとで触れる。ついたての一方はアルミ

板、他方は観測できるようにガラス板とした。つ

いたて聞の距離は28mm、あまり広いと効果が薄れ

狭すぎると燃えが悪くなる。この中央に紙の短冊

が位置する。任意の傾斜角をうるために、装置全

体を傾けて固定できるようにする。水平からほぼ

垂直まで変えられるようにした。

点火はごく普通にマッチを用いて手で行った。

実験は室内無風の状態で繰り返した。紙の燃焼は

含水率の影響を大きく受けるので、 宅内の温度湿

度の条件を、温度は23～ 28℃、湿度は50～ 60%の

範囲に押さえた。

延焼速度のillI］定には写真を利用した。 あらかじ

め紙短冊に 1cm哀ljみの目盛り線を書き込んでおき、

適当な時間間隔で写真を撮った。延焼速度が非常

に速い急斜面の場合は、あっと言 う聞に燃え尽き

てしまう程なので、秒時計を一緒に写真に写し込

み撮影時刻は任意とした。 8mmや16mmも適宜に利

用した。

4 斜面延焼の様相

斜面を燃え上がって行く延焼の様子 を図 4、図

5に示した。炎と焦げ目の形を写真から素描した

ものである。図 4はついたてを用いた場合、図 5

は用いなかった場合である。斜面角度が 0度から

30度の範囲では、両国ともほとんど同じであまり

差はない。しかし、 45度の場合は著しく違ってく
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図4 斜面延焼の機相

（ついたてあり ）

図5 斜面延焼の織繍

（ついたてなし）

る。ついたてがある図 4では、炎は寝て斜面とほぼ

平行になり、紙片の上縁部を焦がして長く伸びて

いる。言い換えれば、炎が斜面に吸い付く現象を

みせている。 これは明らかに紙短冊の両側に立て

たついたての効果である。

5 ついたての効果

紙短冊の両側に、それよりも丈の高いついた

てをかなり密接させて立てるという条件操作は、

あまりにも人為的、 意図的であるようにみえる。

そこで、なんのためにこのような事をしたかにつ

いて、若干ここで述べることにする。

もともと山火事は二次元的に燃え広がる。すな

わち、ある幅をもって燃えて行く。決して上に述

べたモデルのように、いわば一次元的に燃えるの

ではない。

次のような実験を行ってみる。ここで使った紙

短冊と閉じものを、何枚か間隔を適当にあけて並

べ、一斉に火をつけてみる。 二次元的な延焼を模

擬してみるわけである。 そのとき内延焼の模様を

図 6に示す。紙片を 8枚、約 3cm間隔で平行に並

べて立て、斜面角度30度でほぼ同時に火をつけた

ときのものである。 8枚の紙片のうち両端の 2枚

は、図 4あるいは図 5で示した30度の場合と同じ

ようにごく普通の燃え方をしている。 しかしそれ

以外の紙片は、特に中央部の紙片は図 5の斜面角

度45度のときとそっくりの燃え方をしている。す

なわち、炎は寝て長く伸び、紙片の上縁を焦がし



ている。l吸い付く現象が起こっているわけである。

このように、両端の紙片と中央部のそれとの燃

え方が著しく異なってくる理由としては、熱と流

入空気の効果が考えられる。 すなわち、中央部の

紙片は両側の紙片の燃焼熱により ilJJ.められる。 ま

た、中央部の紙片の燃焼に使われる空気は、紙片

に沿って斜面底部から流入するものが主である。

紙片の両側方向からは入ってこなし」この点が両

端の紙片と異なる。両側にも紙片があり、しかも

燃えているからである。流入空気の温度にも差が

ある。中央部の紙片には 、焼け跡で温められた空

気が入ってくるが、両端の紙片では、 外側か らは

温められていない、いわば冷たい空気が流入して

くる。

ついたてを立てたのは、この二 次元的延焼のと

きの中央部の紙片の燃焼条件を、 一枚の紙片の燃

焼で実現させようとしたために外ならない。 つい

たてを立てることによって、燃えぐさの紙片の加

熱と綴方向からの冷たい流入空気の遮断とをねら

ったわけである。

結論から先にいうと、ついたての効果は定性的

にはほぼ満足できるものであった。 しかし、量的

には必ずしも充分ではない。 というのは、 8枚の

紙片を用いた二 次元の実験では、斜面角度30度で

すでに炎の吸い付き現象が起こっている。 一方、

ついたてと紙片の一 次元の場合は、斜面角度が40

度以上にならないとこ の現象が起こらない。

この差は、おそらく熱的効果の差によるもので

あろう。 そして結果的には空気の流入速度にも差

が生じるのであろう。

それはともかくとして、以上がついたてを立て

た理由である。 ついたてを立てないと二次元延焼

図6 二次元延焼の織相

（斜面角度30／支）
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の両端の紙片の燃焼状況しか模擬できない。

6 斜面延焼速度と斜面角度の関係

斜面角度を急にして行くと斜面延焼速度も速く

なってくる。 その関係を示したのが図 7である。

実線がついたてを立てた場合のものである。斜面

角度が0度、すなわち水平の状態から角度30度ま

では延焼速度の増加は ごくわずかである。しかし、

角度が40度辺リから延焼速度は目立って大きくな

り始める。 それに伴って測定値のばらつきも増え

てくる。角度が451支ないし50度になると延焼速度

はきわめて速くなる。角度30度以下のときの数十

｛音というi宝さになる。 これはすでに述べた炎の吸

い付き現象が起こるためである。炎は紙片の上縁

部を焦がしながら進んで行く。 したがって、紙片

の下部の方は燃えていなくても 、燃えている先端

の速度はこのように極端に速くなる。言い忘れた

が、ここでいう延焼速度は、焦げ目の先端の移動

速度である。 したがって、重量燃焼速度はこれよ

りもi単いはずである。

この炎のl吸い付き現象は、流体工学的な眼で見

れば特に目新しい現象ではないはずである。流f本

が壁面にl吸い付く流体論理素子等に利用されてい

る現象と類似のものであろう。 したがって，一度

起こったら元に戻りにくい性質を持っているにち

がいない。 また、この現象には発生する臨界の角

度があって突然に起こるようにも思える。図 7で

図7 斜面燃焼速度と斜面

角度の関係
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みられるように曲線の立ち上がりは急激である。

図中の点線はついたてのない場合、すなわち、炎

のl吸い付き現象が起こらない場合のもので、 JI打線

の立ち上がりは比較的に滑らかである。

7 モデルの特殊性、補足実験

次のような反論が当然予想される。 それは、こ

のモデルが特殊だから炎のゆえい付き現象が起こる

のであって、実際の山火事や枯草火災では起こら

ないのではないかという反論である。 もっともな

ことである。 なぜなら、紙短冊を斜l稲の方向に沿

って立てるという、ここで用いたモデルは、炎の

吸い付き現象が最も起こりやすい型式の一つであ

ることは石在かであると思うからである。 そこで、

異なった型式のモデルを 2、 3試してみた。

まず、紙短冊の方向を上に述べた実験の方向と

直角にしてみた。 すなわち、谷風が通り抜けない

方向にしたわけである。図 8が一例であるが、延

焼前線の形が凹形になリ、あまり見かけない燃え

方をする。 しかもくぼんだ，，，＿，央官11に独iIL した；j~j い

炎が見える。紙片が横方向に並んでいるので中央

部への宝気流入が惑いためらしい。 とにかく、山

火事等のモデルとしては失格である。

次に縦横の不i~J - .を無くすために、紙短冊fを格

子型に組んだモデルを試してみた。 ちょうど菓チ

折りの中仕切り のようなモデルである。 1~9 に示

すちょっとグロテスクな絵がその燃え方を描いた

ものである。 延焼~jlj k:Jil.の形は実｜；祭に近いが、燃え

方は非常に巡い。図にも示したように、分解ガス

らしい白い蒸気が特 （－If,'／に区切られた小空間にた

まる。 そして、その部分では紙八のごく卜．縁者｜；だ

けが燃えている。 しかし、燃え ｝＂jの形態としては

それ位不自然ではないから、燃え草が非情に寄生

していて燃えにくい場一合のモデルとしてならば使

えるかもしれない。

f民主立刊サのイセわりにマッチ株主も1'1：ってみた。 マッ

チ棒の一列縦隊を作り、紙短冊のときと同じ条件

で一 次元の実験を行った。図10は斜面角度45度の

場合である。紙を使 ったときと全く同じような炎
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図8 斜蘭の傾斜方

向と直角に紙短舟

を並べたモデルに

おける延燃の機相

（糾Jllif!J 11'301£<') 

図 9 紙短婦を格子型に組んだモデルにおける

延焼の機相 （斜［白jf!JJ主301主）

白い燕気
が溜る

×ヘ

のl吸い付ーさ税象が起きて

いる。 しかし 、紙の士劫合

よりも若干この現象が起

こりに くいのではないか

と考えられる。なぜなら、

マッチ怖を使った二 次JC

の実験では図 I 図 2

で示したように、斜面角

J支30｝立ではキ氏のときより

も穏やかに燃えているら

しいからである。

いろいろ試してみた結

果として言 えそうなこと

、古火位置

おき状に
赤く光る

図10 マッチ梅のー列縦隊に

並べたモデルにおける延焼の

様相

は、炎のl吸い付き現象の最も起こりやすいのは紙

短冊モ デルであり 、1Xに起こりやすいのはマッチ

俸モデルである。谷JoJi＼，のi泊り抜けやすさが効いて

いるらしい。

8 実際の山火事、あるいは枯草

火災との関係

実際の山火事等で炎の1！＆い付き現象が果たして

起こり得るであろうか。現実はモデル程幾何学的



に単純ではない。この理由一つを考えても、ここ

で述べたモデル実験の場合程には現象が典型的 に

は起こらないであろう。 しかし、同じ性格の現象

が起こる可能性を潜在的に持っていると考えるべ

きである。ここで述べたモデル実験はすべて無風

の場合である。この現象は燃焼によって誘起され

る谷風の効果と考えることもできる。したがって、

谷風がすでに吹いている山の斜面では、こ の効果

は助長されることになる。局所的に、あるいは瞬
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発的にこの現象が起こっても不思議ではない。起

こりやすい条件は、急斜面であること、燃えぐさ

が；燃えやすいものであること、燃えぐさがまばら

で空気の流通がよいこと、谷風が強く吹いている

こと、等である。山は地形、才材目（燃えぐさ）とも

複雑である。気象も急変しやすい。ただでさえ危

ない山火事 、枯草火災である。決して油断はでき

ないと思うべきである。

（たちばな ふさお／自治省消防庁消防研究所）

第6固海上及び内陸水路における危険物の運送に関する国際シンポジウム

参加登録を受付けています

第 6回東京シンポジウムは、今秋10月に開催さ

れますが、ただいま事務局で参加登録を受付けて

います。 7月31日までに登録され、登録料を送金

される方は22,000円ですが、それ以後は25,000円

になります。登録用紙は事務局に用意してありま

すのでご請求ください。なお、講演者（ 1名）は無

料、参加者の同伴者も各セッションに参加されな

い方は無料です。

シンポジウムのテーマ

危険物の複合一貫運送に関する問題

港湾における危険物安全管理の諸問題

危険性の解析 ・評価及び応急措置

危険物を運送する船舶の設計・設備

危険物包装の資材及び方法

原油の洋上備蓄の諸問題

10月14日（刈

09:00～i2:30 セッション G: Miscellaneous 

14:00～18:00 セッション C:Risk Analysis 

and Hazard Evaluation 

10月15日附

09:00～ i2:30 セッション D: Safe Hand! ing 

in Ports 

14:00～is:oo セッション E: Regulations, 

Multimodal Transport 

10月16日嗣

09:00～ i2:30 セッション F: Measurements 

14:00～ i7:30 セッション B:Liquid Spills, 

Vapor Dispersion 

is:oo～20:00 ビュフェパーティ（於日本海運

倶楽部）

10月17日幽

09:00-1s:oo 技術見学会 ：東京湾海上交通セ

プログラム ンタ 一見学

10月13日（月）

09:00～ 登録受付

11,: 00～ i2:00 オープニングセッション

14:00-17:00 セッション A:Design & 

Structure 

i3:50～i7:30 同伴者プログラム：東京半日観光

18:00～20:00 歓迎レセプション （於日本海運

倶楽部）

※上記のうち歓迎レセプション、オープニング

セッション、東京半日観光、ピュ フェパーティ

には同伴者も参加できます。

聞い合わせ先

危険物海上運送国際シンポジウム事務局

干104東京都中央区八丁堀 1-9-7／社団法人

日本海事検定協会内 TEL. ( 03 )552一0149
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はじめに

「一筆啓上 火の用心、おせん泣かすな、馬肥

やせ」は徳川家康の老臣本田作左衛門が妻に書い

た手紙で、簡潔で要領を得た、日本で最も短い手

紙として有名である。古来、日本人は火に対する

恐れと崇拝の念が大であった。 この手紙にあるよ

うに、武士の暮らしのなかで大切なものは、火の

用心、家人へのいたわり、 lj袋闘手段の確保と考え

られた。 そのなかでも、火の用心が最も大切なこ

ととされてたのには注目される。武士階級でも住

居の建築は大変なことであったと察せられ、昔も

今も住の確保は難しいことであり、身につまされ

る。

火災の原因というと、 一般的に出火原因のこと

と考えられている。我々消防機関は、その傾向を

分析し消防行政に反映させるため、火災の調査結

果を分類 ・整理し、体系化している。すなわち、

出火の過程を発火源、経過、着火物に分類してい

る。特に、このうちの発火源をも って出火原因と

しているのである。 しかし、この分類は一般人の

感覚と必ずしも一致しないので、本稿では経過に

分類されている放火 ・火遊びなども出火原因とし

ていくことにする。

以下に東京消防庁および終視庁で発表してきた

明治20年以降の出火原因を主 にして述べてみたい。

2 出火原因の変遷

東京の火災は全国の火災の 1割強を占めている

24 

ので、東京での調査結果を基にして、日本の都市

型火災の変避を論じても大きな誤りはないと考え

られる。

ところで、時代とともに火災の定義などが変化

しているので、統計上に不連続な点がみられる。

たとえば昭和26年と27年、34年と35年にみられる。

これらは、それぞれぼや火災の範囲の拡大および

管轄区域の増加によるものである。

3 明治時代

当時の記録であまり詳細なものはないが、答視

庁調べのデータを基に述べたい。

まず第 1に、当時も放火が多かったのが注目さ

れる。全火災の20%～30%が放火である （当時の

火災件数は500件～1,000件であった）。 不明火 （放

火の疑いを含む）を含めると37.6%（明治38年）が

放火の年もあった。 もっとも、この年は日露戦争

講和条約を不満とする日比谷焼打率件などの放火

が含まれているためである。放火、不明火につい

ては後に詳述したいが、不明火がこのように多い

のは、当時の調査レベルがまだ充分ではなかった

ためと考えられる。

その次には洋燈（石油ランプ）、わら灰、取り灰

などが多くみられる。石油ランプの火災は、取り

扱いのよ くわからない人が多かったためと考えら

れる。わら灰、取り灰が多いことから、当時の燃

料にわらが多く使われていたことがわかり、農業

人口もかなりあったことがわかる。 また、炊事用

かまど、火ぱち、消炭などからの出火が多いこと



から往時の生活の様子がうかがえる。

この他で自につく出火原因を挙げると、煙突が

ある。途中一時減少（明治30年前後）したが、後半

になりまた明1JJJし、そのまま大正時代になっても

刑加している。 これは煙突を付けた火株が明えた

ことを示し、開放型かまど、いろりなどから煙突

付き密閉式台所昔器具が桝えたためと考えられる。

このため、消防本部では明治41年に通達を出し

行政指導を行っている。それによると、

(1）毎月 2回以上掃除を為すこと。

(2）家屋その他の建物にして、煙突と接触する

部分は、石、煉瓦その他不燃物'l'tを以って包

被すること。且つ破損したとき速やかに修理

を加えること。

となっている。現在の規制と比べるべくもないが、

予防思想れい明期の所産としては興味深い。

浴場・風呂場火災も興味をひく。営業用浴場、

すなわち銭湯からの出火は明治中期にかなりみら

れるが、その後は散見されるのみで減少している。

一方、自家用風呂場は明治後期になるにつれて漸

閉している。 これは各家庭に風呂が普及してきた

ためと忠われる。

他方、近年出火原因の上位を占めるたばこ （こ

の当時はl吸いがら）による火災は、明治中期まで

はそれほど多くはなかった。たばこが東京の市場

に盛んに出回るようになったのは明治中期以後で

あり、たばこによる出火も中期以降漸閉している

のでよく一致する。 そのため前記の通達で 「煙草

のl汲殻は充分に注意を加へ火付のままこれを投棄

するが如きことなく、特に仕事場その他燃質物の

蓄積しである場所に於てはさらに一層の注意を加

えること」と注意を促している。

特異な出火源としては、汽車の煙突というのが

ある。明治34年ごろから統計表に表れてき、明治

40年をピークにまた減少している。 火災の程度は

よくわからないが、飛ぴ火によるものであろう。当

時はまだわらぶき、かやぶきの家がかなり存在し

ていたためと恩われる。

注1）響視庁統計書火災編原因の部

注2）明治41年3月火災予防に関する件 （第2部長通牒）

’80予防時報122

4 大正時代

火災総件数は明治年間より漸次明力IIしてきてい

る。 当時の人口が350万～450万であるから、年間

約1,000件の火災なので、対人口出火率（人口 1万

人当たり ）は約2.5件である。今日のそれが6.5件

であるから、かなり火災が少なかったことになる。

しかし前述したように、この当時と今日の火災の

定義が違うこと、および通報システム、資料収集

能力の迎いがあるので単純な比較はできない。

出火 IJ)~ 困で多いのは、明治時代と問機放火、不

明火である。大正15年の例だと全火災の20%を占

め、不明火を含めると43%にもなる。

次に多いのは、煙突、わら灰、取り灰である。

煙突については前記のとおりであり、時代が下る

につれてi仲間Hしてくる。他方、わら、取り灰は逆

に減少している。台所設備の近代化と一次産業従

事人口の減少のためと考えられる。

この他では、たばこ （r吸いがら ）が明治時代から

引き続き閉加している。 また、電気による出火が

j斬閉してくる。同様に揮発油からの出火が地え、

ガス、電気、石油類からの出火が：！＼＂／え、取り灰、

わら灰、汽車の煙突、火消しっぽ等の出火が減少

している。時代の変換期なのだろう。

なお、大正12年の薬品が異常に多いのは関東大

渓災によるものである。参考までに、大正15年の

出火原凶の分知を経過を含めて再分類してみた。

油類のなかにガソリン（瓦斯倫）が現れてるのが注

目される。 しかしながら、今日非常に多い油なべ

の過熱はまだ少なかった。天ぷら等揚げ物のしこ

うが庶民一般にはまだ広がっていなかったものと

考えられる。 また、ガス関係火災のうち40%はガ

ス漏れ火災であったのは鰐きで、当時は器具の安

全性に対する思想、がまだ欠けていたようである。

5 昭和時代（第2次大戦前）

年間の火災件数は約1,200件～2,000件で明治、

大正時代の 2倍になっている。

最も注目されるのは放火件数の推移である。昭
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和の初期は相変わらず出火原因のト ップを占めて

いたが、時代が下るにつれて減少している。特に

第 2次大戦中は極端に減っている。一般に、放火

は社会不安が大きくなると多くなるといわれてい

るが、戦時中には不平 ・不満を上回る緊張感と述

帯感があり、それによる相互民視、および欝察力

の強化が放火を減少させたのかもしれない。

次に多い電気火災は、明治より大正、大正より

昭和と漸増してきた。 一般家庭での電気使用量が

榊加してきたことによる、漏電と電熱器による火

災が増えできたためと考えられる。しかし、家’屯

製品が普及してきたためとは考えにくい。本格的

に普及してきたのはかなり後年である。

この他の出火原因で多いのは煙突、たばこ、油

類である。これらは全部年代が下るにつれ増加し

ている。前記の理由により、それぞれ普及増、使

用頻度の増加のためと思われる。

その他で目につくのは、ろうそく火災の減少で

ある。途中から燈火の件数に含まれて集計される

ようになったが、その件数も減少していることか

らみて、 一般家庭での使用が少なくなってきたも

のと考えられる。なお、昭和20年の火災件数が減

少している。 これは、戦災による火災を除いてあ

るのと、 一般家庭の強制疎開により火気使用頻度

の減少によるものと考えられる。

6 戦後の火災

これまでの統計は後察機関によるものであった。

以後のは自治体消防発足（昭和23年 ）後、消防機関

が調査した結果である（表 1）。 これが戦後の出火

原因ワーストテ ンである。出火原因がこれまでの

とだいぶ変わっている。

最初に昭和20年代の火災について検討する。

昭和26年まで多く出火した電熱器は、注にある

ように多くの発火源の合計なので当然と恩われる

が、この当時の電気こんろはニクロム線を使った

素人工作物が多かったので、出火が多かったよう

である。さらに、当時はこれら電気器具に安全装

置 （サーモスタット・温度ヒ ューズなど）がほと

26 

んど付いてなかったし、電気コンロ類をこたつに

流用したため、容量が大きすぎ発火したものがか

なりあった。また、 当時の経済状態では電力が貴

重で高価についたので、盗電工事がかなり多かっ

たようである。そのため、電気屋が検針にきたの

で慌てて屯気七輪のスイッチを切って押入に隠し

たが、見付からないようにとその上に座布団を載

せたため、座布団が燃え出して電気屋に罰金をと

られた、などのケースもあったそうである。

このよう に、使用者の不始末に起因する電熱器

具からの出火の他に、配線焔設上の不備欠陥に起

因する施設上の火災も電熱苦器具類以上に発生して

いる。その主なものは漏電であるが、その他の火

災も多く、当時の電気工事はかなり組雑だったよ

うである。

次に多いのは煙突火災であるが、そのなかには

飛ぴ火によるものがかなり多く含まれている。

その次に多いまきかまど、取り灰、七輪こんろ、

炭こたつからの出火は、当時の生活様態を映して

おり、戦前 ・戦中派の人々には懐かしい。しかし、

これらの発火源も33年を境に＊もはや戦後ではな

いw の言葉とともに姿を消していった。

ところで前述したように、昭和27年よりぼやに

至らない火災をぼや火災として統計処理するよ う

になった。それまでは、非常に小規模な火災はぼ

やと才及わなかったのである。そのような火災の内

訳と傾向を24年～26年の調査記録からみると、

1. 電気配線関係の火災が多く、

2. 次に多く漸増している出火原因は、小型変

圧器、煙突、かまど、こんろ、たばこの吸いがら、

汽車のばい煙、ろう火、花火などの火災で、

3. ネオンサインからの出火が新たに現れてき

ている

等であった。

ちなみに、当時のぼやに至らずの定義は、床板、

雨戸、障子その他物件、または建物のきん少部分

を焼失したるものであった。

このように、ぼやまで統計処理するようになっ

ても、なおかつ不明火は存在するのである。どの

ような場合不明火となるのかを簡単に記す。



時間別では夜間の火災が多く、用途別では工場

などが多く、作業終了後が多い。出火箇所は作業

場、居室、 物置、倉庫など比較的可燃物が多く、

火気がほとんどない場合が多い。また、出火場所

褒 1 おもな出火原因 （予防部調査課）

年 年火 お も な

問 災
件 e

耳目 総数 2 3 4 5 

23 1,552 電勲器 た 1；！こ 煙 突 新 か ま ど 取り灰
170 89 88 73 71 

24 1,816 電動器 煙 突 七輸こんろ 薪 か ま ど 放火 ・疑
177 146 145 125 112 

煙 突 電熱器 た I；！こ 放火 ー疑 薪 か ま ど
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に人がいないケースが多く、当該焼き物が一次的

に燃えたか、 二次的かの判定がつきにくい場合が

多い。したがって、今後はこのように近接して発

生する熱的現象を、時系列に正確に区別でき る科

出 火 Iii( 因

6 7 8 9 10 

七厘こんろ 炭こたつ 肱火・疑 屋内 4線9 残 火
69 61 52 40 

た I；！こ 取り灰 たき火 引込線 屋内線
101 65 53 43 39 

七輪こんろ 炭こたつ 取り灰 火 遊 び たき火25 1,814 190 176 111 102 98 94 83 59 42 41 

26 1,801 煙 突 電熱器 た I；！こ 薪かま ど 炭こたつ 七輪こんろ 肱火・ 7疑2 取り灰 火遊 び たき火
215 141 107 95 91 87 55 52 48 

27 3, 164 
煙 突 た 1；！こ 薪かま ど 炭こたつ 七輪 こんろ 放火・疑 火遊び 電気こんろ たき火 取り灰

286 255 124 120 110 106 99 80 75 71 

28 3,892 た I；！こ 煙 突 薪 か ま ど たき火 放火・疑 火 遊 ぴ 七鎗こんろ 石t由こんろ 引 込線 取り灰
343 313 165 137 135 135 133 125 108 81 

29 4,290 た I；！こ 煙 突 石油こんろ 放火・疑 火遊び たき火 電気こんろ 七輪こんろ ガスこんろ 識かまど
477 286 259 184 130 118 105 101 99 93 

30 4,682 た I；！こ 石油こんろ 煙 突 放火・疑 火遊び たき火 7 ッチ 電気こんろ 七輪こんろ ガスこんろ
515 310 259 252 169 150 138 129 124 110 

31 5,045 
た i；！こ 石油こんろ 煙 突 放 火 ・ 疑 電気こんろ 火 遊 び 七鎗こんろ たき火 7 ッチ 炭こたつ

574 395 269 253 176 162 159 150 134 123 

32 5,246 た I；！こ 煙 突 放 火 ・ 疑 石油こんろ 火遊び 電気こんろ 七輸こんろ マッチ たき火 ガスこんろ
651 304 291 287 191 178 156 150 139 124 

33 5,842 た』Z こ 放火凝 石油こんろ 煙 突 火遊び 電気こんろ 7 ッチ 七輪こんろ ガスこんろ たき火
751 500 406 283 219 214 187 160 150 142 

34 5,797 た I；！こ 石油こんろ 放火・疑 煙 突 電気こんろ 火 遊 び 7 ッチ ガスこんろ たき火 溶接器
715 490 403 237 236 224 201 167 130 127 

35 7, 158 たばこ 股火 ・疑 石油こんろ 火遊び 喧阜 突 たき火 電気こんろ 7 .，チ 溶接器 ガスこんろ
1,024 593 433 319 318 308 269 268 207 165 

36 8,641 た I；！こ 放火 ・疑 石油こんろ 火遊び たき火 煙 失ー 電気こんろ ガスこんろ 石油ストープ 溶接器
1, 142 792 416 355 316 285 254 228 226 222 

37 9,082 たばこ 放火・疑 火遊び 石油ストープ たき火 煙
34突1 

7 ソチ 石油こんろ 溶 接骨量 ガスこんろ
1.515 833 515 487 483 336 311 291 258 

38 9,252 た I；！こ 放火 ・疑 た き 火 石油ストープ 火遊び i＆ 築 総 7 ッチ ガスこんろ 理監
32突6 石油こん22ろ9 

1,490 767 626 552 448 353 336 326 

39 7 ,979 た I；！こ 放火 ・疑 石油ストプ たき火 火遊び 溶 接 結 ガスこんろ 7 ツチ 煙 突 風呂かまど
1,281 703 438 418 389 348 332 256 243 198 

40 8,268 たばこ 放火 ・疑 ？ こ き ＊ 石油ストプ 火遊ぴ ガスこんろ 溶接器 慢
3突16 

マッチ 風呂かまど
1,352 651 533 490 398 385 329 298 202 

41 7,805 たばこ 放火疑 火遊ぴ たき火 ガスこんろ 石油ストープ 溶接；器 マッチ 風呂かまど 煙 突
l ,330 619 500 462 427 366 323 279 219 219 

42 8,286 た i；！こ 放火 ・疑 火遊び た き 火 ガスこんろ 石油ストープ 1容按器 マッチ 風呂かまど 煙
20突9 1,431 679 540 504 478 405 371 282 265 

43 8,280 たばこ 放火 ・疑 火遊び た き 火 ガスこんろ 溶接骨量 7 ッチ 石油ストープ 風呂かまど 哩呈 突
1,467 837 612 589 500 352 316 293 273 194 

44 8,463 た I；！こ 放火 ・疑 火遊び た き 火 ガスこんろ 溶接器 石油ストープ 風呂かまど マッチ 哩E 突
1,538 932 691 523 496 355 290 284 258 201 

45 9,707 土：： I；！こ 放火・疑 火遊び た き 火 ガスこんろ 溶接結 I'll.呂かまど マッチ 石油ストーブ 煙 突
1, 753 1,139 904 699 575 436 331 329 326 221 

46 9,094 た i；！こ 放火・疑 火遊ぴ ガスこんろ たき火 溶接器 風呂かまど 石油ストプ 7 ッチ 煙
16突8 1, 751 1, 198 778 603 558 380 329 293 284 

47 8,059 た I；！こ 放火・疑 火遊び ガスこんろ たき火 溶接骨量 風呂かまど マッチ 石油ストーブ 型車 突
1,618 955 643 614 442 379 346 285 239 125 

48 9,677 たばこ 放火疑 火遊ぴ た き 火 ガスこんろ 溶接器 風呂かまど 7 ツチ 石油ストープ 花 火
2,043 1.174 998 730 640 426 407 270 252 147 

49 8,208 た I；！こ 政火 ・疑 火遊び ガスこんろ たき火 風呂かまど ？容按i 昔量 マソチ 石油ストープ 花 火
1,663 1.059 710 626 423 395 311 299 224 92 

50 7 ,842 た I；！こ 放火・疑 火遊び ガスこんろ たき火 風呂かまど 7 .，チ 溶接器 石油ストーブ 花 火
1,552 I, ll5 845 611 445 325 230 220 199 82 

51 7 ,418 た I；！こ 放火 ー疑 火遊び ガスこんろ たき火 風呂かま ど 溶 接 総 石油ストブ マッチ ガスストープ
1,415 1,169 771 542 425 321 236 199 178 74 

52 7 ,910 放火・疑 た i；！こ 火遊び ガスこんろ たき火 風呂かま ど 溶接骨量 有油ストープ 7 ッチ rt 火
1,544 1,518 776 598 405 341 207 184 144 89 

53 7 ,949 放火・疑 た I；！こ 火遊び ガスこんろ たき火 風呂かまど 溶 接部 石油ストープ 花 火 7 ッチ
1,579 1,496 774 581 515 288 245 167 150 141 

54 7 ,365 放火・疑 た I；！こ 火遊び ガスこんろ たき火 風呂かま ど 溶 接 器 石油ストープ 花 火 マッチ
1,634 1,255 806 558 367 235 213 163 128 ll5 

注1. 23年～26年までの「電熱器J には、電気こんろ、電気ストープ、電気こたつ、電気アイロン、乾燥織などが含まれる。

2. 24年～27年までの「取り灰」には、消し炭が含まれる。
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学的測定法を開発するなど、解明されねばならな

い課題が山積している。

7 昭和30年代

昭和30年代になると、たばこ、放火、石油こん

ろ、ストーブからの出火が多くなる。一方、それ

まで多かった煙突火災が減少してきている。 これ

は、 37年に煙突に関する条例ができ規制が厳しく

なったためと考えられ、行政効果の表れと考えら

れる。

石油こんろ、石油ストープは、30年～34年をピー

クに増大し、 40年代になり減少してくる。 この種

ストープ類の普及度を表2に示す。

東京におけるデータはあまりないが、全国の 5

万人以上の都市の非農家におけるデータも参考に

して類推すると、当時は石油ストープが急速に普

及しだした時期であった。 このため、防火 ・安全

性の検討が充分でなく、規制等の措置も万全を期

しがたかったのであろう。 しかし、 40年代に入っ

て急速に減少してきたのは、転倒防止の受け皿を

付けることを指導したことなどが大きく影響して

褒 2 東京（全国5万以上非患家）におけるストープ類の普及度

いる。 なお、対震安全装置が昭和48年から条例化

されたのを機にさらに減少した。

また、ガスストープ、電気ストープの出火は普

及率とともに増加している。 ただし、電気こたつ

は当時でもかなり普及していたので・、多少の安全

装置も付いていたし、前 2者と違い裸火でないの

でそれほどの出火原因とはならなかったものと思

われる。

注 3）経済企画庁消費者動向調査、耐久消費財の普及状況

8 昭和40年から今日まで

昭和40年以降は、前表 1でわかるようにワース

トテンはほぼ一定している。以下に出火の多い原

因について記す。

昭和28年より24年間出火原因の l位を占めてき

たたばこは、動く発火源といわれ長く消防人を悩

ませているものである。

現在、日本でのたばこの生産量は、年間17万ト

ン、紙巻きたばこで3,000億本であり （図 1）、喫煙

者1人当たり1日に24本～25本をくすぶらしている

（図 2）。 28年当時でも800億本、 1人平均14本 ぐら

年 度 石油ストープ ガスストープ 電気ストープ 電 気コタツ

昭和 36年 9.9%( 7.7%) 24.5%(13.4%) 19.1%(10.9%) 59.9%(56.2%) 

37 21. 7% (15.2%) 29.1% (16. 9%) 20.6%(12.3%) 69.6% (64. 7%) 

38 36.7%(28.6%) 34.4%（一一 ） 21.8%（一一 ） 70.0% (63.4%) 

39 44.9%(40.6%) 35.7%（ー一一 ） 22.9%（一一 ） （一一 ）

40 52.9%(49.9%) (23.4%) (15.9%) （一一 ）

41 (57.3%) (24.5%) (17.5%) （一一 ）

42 (62.6%) (23.8%) （一一） （一一 ）

43 (69.4%) (23.4%) （一一 ） (79.8%) 

44 (75.0%) (23.8%) （一一 ） (82.6%) 

45 (82.2%) (24.8%) （一一） (84.7%) 
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いのたばこを喫煙していたのである。

たばこは、無煙燃焼で炎を出さず火種も小さい

ので安易に取り扱われやすい。しかし、火先の温度

は700℃ぐらいになるし、喫煙本数が上記のように

膨大なこともあり、潜在危険は非常に高い。

その出火形態をみると、歩行中におけるたばこ

の投捨が非常に多く、また寝たばこによるものも

多い。たばこはくん焼するので、出火するまでに

長い時聞を必要とする場合も多く、実験データに

よると 、火先を布団に落とし、たたんで押入に入

れておくと、出火して天井に燃え上がるまで 7時

間40分を要したものもある。したがって、サラリ

ーマンが朝起きがけに 1服し、出勤を急ぐあまり

上記のようなことを行うと、朝のたばこにより夕

方出火したこともある（たばこによる布団からの

出火は年間約300件ある）。

たばこによる火事を減らすには、吸引している

時だけ火が付き、放置したら急速に消火するよう

なたばこを開発する必要がありそうである。

次に多い放火について分析する。放火は明治以

来第 2次大戦まで出火原因の上位を占めているが、

詳細に検討した文献がほとんどないので、事実だ

けに留めたい。

戦後の24年～31年に発生した放火火災のうち、動

機の比較的はっきりしているもの773件についての

分析結果によると、えん恨が19%で一番多く、そ

の内訳は、恋の恨み、待遇の不満に対するえん恨

放火、下役から上役へのえん恨、生徒の学校への

えん恨などである。

次に多いのが保険金詐欺目的の放火である。当

時のそれは、利益目的ではあっても計画的なもの

ではなかったようで、生活に困ったり、あるいは

また、知人が火災になって保険金をもらい経済の立

て直しをやったのを見てつい悪心を起こした、な

どというのが多かったようである。

その他ではえん世自殺の行きがけ放火（6 %）、

発作的放火（ 5 %）、強窃盗の放火（4.8%）、気違い

による放火（4.1%）、いやがらせ放火（4.1%）、心

中自殺（2.6%）、家庭不和、刑務所今、帰りたい、証

拠隠滅の順である。

’80予防時報122

この傾向は30年代まで同じであったが、 40年以

降は精神異常および飲酒めいていによる放火が急

増し、 30%も占めている。その他、自殺、窃盗、

腹いせなどが増加しているが、保険金詐欺のため

の放火は急減している。一方、保険金詐欺は諸外

国、特にアメリカで非常に多く大きな社会問題に

なっている。また、放火産業なるものが急成長し、

年間売り上げが20億ドル以上になっており、その

手口も巧妙でFB Iもお手上げの状態だと報じて

いる。

ところで、このように放火の多いのはなぜだろ

うか。刑法上は殺人罪以上に重い死刑、無期、ま

たは 5年以上の懲役となっている。 しかし、その

p R不足と放火犯人の罪悪感不足により後を絶た

ない。東京の場合も流動人口の多い地域で発生し

ている事実から、放火犯には、本質的にそのよう

な心理的疎外感が強いように思われる。

今後は、ニューヨーク市で行ってるように放火、

放火の疑いが発生したら、その建物に関する事演、

保険金などをコンビュータに記憶させておき 、そ

のデータを基に、これから火災の発生しそうな建

物、日時などを予測させ、事前に警戒することも

考える必要があるようである。

注 4）専売公社、輸たばこと塩ぺ昭和54年版

注 5）東京消防、 32年9月号

食会食

上記以外の出火原因については省略するが、こ

れまで述べてき た変遷をみるにつけ、放火を除く

出火原因のほとんどが人間の不注意によるもので

ある。ガスこんろの経過をみても、ほとんどが天

ぷらなべを過熱したままの放置である。したがっ

て、人聞が火気を使用している以上、出火そのも

のを減らすことは至難の業といわねばならない。

近年種々の安全装置が開発されてきたが、それだ

けで安心してしまい、それらに頼り過ぎ、点検整

備を怠ればもとのもくあみである。ワース トテン

の変遷をみるにつけても、火災を減らすには人間

の注意力がなにより大切であることを痛感した次

第である。

（たかはし とおる／東京消防庁予防部調査課）
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防災基礎講座磁・・a・m・....・・・・・・聞湖周聞・・・・・・・・a鳳聞自陣聞s・・・....

〔 井上紘一 〕

[1 はじめに

リスクアナリシスという言葉のもつ意味は、お

そらく人によ って異なり、いまだ確定した概念と

はなっていない。 ここでは、リスクアナリシスを

リスクアセスメントとほぼ同様な概念として捕ら

える。あるいは、リスクアナリ シスのアセスメン

ト的側面に注目するという方が適当かもしれない。

すなわち、本講座では、原子炉あるいは化学プラ

ン トなどのような技術的システムによって生ずる

公衆に対する浴在的危険性の解析、この内でも特

にその定量的解析について、最近の事例を紹介し

つつ、これらに共通して利用されているリスクア

ナリシスの方法論を中心に述べ、今後に残されて

いる問題点などについて触れる。

[2 最近のリスク戸ナリシスの事例

以下に述べる最近のリスクアナリシスの事例は、

たまたま著者の目にとま った事例ということであ

って、決して典型的な、あるいは優れた事例とい

うわけではないが、これらにより最近のリスクア

ナリシスの共通の傾向とい ったものを知ることが

できょう。

2-1 WASH-1400原子炉安全研究 1)

この研究は、米国MITのラスム ッセ ン教授の指

導下に行われたため、ラスムッセ ン報告書とも呼

ばれている。この報告書は1974年に公表されてい

るから、必ずしもホ最近。の事例に含めるわけには

いかないかもしれないが、その後に行われたリス

クアナリシスに与えた影響はきわめて大きく、こ

れによって、その後のリスクアナリシスの方法論

の大筋が確立されたとい っても過言ではない。

ラスムッセン報告書はあまりにも有名であり、

しばしば新聞紙上をもにぎわし、本誌119号(1979

年 10月：都甲泰正著「原子炉の危険性」） をはじめ、

すでにいろいろと紹介されているので、ここに改

めて紹介するまでもないが、これは、軽水型原子

力発電所 （BWRおよびPWR）の考え得るあら

ゆる事故のシナリオ （引き金となる出来事から災

害に至るまでの一連の事故連鎖）を見い出し、そ

れらが起こる確率を評価することによって、原子

力発電所の全リスクを定量的に推定したものであ

る。 さらに、その結果を既存の人為災害および自

然災害のリスクと比較している （図 1および 2参

照）。これらの図により、原子力災害の頻度は原子

力以外の災害と比較して約 1/10,000であり、公

衆に対するリスクは非常に小さいと主張した。

利用された手法は、主にイベ ン トツリー解析

(Event Tree Analysis; ET  A）およびフォー

ルトツリー解析 （FaultTree Analysis; FT  A) 

である。

.....・m・.............・m・・...聞・............・・m・・
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図 1 原子力発電所と人為災害のリスクの比駁

10 

1/10 

崎、、
主主 11100 

越

言Ill！， 蜘

書留
申

z !/ 10,000 

1/100，蜘

1/ 1. 000. 000 

1/10,000, 
10 100 1.000 10,000 100,000 1,000,000 

死亡数N

図2 原子力発電所と自然災害のリスクの比較
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この報告書に対して多くの批判もあるが、 一般

向きに書かれたこの報告書の「SummaryReport」

を一読されるようお勧めする。

2-2 ドイツリスク研究 2)

この報告書は1979年 8月に公表されたものであ

り、西ドイツ政府科学技術大臣の要請によってな

された研究である。 WASH-1400と同様、軽水型

原子力発電所の全リスクを定量的に推定したもの

である。この研究の目的は、1）西ドイツでの諸条

図 3 アメリカ

とドイツの原子

力発電所（25&)

のリスクの比較

注）太点斜lは

ドイツ ~1l 自の
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件の下に原子力発電所のリスクを決定する 2）西

ドイツ炉の技術的差異および立地条件の差異によ

るリスクの差を米国のWASH-1400の結果と比較

する の二つである。代表的操業炉として、 1,300

M Wの加圧水型原子炉をとり、 19サイト25原子炉

が考慮に入れられた。

得られた結果の一部を紹介すれば、放射性物質

放出に至る事故シナリオとして約 100組の事故連

鎖が検討され、炉心漆融事故の発生頻度は 9×10-5

／年あるいは約 l万年に I回であるとしている。

また、 25基の原子炉による公衆の死亡リスク （早

期死亡）は図 3のように推定され、 WASH-1400

で得られた米国の結果と比較がなされている。早

期死亡に関しては西ドイツの値の方が低く、逆に

晩発死亡に関しては西ドイツの値の方が高くなる

としているが、 90%信頼限界にみられるように基

本的な差異は見い出されていない。

用いられた手法はET AおよびFT Aであり、

この研究はWASH-1400に触発されてその直接の

影響下に行われたといえる。

2-3 LN  G基地のリスクアナリシス 3)

米国サ ンフランシス コの Woodward-Clydeコ

ンサルタントキ土にて、 R.L. Keeneyを中心、とするグ

ループによって行われた研究である。米国エルパ

ソLNG  (Liquefied Natural Gas；液化天然ガ

ス）会社のラサール基地の建設計画に伴い、その

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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リスクアナリシスを行った報告書であり、 1978年

10月に公表された。

ラサールLN G基地はテキサス州マタブルダ湾

に建設される予定であり、その規模は 1 日に10億

立方フィートの天然ガスを処理するという大規模

なプラ ン トである。この研究の目的は、自然現象

または外部での人為行為、あるいはこの基地の操

業による事故などに起因する LN Gの漏出がもた

らす公衆リスクを解析することである。得られた

結果の一部を図 4に示す。

このリスクアナリシスで用いられた手法は主と

してET Aであり、 WASH-1400で開発された方

法論を踏襲している。

2-4 LN  Gタンカーの衝突事故確率の推定 4)

この研究は、米国パークレーにあるTERA社の

H. E. Lambertらによりなされたものであり、1979

年 5月に公表されている。

研究の目的は、米国ボストン港において沿岸警

備隊特別規則 （LN Gタンカー導入に伴って特別

に考えられた航行規則）が実施されるとき、 LN 

Gタンカーの衝突事故によって LN Gが漏出する

確率が、特別規則でなく通常の航行規則のみが実

施されているときに比較して、どの程度ノj、さくな

るかを解析することである。過去の歴史からみて、

船舶の衝突事故において、特に重要である人間エ

ラーの評価に特別の注意が向け忘れている。

図4 ラザールLN G基地によるリスク 図 5 キャンベイ島
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計算の結果として、通常の航行規則の場合の L

NG 漏出事故の確率は、 2.4×io-3／航行（人間エ

ラーを完全依存と考えたとき） -4.9×10 6／航行

（人間エラーを完全独立と考えたとき ）となり、

一方、特別規制が実施された場合のそれは、4.8×

10 与／航行（完全依存）～3.6×10-10／航行（完全独

立）となるとしている。したがって、両者の比率、す

なわち、 LN G漏出事故の低減率は500と推定され

た。 また、この低減率は、 一連の人間エラーが統

計的に完全依存であると仮定されても、あるいは

また、完全独立であると仮定されても、ほぽ等し

く500であることは興味ある結果である。

この研究は、リスクアナリシスの全フェーズを

完了したものではなく、その一部である LN Gタ

ンカーの衝突による LN G漏出事故の発生確率の

みを取り扱ったものであり、用いられた手法は F

T Aである。

2-5 英国キャンベイ島リスク踊査研究

この調査研究は、英国政府環境および雇用担当

国務大臣の要望により 、保健安全委員会が行った

ものである。 40万ポンドの費用と30人以上の専門

家を投入して行われたかなり大規模な研究であり、

英国ではもちろん、世界でもこの種の研究として

は最初のものであると自慢している。

この研究は、英国エセックス州キャンべイ島お

よびその周辺に現存する、あるいは計画中の数々
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の産業施設やプラント （L N G基地、石油タ ンク基

地、製油所、その他の化学工場などがある） に生

じうる重大な事故による公衆への潜在リスクを調

査したものであり、 1978年 5月に報告書が公表さ

れた。図 5に得られた結果の一部を示す。

種々の産業施設、プラン卜が対象とな っている

ため、この調査研究は多方面にわたっているが、

E T  AおよびFT Aもイ吏用されている。

[3 リスクアナリシスの方法論

リスクアナリシスの理論的わく組みは、図 6の

ように表現される（Otwayらによる）。すなわち、

リスクアナリ シスの構造は、1）リスクの推定 2）リス

クの評価 3）リスクマネジメントに大別される。

3-1 リスクの推定

リスクの推定過程には図 6に示すようにニ通り

ある。一つは計画的あるいは定常的操業によるリ

スクの推定である。たとえば、火力発電所の定常

的操業によ って発生する大気汚染によって、何人

が死亡し何人が病気になるかといったリスクの推

定である。もう一方は、通常の操業時に起こりう

る予期せぬ出来事（事故、誤操作、破壊行為など）

によるリスクの推定である。前者のリスク推定は、

先に述べたどの報告書にも取り上げられておらず、

に述べたすべての事例で採用されているが、その

構造を LN G基地のリスクアナリシスを例に図示

したものが図 7である。その手順は、 1）事故シナ

リオの展開と その発生確率の計算 2）公衆リスク

の定量化 に分けられる。

事故シナリオの展開はイベントツリー解析（ E

TA）と呼ばれる手法を用いて行われ、図 8に示

すようなイベントツリーとして表現される。引き

図6 リスクアナリシスの理自由的わく組み

リスク推定 リスク評価

リスクマ才、ジメント

むしろ、これは環境問題 図 7 LN  G基地リスクアナリシスの手順

の範ちゅうに入れられる

べきものであろう。後者

に対する方法論、手順は

よく確立されており、事

例で取り上げた報告書す

べてに扱われているのは

このリスク推定である。

WASH-1400によって

確立されたリスク推定の

手法、 ET AとFT Aと

の組み合わせ手法、が先

LN Gl届出を引き

起こす事輩とその
確率自然、人為．

機業
出力・ 可能な漏出

の場所、 規模、確

率 I lモデル

3『 I 71 I 8 
発火時における燕llリスヲの定量化 lI リスクの評価
気婁の場所と規機

出力比較による

リスクの評価

事故シナリオの展開とその確率の計算

..・・・・・・...........・・・・・・...・・・...聞............
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ろん、各報告書には、さ

らにこれ以外の種々のリ

スク指標を用いて多角的

に公衆リスクを推定して

いる。

3-2 リスクの評価

図 6に示したリスク評

価の内、最初の四つのブ

ロックはリスクに対する

社会的反応とそれを支配

する要因について触れている。リスクに対する社

会的反応は、理論的に、あるいは統計的に計算さ

れたリスクの推定値のみによって決まるものでは

なく、むしろ、認知とか条件つn:tとか、あるいは

学習といったいろいろな心理的機能を通じて多元

的に決まるものであることには充分注意する必要

がある。

図 6に示したリスク評価のわく組みは、まだま

だ理論的、あるいは実験的段階にあり、実用的に

はなっていない。先に述べた事例のすべてはこの

意味でのリスク評価を行っていない。行われてい

るのは、リスク推定値の計算だけか、あるいは社

会的に受け入れられていると恩われる人為災害の

リスク Jあるいは自然災害のリスクとの比較がな

されているだけである。図 1および 2はこの比較

を行うために作成されたものである。

LN  G基地のリスクアナリシスの事例では、リ

スクの評価として、他のエネルギー施設のもつリ

スクとを比較している。たとえば、同規模の石炭

火力発電所による社会的リスクは12.51（死亡／年）

であり、また、同規模の原子力発電所によるそれ

は0.036であるのに対して、ラサールLN G基地の

公衆リスク

風速および ブルーム ｜生じ得る
安定性 発火i原 ｜死亡者数

金事故から災害（ここでは死亡者数によって分類

されている）に至るまでの一連の枝の集合が一つ

の事故シナリオと呼ばれる。

一つの事故シナリオの発生確率を計算するため

には、それを構成する引き金事故をはじめとする

すべての事象の生起確率が必要である。複雑な事

象の原因を究明するためにはフォールトツリー解

析（ F TA）が用いられ、その生起確率も計算さ

れる。 FT Aについては本誌119号（1979年10月：

大島栄次著「FT Aの考え方と使い方」）に紹介さ

れている。

次に、事故シナリオの展開とその発生確率の計

算によって得られた情報を基に、公衆リスクを定

量的に示す指標が必要になる。たとえば、人的損

失の最大のものである死に対するリスクの指標と

しては、

( 1) 社会的リスク：年当たりの全死者数の期待値

(2）個人的リスク：個人が死者となる年当たりの

確率、あるいは頻度

(3) グループリスク ：特定のグループに属する個

人が死者となる年当たりの確率、あるいは頻度

(4) 多数死亡リスク：与えられた数を超える死者

が生ずる年当たりの確率、あるいは頻度

などがある。

リスクアナリシスの事例で得られた結果として

紹介した図 1- 5は、すべてこの多数死亡リスク

によって公衆リスクを表現したものである。もち

それはわずかに0.000017にすぎないとしている。

また、個人的リスクで比較すれば、米国における

火災によるリスクはラサールLN G基地によるリ

スクの16,000｛音もあるとしている。

明らかに、リスクの値の比較のみによってリス

’B翻E・・..・..・......・m・........・・...................
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.......・m・－・・・問調・・・・・・a・m・..・・・・a・m・......防災基礎講座
クが評価されるのはまったく一面的に過ぎる。今

後は図 6に示したわく組みにおいて、たとえば多属

性効用理論などを用いて、多面的に評価を行う努

力をしなければならない。

3-3 リスクマネジメント

図 6のリスクマネジメントは、技術的システム

に関するデー夕、そのリスクおよびそれに対応す

るリスク評価の情報を与えられて、とられる行為

に関連したものである。とられた行為によって生

ずる競合関係を解消することは、技術的システム

を変化させるか、社会システムを変化させるか、

あるいは意思決定過程を変化させるか、の三つの

どれかによって可能であろう。この内で最も今後

の期待がもたれる分野は意思決定過程を変化させ

ることであり、意思決定者を助け、かつより広い

大衆参加を可能とする種々の意思決定援助手法、

あるいは合意形成手法を利用する方向であろう。

いずれにしても、この分野もまだ研究が始まっ

たばかりであり、今後の発展が待たれる分野である。

[4 おわりに

これまで述べてきた定量的リスクアナリシスは

リスクの評価、リスクマネジメントの分野でまだ

まだ今後の研究に待つべき問題点が多いにしても、

以下のような利点をもっている。

(1) いろいろな分野の専門家のもつデータおよび

判断を一つの論理的わく組みのなかに組み込む

ことができる

(2）仮定を陽表的に述べることができる

(3）仮定の重要性を評価するために感度解析を行

うことができる

(4）公衆リスクを組織的に推定することができる

(5) リスクを減少させる戦略を展開できる

したがって、 WASH-1400によって確立された

リスクアナリシスの定量的方法論は、さらに図 6

のわく組みのなかで今後ますます発展していき、原、

子炉以外のいろいろな技術的システムの リスクア

ナリシスに対して適用されていくであろう。この

ような動きのーっとしてSCRATCH(The Scan-

dinavian Risk Analysis Technology Cooperation) 

という組織が最近スカンジナビア諸国に結成され、

リスクアナリシスの一般的全体的手続きの確立、

各種の産業の種々の問題に用いられる特殊な手法

と手順の開発、リスクアナリシスのためのデータ

の収集などを目的として、 1978年夏から活動を開

始している。このような動きを促進している要因

の第ーは、各国に共通してみられる政府あるいは

法律による指導、あるいは規制である。先に述べ

たLN G基地のリスクアナリシスも、米国FPC  

(Federal Power Commission ）へ提出された

安全解析報告書の一部としてなされたもので、こ

れに基づいて Fp Cは、ラサール LN G基地によ

る公衆リスクは受け入れられるレベルにあると判

断した。 （いのうえ こういち／京都大学工学部）
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日本近傍に発生する被害地震は、 二つに大別で

きることはすでに数十年以前から明確に知られて

いる。 すなわち、太平洋沿岸の地震と内陸の地震

である。内陸の地震をも っと詳しく分けると、日

本海沿岸の地震とそれ以外の地震となる。図 1に

宇津による震源域図を示しであるが、 一 見して太

平洋岸の地震の方が大粒であることがわかるだろ

う。 この図では1973年までしか記載されていない

が、その後の主な地震は、 1974年の伊豆半島沖地

震 （内陸の地震に分類される ）、1978年 の 伊豆大島

地震（やはり内陸の一極 ）と、 1978年の宮城県沖地

震ぐらいである。最後のものは1936年の宮城県沖

地震とほぼ同じ所に発生した、小粒ではあるが太

平洋沿岸形に組み入れられるべき地震である。

この二つに大別される地震の最大の特徴は、そ

の名称が示すごとく発生の地域である。 このこと

も図 lを見れば明りようにわかる。 しかし、それ

以外にも重要な特徴がある。 それは地震の規模M

の違いである。図 Iに震源械の面積で示されてい

るように1946年の南海地震、 1944年の東南海地震、

1923年の関東地震、 1933年の三陸沖地震 、1968年

と1952年のそれぞれの十勝沖地震等々、いずれも

そのMは 8前後である。 それに反して日本海沿岸

の地震は、 1940年の地震を含め、いずれも Mは7.5

以上には至らない。唯一の例外は、図 lには載っ

ていないが、 1891年10月28日の濃尾地震で、 Mは

36 

7.9となっている。

位置と Mのほかに、さらに本質的な違いがある。

それは断層の形式であって、太平洋沿岸の大地震

の大部分はアンダースラスト型である。1978年の

宮城県沖地震のような小型（M=7.4）のものでもそ

うである。 ただ例外は1933年 の三陸沖大地震であ

って、 Mが 8以上の大型であるが、これは海溝外側

に発生した正断層に基づいている。

それに反して内陸の地震の多くは横ずれ型であ

る。横ずれに上下のずれを伴っている場合もある。

図 1

太
平
洋
プ
レ
ー
ト

量、

d' 

日本付近のプレー トの境界と最近50年間における M6.9以上の

浅い地震の震源域。数字は西暦年号、横線の区域は続発性地震

の多い所 （宇津による）



内陸の地震の場合、発震機構から求められる主圧

力の方向はすべてほぼ東西方向である。

以上、太平洋沿岸の地震と内陸地震の異なった

面を説明してみたが、今まで述べてみた特徴には

時間の要素が入っていない。再来時間の違いは両

者の違いの内で実用的な意味で最も大切なもので

あろう。

2 

地震は同じ場所に繰り返し発生することは、古

地震学によって、すでに数十年も前からよく知ら

れた事実である。 たとえば、表 1に昔から発生し

ている南海地震の表を与えておこう。その時間間

隔は100年から200年ぐらいであることがわかる。

1605年以前は、もしかしたら資料が失われている

ために間隔がのびたのかもしれない。この表に与

えてある地震が全部「同じ地震」であることは、津

波の状況、 高知市付近の地震後の地盤の沈下の様

子、その他室戸岬 の地震直後というよりは地震と

同時の上昇、等々から推定ないしは断定できる。

同じ場所に繰り返し発生することを、周期的に

発生すると考えてはいけない。周期とは、も っと

精密に一定の時間間隔で発生することをいう。 し

たがって、表 1に示されている時間間隔は、地震

学では再来時間というのである。 地震が繰り返し

同じ場所に発生することは、プレートテクトニク

スの考えなどからみて納得のいくものであるが、

地震の発生自体は確率的なことであるから、一定

の周期をもち得ないことは明らかなのである。

太平洋沿岸の地震の再来時間がそんなに長くな

いことは容易にわかる。1944年に発生した東南海

表 1 歴史上の南海地震の褒 （宇佐美による）

手口 暦
震 央

規模

（年月日 ）
西 暦

(M) 
北緯（ • N ) 東経（・E)

天武13x 14 684 XI 29 32.5 134.0 8.4 

仁和 3vn 30 887 VIll 26 33.0 135.3 8.6 

康和 1 I 24 1099 II 22 33.0 135.5 8.0 

正平16VI 24 1361 VIll 3 33.0 135.0 8.4 

慶長 9XII 16 1605 II 3 33.0 134.9 7.9 

宝氷 4x 4 1707 x 28 33.2 135.9 8.4 

安政 1XI 5 1854 XII 24 33.0 135.0 8.4 

昭和21XII 21 1946溜 21 33.0 135.6 8.1 
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地震についても、表 1と同じような表をすぐ作る

ことができる。1923年 の関東地震は、1703年12月

31日の元禄地震の再来だといわれている。 もっと

も、元禄地震のMは関東地震より大きい。この地

震の断層面は関東地震の断層面を含み、 しかもも

っと太平洋、 すなわち房総沖の方に張り出してい

たと考えられている。

3 

内陸の地震は多く横ずれの断層であり、 しかも

同じ場所 （同じ食い違い）に繰り返し発生すると

すれば、すぐ以下のようなことが考えられる。た

とえば、 1回のずれの大きさが 1m とする（これ

はほぼM7足らずぐらいの地震に当たる）。 仮に、

この地震が1000年 に 1回の割で発生するとすれば、

100万年の聞にずれは累積してしOOOmになる。

もしこの断層が山地を走っているとすると、尾

根や谷はこの断層をはさんでそれぞれの続きの尾

根や谷とl,OOOmも食い違っていることになり、著

しく特異な地形を形造ることになろう。

このような地形は実際に存在するのであって、

それから見い出される線状の食い違いを活断層と

地質学者は呼 んでいる。 地質学者たちは山谷を歩

き回って断層地形を発見することができるけれど

も、今日では、もっぱら航空写真を立体鏡で観測

することによって活断層を発見している。

M7以上の浅い地震（深発地震でない地震）が

発生すると、すべての場合、地表面に断層が見ら

れる。 そのずれの幅は、 M7の場合は 1.5mで、

M7.5ぐらいの地震ではほぼ 3m のずれが発生す

る。 いずれも平均的な話である。一方、断層の長

高知市付近の
陥没面 積

12km2 

>10km2 

20km2、2m>

1-1 5m 

15km2 

室戸山甲の
隆起最

l～2m 

l.2m 

J.3m 

さもその地震のMと関係

があり、日本の内陸の地

震では、 M7の場合およ

そ20km、M7.5のときは

40kmぐらいである。 した

がって、もし長い活断層

が存在すれば、そこには

将来大きな地震が発生す

るかもしれないし、活断

層の長さがそれほどでな
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ければ、将来起こるかもしれない地震のマグニチ

ユードもそれほど大きくはないということになる。

一方、その断層地形のできた古さについても地

質学的方法で知ることができる。 したがって、つ

まりこの食い違いは平均して 1年当たり数mmぐら

いであるのかコンマ数mmぐらいであるのか、ある

いはもっと小さいか知ることができる。もし食い

違いのできる速さが、 1年当たり数mmであるなら

ば、 M7.5の地震は数百年ないし1000年ぐらいに

1度発生することになる。もし食い違いのできる

速さが 1年当たりコンマ数mmだとすると、 M 7.5 

の地震は数千年ないしは数万年に 1度ということ

になる。

ただし、地震が大きければこの間隔はのび、小

さければ縮まる。内陸の地震がM 7.5どまりであ

ることを考えて、荒っぽくいえば、 『内陸の地震

は数百年ないしは1000年に 1度ぐらいの割合で発

生する。しかし、何万年に 1度というような割合

で地震が発生する場所もある』。

実際知られている活断層に地震が発生した例と

鳥取地震以後の 3つの内陸地震を表2に示してあ

る。ここに注意しておかなければならないことは、

断層が平野部にあり、それがたい積物に覆われて

いると発見できないということである。その一例

は1948年の福升地震であって、この場合、地震時

にできた断層は測量により発見された。

活断層の研究をしている地質学者は、活断層を

その活動度等によって A級、 B級、 C級に分類し

ている。ごく大まかにいって、 A級の活断層にM

7.5の地震は1000年に 1回、 B級には 1万年に 1

回、 C級には10万年に 1回ということとなる。

表 2に載っている鳥取地震・ 三河地震 ・福井地

褒 2 既存の活断層系の内に発生した地震等の衰（松田による）

地震名
対応する既存の 地表に出た

活断層系 地表断層

1891年 f塵尾地震 I塵尾断層系 恨尾谷断層（A)
1927年 北丹後地震 山田断層（B) 郷村断層（C)

以上M孟7.5
1896年 陵羽地震 隆羽断層系 千屋断層（B)
1930年 北伊豆地震 北伊豆断層系 丹那断層（A)
1943年 鳥取地震 鹿野断層（C)
1945年 三 河地震 深溝断層（C)
1948年 福井地震 福井断層（C)

以上7.5>M孟7.0
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震などはめったに起こらない地震であることがわ

かるであろう。実際のところ、 10万年に 1回しか

起こらない地震による断層地形は、前もって発見

することは困難だろう。これは浸食のためである。

地質学者により発見され登録されている活断層の

ほとんど全部がBまたは A級であることからも、

このことを知ることができる。

4 

40kmぐらいの長さをもっA級の活断層は1000年

以内に、 B級の活断層には 1万年以内にM7.5ぐ

らいの地震が発生するといっておけば大体のとこ

ろ正しい。 1000年の代わりに数千年、 l万年の代

わりに数万年といっておけばもっとよく当たるで

あろう。

いずれにせよ、活断層は将来地震が起こる候補

地 であることに間違いはない。 しかし、 C級の活

断層では断層をはっきり発見できないものも 多い

かもしれないし、また、もし D級といわれるべき

もの、つまり数十万年に 1固などという活断層が

あるにしても、地形等から発見することはできな

いであろう。

ここでこの小論の目的である内陸の地震の可能

性を考えるために、理科年表から19世紀以後今日

(1979年 ）までに、日本の内陸および日本海沿岸

に発生したマグニチュード6.5、およびそれ以上の

地震を表にしてみた（表3参照）。その問、 M=6.4

の地震で多少の被害のあるものは 4個あるが、太

平洋岸の中小地震で「j替り込む板」の直接の作用

によると考えられる大地震とともにのぞいておいた。

この表で、全体の地震数は179年間に54個ある。

M孟 7以上は22個、 M孟 7.3は 9個ある。 7.3で

区切ったのは、 7.3および7.4の被害地震が多かっ

たためである。 その内日本海沿岸と考えられるも

のには・の印がつけてあり54個の内15伺である。

したがって M孟6.5は平均して3.3年に 1個、 M主主

7は8.1年 に 1個、 M孟7.3は19.8年に 1個の割合

になる。M0?;7.3の地震の時間的間隔は14年 ・2年・

12年・ 44年・ 36年 ・16年・ 5年・ 16年となって最

短 2年、最長44年となる。

もちろん、今後100年も200年もこの種の地震が



表3 1800年以来今日までのM孟6.5の内陵の地震の褒

理科年表

地震年表 西暦 月日 緯度（~ci 純度（車） M I也 1捜 等

の番号

215 1801 v 26 35.3 140.0 6.5 上総

216 1802 XII 9 37 .8 138.4 6.6 1左J度 ． 

217 1804 四10 39.0 140.0 7.1 象潟地震 ． 

218 1810 政25 39.9 139.9 6.6 羽後男鹿半島 ． 

219 1812 N21 33.8 132.5 6.9 伊予松山

220 1812 XII 7 35.4 139.6 6.6 武蔵神奈川

223 1819 VIII 2 35. 2 136.3 7 .4 伊勢美濃

230 1828 Xlll8 37.6 138.9 6.9 越後

羽前羽後・越後・佐渡
234 1833 潤 7 38. 7 139.2 7.4 

ツナミアリ ． 

236 1835 Vll20 37.9 141. 9 7.6 仙台

243 1847 v 8 36.7 138.2 7.4 善光寺地震

244 1847 v 13 6.5 越後・類城郡

247 1853 11111 35.3 139.l 6.5 小田原

248 1854 vn 9 34.8 136.2 6.9 伊賀・伊勢・大和

253 1854 Xll26 33.4 132.l 7 .0 f)＋予西部

255 1855 XI II 35.8 139.8 6.9 江戸（安政）

257 1856 沼4 6.6 江戸

260 1858 N9 36.1 137.2 6.9 飛弾・也前・越中・1J日n
261 1858 N9 36.2 136.3 6.9 加賀・館前（大聖寺・丸岡）．

272 1872 11114 34.8 132.0 7 .1 浜田地震

280 1891 x 28 35.6 136.6 7.9 1慶尾地震

281 1892 VI 3 35.9 140.5 6. 7 下総

286 1894 VI20 35.7 139. 9 7.0 東京湾北部

（明治27年）

288 1894 x 22 38.9 139.8 6.8 庄内地方・酒田

289 1895 I 18 35.9 140.4 6.8 利根川下流

294 1896 VIll31 39.5 140.7 7 .0 l塗羽地震

褒4

間隔 1o111213I4I 5 I 6 I 718191101u112113114115116111118 

鵬｜ロ／2oii4110/8 / 6 / 5 / 5 / 5 / 3 / 2 / 2 / 1 Io/ 1い／2/0/0

総計96例

理科年表より統計をとったもので、M孟6.5の内陸の地震のみ選

んである。間隔Oとは相次ぐ2つの地震（ M孟6.5）の時間隔が

Oないし l年のものは12側、 l年ないし2年のものは20個、 2

年ないし3年のものは14例あるという意味である。

． 

起こらない確率はゼロではない。 しかし、もし M

孟 6.5まで仲間に入れるとすると、間隔はずっと

狭 くなる。表4はこの間隔の頻度分布である。 こ

の表は15世紀以後の地震を選んであり、最初の地

震は1423年、最後のものは1978年である。16-17

年より間隔の長いところでは頻度はずっとゼロで

あるが、 34年、 45年、 69年がそれぞれ l個ずつあ

るが、いずれも16世紀のものであり、史料が紛失

’80予防時報122

理14年表
地震年表 西麻 月日 緯度i叫 経度（利 M I也 域 三寸重宝

の番号

303 1899 Ill 7 34.2 136.0 7 .1 三箆 ・奈良

306 1900 v 12 39.0 141.0 6.8 宮城県北部

313 1905 羽 2 34.2 132.3 7 .1 芸予地震（広島・松山）

314 1905 明7 34.8 139.2 6.5 伊豆大島

334 1921 畑 8 35.8 140. l 6.6 竜ヶ崎

341 1924 115 35.5 139.2 6.7 丹沢山塊

342 1925 v 23 35. 7 134.8 6.5 兵！ill県北部 ． 

343 1927 Ill 7 35.6 135.1 7.5 北丹後地震 ． 

345 1930 VI I 36.4 140. 7 6.6 那珂川下流

346 1930 沼26 35. I 139.0 7.0 北伊豆地震

347 1931 政21 36. l 139.2 7 .0 西t奇玉地震

356 1938 I 12 33.7 135.2 6. 7 田辺的i中

362 1939 v 1 40.0 139.8 7.0 男鹿半島 ． 

363 1940 VIII 2 44.l 139.5 7.0 積丹半烏沖 ． 

368 1943 は10 35.5 134.2 7 .4 鳥取地震 ． 

374 1948 VI 15 33.8 135.5 7 .0 沼田川上流

375 1948 VI28 36. l 136.2 7.3 福井地震 ． 

377 1949 Xll26 36.7 139. 7 6.4 今市地震

379 1952 Ill 7 36.5 136.2 6.8 大聖寺沖地震 ． 

380 1952 咽18 34.5 135.8 吉野地震深さ70km

395 1961 VIlll9 36.0 136.8 7 .0 北美濃地震

397 1962 N30 38.7 141.1 6.5 宮城県北部地震

399 1963 11127 35.8 135.8 6.9 越前山申沖地震 ． 

402 1964 VI 16 38.4 139.2 7.5 新潟地震 ． 

412 1969 ぽ 9 35.8 137 .1 6.6 岐阜県中部

414 1970 I 21 42.4 143. l 6.7 広尾付近

421 1974 V9 34.6 138.8 6.9 1974年伊豆半島沖地震

425 1978 I 14 34.8 139.3 7.0 1978年伊豆大島近海地震

していた疑いが濃い。

5 

M =7.5の地震の頻度はほぼM=6.5の地震の泊

であるから、表 3の時間間隔を10倍にしてみれば

いいことになる。 それでも、ほぽ 1割 余 りは間隔

が10年以内に、ほぽ50% が前の M =7.5の地震の30

年以内に発生することになる。内陸の地震の再来

時聞は、太平洋沿岸の地震のそれに比 べて長いの

であるが、総数が多いために一定期間内の頻度は

意外に多い。内陸の地震で M=7.5ぐらいの地震と

いえば、1943年の鳥取地震は M=7.4で人命の損失

1,083人、 1948年の福井地震は M=7.3で人命の損

失3.895人であった。1964年の新潟地震は M=7.5

であったが、震源域が幸いにも新潟県沖の海底で
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あったため人命の被害は26にとどまった。

この程度の規模の地震があと10-20年以内に発

生する確率は結構大きいことに注意すべきである。

しかも、不幸にして都市の直下にあれば大被害を

生じるであろう。問題は、被害を生じるような規

模の内陸の地震はどこに発生するかということで

ある。東海地震は少なくとも発生の場所はわかっ

ているが、内陸の地震も日本中のどこかで発生し、

しかも10-20年以内に起こる率が大きい。 これは

ある意味では東海地震と同じ大問題である。

まず起こる場所をある程度正確に定めなければ、

予知のための観測をすることも、直前の前兆を捕

らえるための観測網を設置することもできない。

日本中に一様に、必要充分な密度で各種の観測網

を設置するなどということは到底できないし、信

号を 1か所に集めることも、そこで処理すること

もあまりにも膨大な仕事になりすぎる。

今日、かろうじて行われている、あるいは行わ

れようとしていることは、水準測量と精密歪illiJ量

を、ある程度の密度で数年に 1回の割で全国的に

繰り返そうということである。今日までのところ、

この測量はまだ充分には行われていない。つまり、

密度も繰り返し期間の短さも不充分である。東海

地震の場合には、駿河湾地域に相当の歪が蓄積さ

れていることを疑う理由があり、その上再来時間

も短いことから、同地域を地震が起こるかもしれ

ない地域として特定することができたのである。

今仮に、このような候補地の定め方を長期地震予

知というとすれば、内陸の地震に対する長期予知

はほとんどできないといっていいであろう。

6 

もしある所にM=7以上の地震が10万年目に起

こるとすると、それは地学的にはどんな意味をも

っているのだろうか。地震が同じ場所に繰り返し

発生するのは、その断層がその周りの他の部分に

比べて弱いからであると考えてもいいかもしれな

い。一方、断層は地震後何十年か何百年もすれば

充分に固着してしまい、周りの物質と強さにおい

て区別がつかなくなってしまうとも考えられる。

この場合は、その付近、といっても数十回四方以

40 

上の広がりの地域において地殻の強さの地理的分

布が一様でなく、特別の分布をしているために、

また、元の断層と同じ場所に新しい断層ができる

のかもしれない。10万年目の地震を予測する方法

は、また後で触れるとして、もし地震が10万年と

か数十万年に 1回起こる、あるいは前からの断層

のない所に突然発生することもあるならば、パリ

や上海が激烈な地震に襲われないという保障は一

つもないことになる。

話をも っと現実的な方向に戻そう。 A級にしろ

B級にしろ、この数百年以内に地震を発生した断

層はあと100-200年ないしは数千年は安全である。

であるから、福井市が1948年の地震と閉じ地震に

襲われることはない。新潟市も同じである。隣接

の地震によって被害を受けることはあり得るとし

ても、このような方法で安全な地域を取り除くこ

とカfできる。

地震の起こったことが歴史上はっきりしない断

層についても、もしその線上に微小地震が発生し

ていたり、また、水素やヘリウムが出ている場合

には安全と考えていい公算が大きい。

しかし、我々は危険な所を見い出したい。やは

りこの場合、最大の候補者は歴史上地震の起こ っ

ていない A級活断層であろう。 その長さが長い場

合には大地震が期待される。 しかし、そのような

場合でも大地震の危険はまだ 200年も 300年もあ

とかもしれない。

危険の近接をもう少し詳しく知る方法も必要だ

し、活断層の見つからぬ地域での危険性も知りた

い。 このための唯一の方法としては、 in situ （そ

の場所での一一一つまり地殻中で）の応力の測定を

することであろう。 この技術は目下進歩の途中で

あってまだ不完全であり、その上、費用も非常に

かさむものであるが、是非発達させなくてはいけ

ない。

内陸の地震の長期予知はほとんどできないとい

っていいほど難しい。中央構造線や阿寺断層にい

つごろ地震が起こるのか、つまり、もうすぐ10年

以内ぐらいに起こるのか、まだ100年 や200年暇が

あるのか知ることは現状ではできないといった方

が正しい。

それにもかかわらず、表3で見たように内｜塗の



図2 明治5年

以来今日まで理

科年表に11!厳し

てある地震の震

央をプロットし

たもの

協会だより

消防股備寄贈都市が決まりました

当協会では毎年各自治体の消防力強化拡充のた

め、消防設備を寄贈しておりますが本年度もその

第一次分の寄贈先が決まりました。

震災対策用機材・一…東京都

災害用人員資材輸送車 4台

ポータプル無線機 100台

災害用消防ポンプ 25台

災害・実験用高速度カメラ 1台

起震車 2台・・・・・・川口市（埼玉県）、名古屋市（愛知県）

スノーケル車 2台・・・ー沼津市（静岡県）、東大阪市

（大阪府）

高発泡車 l台…一横浜市（神奈川県）

重化学車 l台・・一知多市（愛知県）

軽化学車 3台・・・七ヶ浜町（宮城県）、茅ヶ崎市（神

奈川県）、伊勢原市（神奈川県）

水槽車 9台・・・・八戸市（青森県）、いわき市 （福島

県）、野田市（千葉県）、敦賀美方消防組合（福井

県）、高山市（岐阜県）、伊勢市（三重県）、柏原市

（大阪府）、宜野湾市（沖縄県）、名護市（沖縄県）

標準車36台……日高中部消防組合（北海道）、北留

萌消防組合（北海道）、夕張市（北海道）、釜石市
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被害地震の頻度は充分に高い。内陸の被害地震を

無視することは到底できない。今できることは、

測地網を密にしinl］量の繰り返し間隔を短くして、

数年は続くと考えられる長期的前兆をまず発見し、

その地域に直前の前兆を捕らえるための観測網を

設置することである。 この方法が実際的な方法で

あろう。

図 2に、1872年浜田地震以後のM=5.9ぐらい以

上の地震の震央を示してある。充分な数のサンプ

ルではないが、また、白地の部分にも数千年に 1

回の地震が発生する可能性は否定できないことは

確かであるが、日本の内陸に一様に地震が発生し

ているわけではないことが、理解できるであろう。

（あさだ とし／東海大学開発技術研究所教授）

（岩手県）、鶴岡地区消防事務組合（山形県）、相馬

地方広域市町村圏組合（福島県）、十日町市（新潟

県）、黒埼町（新潟県）、聖鈍町（新潟県）、与板郷消

防事務組合（新潟県）、宇都宮市（栃木県）、鹿沼市

（栃木県）、富津市（千葉県）、岩槻市（鳩玉県）、 三

郷市（崎玉県）、大月市（山梨県）、狭北消防組合

（山梨県）、新湊市（富山県）、大沢野町（富山県）、

魚津町（富山県）、若狭消防組合（福井県）、田原町

（愛知県）、紀伊長島町（三重県）、大田市外2町消

防組合（島根県）、草海市（滋賀県）、熊取町（大阪

府）、英国圏域消防組合（岡山県）、総社市（岡山

県）、真庭消防組合（岡山県）、山陽地区消防組合

（山口県）、阿南消防組合（徳島県）、伊予消防組合

（愛媛県）、山田消防組合（高知県）、那珂川町（福

岡県）、糸島郡消防厚生施設組合（福岡県）、伊万

里市（佐賀県）、

新作防火映画の貸出しを開始しました

昭和54年度の防火映画「ある防火管理者の悩み」

が完成し、各地方委員会で貸出しております。内

容は表4に掲載しでありますので、ご覧の上、防

火のつどいなどの機会にご活用ください。
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はじめに

工場や作業場など生産の場で、照明（色彩も含

めて）の良し悪しは作業員にどんな影響を与える

のだろうか。

一明るい職場は物がよく見えるし、仕事がはか

どりそうだ。

一暗し3と作業ミスも起こりやすいのでは。事故

や災害につながるかもしれないな。

一明るい感じのよい職場では壁や天井の色にも

気を使っているんだろう。

照明について考える場合、もしあなたが労働環

境の専門家でなかったとしても、 すぐにこんなこ

とは頭に浮かぶに違いない。

このような、いわゆる常識的な見方は事実正し

いことが多いのだが、よい照明を設計しようとす

る時には、常識だけでは処理できない。一口に照

明といっても、作業員に与える影響を考えると、

そこには明るさや色彩以外にも幾つかの重要な要

素があるのであり、それらの要素をすべて消化し

なければ、良い照明は生まれないからである。

工場や作業場などで使われる生産照明について

は、古くから研究が行われているが、研究が活発

になり論文が多く発表されるようになったのはそ

う古いことではなく、1960年代からである。海外の

研究の多くは、照明と生産性に関するものである

が、これは、生産の場の視環境改善を経営者に説

得し決断させるのに効果的だったからだと思われる。

我が国では、社団法人照明学会関西支部が1969

年より精力的な調査研究を行い、 1972年に 「生産

照明研究調査報告書」を発表している。 これとは

別に、照明学会では1964年に「工場照明」を出版、

続いて1970年に「新しい工場照明」 を出版して一

般の指針としてきた。 そしてホ技術革新による新

しい光線および器具の開発、省資源、省エネルギー

的見地よりの照明手法の導入など、新しい要求に

即した工場照明の在り方につき、見直しの時期が

きたH として、 1978年に 「合浬的な工場照明」を

出版した。

生産照明を考えるとき、照明学会のこれらの努



自動販売機などの部品

を製造している Y金属工

業では、 1970年に照明の

改善を実施した。工場は

48m×25m、天井高さ 5

m、一部 2階建てという

規模で、この工場の照度

を改善前の1.67倍に上げ

た。 その結果、改善前の

6か月に比べて、改善後

の 6か月では労災事故が

約%に減り、関連ミスは

5%減少、生産性は 9.5

%上昇した。これは表 1

の3番目の事例であるが、

！照明改善が製品不良率を

減少させたり、出動率を

向上させた例は多い。

図 lは、アメリカの重

機械製造工場の例だが、

照明を改善した場合、および照明と同時に色彩を

改善した場合についての事故減少率が調査されて

いる。照明と色彩を改善した場合、現場ではなん

と43%も事故が減少しているのである。

さらに、図 2の例では、災害事故件数で76%減

少、誤作件数では75%減少と照明改善の効果が現

れている。

よい照明が作業員によい影響を与え生産性の向

上をはじめ、不良率や事故の減少など大きな効果

をもたらすことは、ほかにもいろいろな調査研究

力以外に適当な資料が見

当たらないので、これら

を中心にして、照明 ・色

彩が作業員に及ぼす影響

を考察することにする。

2 照明の改善は、

どんな効果をもたら

すか

’80予防時報122

自然光を充分生かした工場照明 ・高圧ナトリウムランプ

表 1 照明改善効果の測定例 （照明学会関西支部）

!!≪ Ill'. 〔Ix〕
作業 の他類 改善事h 栄 〔%〕

改普前 改善後

(1）合 繊系の精紡室 160 230 －生産量 の増加 0.08 

機械加工
－生産額 のJi')加 4.2 

40 180 
－仕損費 の減少 7.9 

(2）機械工場
－生産額 の地力日 12.9 

機械組 立 30 170 
・仕HI費のi減少 1.3 

－生産性の向上 9.5 

(3）自動販売機などの部品製造 150-300 250～500 －関連 ミスの減少 5.0 

・労災事故の減少 66.6 

(4）機械 器 具 工 場 100 300 
－生産高 の向上 15.0

－出動率の向上 30.0

旧工場平均 新工場平均 ・生産個数の増加 8.2 

(5）概算111'.力組立、修理、検査 －不合格率の減少 3.0 
430 720 

－出動率の向上 2目8

図 1 照明および盆装の改善による事故減少 （Eageler, 1951) 

事故の回数〔%〕

現場

全一i

照明も鎗裳
も改善前

照明だけ改
善

現

エ

照明も塗装 E 現

も改普後

場
＝
場
一

全 工

43 
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によって明らかにされているが、ここで、いい照

明の効果を整理すると、図 3のようになる。

照明の効果を定量的に把握するのは、調査にぱ

く大な手間と費用がかかる場合が多い。そのため

この図にある効果は、定性的な、あるいは当然予

測される効果が多い。ただ、いまま でみてきたよ

うに、太わく内の項目についてはある程度定量的

に調査されている。

照明を改善するには、配線、器具、ラ ンプなど、

費用がかかるのは当然である。 しかし、ほとんど

の場合、これらの改善投資は数か月で改善の効果

によって回収されている。 また、最近は省資源 ・

省エネルギーが叫ばれているが、照明改善と省エ

ネルギーは相反することではない。高圧ナ トリウ

図2 問一段備の等しい製品H＆う斬エ渇 （けい

光ラ ンプ200Ix）と旧工場（電球50lx）の比較

I E疲労による
件I災害事故件数l誤 作件数l 欠勤者
40 I . I . I 

｜・ l
名
3 

カ・

月
問 20
σ〉

数｛牛 10 

。
図3 よい照明の効果

44 

0 高 能 率
。 高 利益

ムランプなどの効率の高いランプを効果的に利用

して、照明改善と省エネルギーを同時に達成して

いる例も多いのである。

3 一番影響が大きいのは照度

一口に照明といっても、照明の要素には次のよ

うにいろいろのものがある。

1 照度

2 照度分布 （輝度比）

3 ちらつき

4 立体感とかげ

5 グレア（まぶしさ ）

6 演色性と色彩計画

7 経済性

これらのうち、経済性を除くと 1から 6の要素

は量と質とに分けられる。 lの照度が量で、他は

照明の質である。 この量と質はどちらも重要なこ

とではあるが、しいて優劣をつけるとすれば、量

である。 まず量が満たされて、はじめて質が問題

になるからである。

また、照明の量、照度は簡単に照度計で測定で

きるし、基準も決めやすいのだが、質の方はilliJ定

しにくいものが多く、その意味からも、照度が照

明計画の基本になっている。照明の効果について

の調査データも照度と生産性とか、照度と製品不

良率とかいうケースがほとんどで、質と効果の関

係を調べたものは少ない。

さて、明るければ物がよく見え、仕事がしやす

いということは、定性的には我々が日常体験して

いるところである。明るいとなぜ物がよく見える

のかというと、 2つの理由がある。ひとつは視細

胞には感度のいい細胞と感度の悪い細胞があって、

明るいと感度の悪い細胞も働いて目から脳へ送ら

れる情報が多くなること、もうひとつの理由は、

明るいほどどう孔が小さ くなる結果、自の焦点深

度が深くなることである。実際に、日月るさと日月視

の範囲を測定すると、図 4のようになっているの

である。

照度は自の疲労とも関係がある。 自の疲労は、
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の国はあまり差がない。この調節筋の疲労調節筋の疲労が主なものだが、

もうひとつ忘れてならない

のは作業員の年齢である。人間の視力は年齢とと

もに低下するから、高年齢者の多い作業場の！照度

照度を考えるとき 、を測定したのが図 5である。

lOJxの明るさから 600lxにわたる各照度段階で、

は、基準値より 2倍以上高くすることが望ましい。

図 7にみるように、照度を高めることの効果は中

1時間の目の作業をした後のピントを合わせる時

を測定したものだが、照度が低い間（調節時間）

ほど調節時間が延びていて調節筋が疲労したこと

2.0 

視

力

l.O 

0.5 

明るさと明視の範囲図4
を示している。

さて、明るさはこのように作業員に及ぼす影響

が大きいので、照度には次のような基準がある。 40 

まず、法的な規制としては、労働安全衛生規則

に次のように定められている。
距

30 

10 

離
(cm) 

却

第 4章採光及び照明

第604条事業者は、労働者を常時就業させる場所

の作業面の照度を、次の表の右欄に掲げる基準に

適合させなければならない。ただし、感光材料を

取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業

を行なう作業場については、この限りでない。
5 l020 4060100200300 l,000 

照明 （Ix)

第 605条事業者は採光及び照明については、明暗

の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせ

ない方法によらなければならない。

事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明

設備について、 6月以内ごとに 1回、定期に、点

検しなければならない。

＼ 、
＼ 

＼ 
＼ 

＼＼ 

図5 照度と自の疲労

0.5 

0 4 

i湖

~ 0.3 

"" み0.2

基準

300ルクス以上

150ルクス以上

70ルクス以上

作業の区分

精密な作業

普通の作業

粗な作業

。l
2 

500 l.000 

業
業
業
業

作約
作
作
作

精
な
の

て

A

め
宮
通

わき
精
普
楓

A
B
C
D
 

号
可
F
U

司
霊
園
一

50 100 200 
照度 （Ix)

20 0 10 

図6 複械工嫌における各国の維奨照度

（国名の（ ）内の数字は制定された年度を示す）

工場、作業場の照明に

関する我が国の法的規制

精密な視作業の付加照明作業家の全般照明(t97si Iあまり使用しない場所の全般照明CIE 

は、ただこれだけである。

しかし、ここにある照度

基準は、安全衛生上の最

低基準を定めているにす

A B c D 
国 (1972)米

A B c D 
ぎない。 仏国 (1973)

A B c D こオ1とは思Jjに、 JISに

Aよ~
西独 （1973)

よる照度基準があるが、
B c D 合l車な ど

その他

I 
I I』＂， I I 
50 100 200 

国 (1973)英これを諸外国の照度基準

20,000 
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2,000 5,000 10,000 

A 

L..L..LI...J... 
500 1,000 

岡 度 （Ix)

B c D 

20 

本 (1975)日と比較したのが図 6であ

照度になっているが、他

る。アメリカだけが高い
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年、老年になるほ ど著しい。

4 明るさのバラツキが大きいと疲れる

作業場内は場所によ って明るさが異なる。一方、

作業員の視線は絶えず動いているので、明るさの

違う対象を次々に見ることになり、その度にどう

孔の大きさを調節することになる。 したがって、

対照物の明るさのバラツキが大きいと 、疲れは大

きくなる。

だから、 明るさのバラツキは一定の範囲に押さ

えなければならない。表 2はその基準の 1例であ

る。我々の目に入る光は、光源を直視する場合を

除けば、光源からの光が物に反射したものでこの

自に入る光の量が輝度である。バラツキで問題な

のは、照度よりむしろ輝度である。

輝度はその面の照度と反射率で決まるから、ま

ず、表 3のように、天井・壁などの反射率を整え

て全般的な輝度比の調整を行い、その上で、照明

器具の配光や配置、局部照明などを検討して、各

作業部署での輝度比を調整するのである。

5 グレア（まぶしさ）は

照明の質を最も大きく左右する

照明の質の問題を大きく左右するものにグレア

（まぶ しさ ）がある。 グレアは不快感を起こさせ、

物を見えにくくして結果的には目を疲労 させるの

で、照明設計では是非ともグレアを取り除くよう

図7 文字の判慨における年怖と照度
(,...) 

~ '!' 
向 守

人 l
そ z
売
分
続* 3.0 
す

と

甚 4.0
え

活
字

の 5.0

~ f 
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6.0 
10 20 40 回

開度

1凹震M
(Ix) 

企

4田 600I，α珂

にしなければならない。特に高年齢になるに従っ

て グレアの影響が大きくなるので留意する必要

がある。

視野の中に、特に輝度の高いものがあるとグレ

アが起こるのだが、これには、光源、照明器具、

昼光などと、さらに、それらが天井、壁、作業面

などの光沢面に反射して目に入ってくるものがあ

る。輝度が高いほどグレアが高いことはいうまで

もないが、それが視野の中心近くにあるほどグレ

アは強くなる。図 8はグレアによる視力の低下を

示したものだが、中心に近いほど可視度の低下は

著しい。

また、輝度が閉じでも、背景が暗く目が暗順応、

しているほどグレアは強い。

グレアを取り除くには、照明器具の取り付け位

置を変えたり、ルーパをつけたりすることがよ く

行われる。最近では、照明器具の反射境を光制御

してグレアを少なくしたものが市販されている。

6 ちらつきも疲れの原因になる

放電灯のちらつきも目の疲労の原因になるが、

表 2 輝度比 （最大値）

環境 の 樋類

A B c 
1作業対象物と隙按の 3 : I 3 : I 5 : I 

暗い所
2作業対象物と隣接の I : 3 I : 3 I : 5 

明るい所
3.作業対象物と隙れた JO: I 20: I 

暗い所
4.作業対象物と離れた I : JO I : 20 

明るい所
5照明器具（窓、天空を 20: I 

含む）とその隣接の所
6視野内全域で 40: I 

（注〕 A ・室全面反射率を任意に変更できる室内
B 作業箇所付近は反射率を変更できるが、

離れた所は変更できない室内

表3

c：反射率およひ．環境が変更て’きない場所（室

内 ・室外とも）
ー ：輝度比を変更できない

室内の反射率

反 射 率〔%〕

天 井 I go～ 80 

壁 I 60 - 40 

机・機械類・いす I 42～ 25 

床 I 20くらい

〔注〕反射率は常時、 この値を保つよ うにする
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のような手暗がりや頭暗がりは、作業に悪影響を普通はあまり問題にならない。ただ、ランプが寿

命近くになるとちらつきが大きくなることがある いずれにしても、光の陰影は照明の位置

を変更することで容易に解決できる問題である。

与える。

ので、計画的な保守が必要である。

ちらつきの指標としては、光の波高の最大値と

潰色性と色彩計画8 最小値の差をパーセントで表したパーセントフリ

同じ物でも、光源の種類によって色が違って見

える。 これを光源の演色性というが、色そのもの

が問題とされる作業、たとえば、印刷、写真、染

ッカが用いられる。各光源のパーセントフリ ッカ

を比較すると、表4のようになっている。見てわ

かるように、 2灯並列、 3灯並列にすると、 ちら

色、表面加工、装飾加工などでは光源の演色性が

照明言十画の中で重要になる。

っきは少なくなる。

しかし、それ以外 の立体感とかげ7 
作業では、平均演色評価数が70以上であれば問題

は生じない。

室内の色彩計画 ・色彩調整は、作業環境を快適

なものにする効果がある。色彩調整には、天井や

床ももちろん関係あるが、作業員の視野を考える

照明による光の陰影も、物の見やすさに影響す

る。物が立体的に見えるのはこの陰影があるから

であるが、よほど極端な場合以外は立体感が作業

しかし、図 9に影響を及ぼすことはあまりない。

と、最も重要なのは壁面の配色である。表6は、

その配色の基本である。

平問

横色 特 橡 i直 色 評 1面 数

試 料 光 源 評価数

R. Ro Rio R11 R12 Ru Ru R" 

自 熱 電 球 100 100 100 100 100 100 100 100 

けい光灯 （0) 77 51 62 66 74 73 97 59 

（効率本位形） (W) 63 101 39 40 49 57 95 41 

けい光灯 （0-SDL) 94 90 86 96 88 97 93 98 

（摘色本位形）（W-SDL・SO) 92 98 81 94 84 95 91 98 

(W-SDL) 91 95 自0 93 83 97 90 96 

けい光灯 （EDL・50) 98 95 94 95 97 97 98 97 

（高槻色形） (EDL・42) 98 94 95 98 95 98 97 97 

(EDL・27) 95 93 85 92 83 95 93 98 

けp光水量灯 （HF-X・W) 50 100 I 22 6 41 83 32 ． (HF X) 41 -119 一15 4 一16 39 79 26 

透明水銀灯 (H) 22 -328 -45 -16 28 I 85 -35 

メタルハライドランプ (MF) 70 -103 35 78 29 79 76 49 ． (M) 70 ー130 33 78 34 77 78 45 

高圧ナトリウム灯 (NH) 27 一186 46 30 32 23 71 6 

各種光源の演色野価数表5

光のちらつきの概要

光

8
可
祖
度
円
低
下
を
開
度
低
下

図

的
パ
セ
ン
ト
に
直
す
と

表4

40 w白熱電球
100 w白熱電球
青色けい光ランプ
みどり色けい光ランプ
もも色けい光ランプ
黄色けい光ランプ

ちらつき（%）

q
δ
R
U
AHV
AHV
AHV
Fhu 

’i

nwu
n
4
9u
nL
 

類極σコi原

ちらつき（%）

n
U
FO
氏
U
F
O
F
b
n
r

’i
q
u
1
＆

R
u
n
L
 

赤色けい光ラ ンプ
白色けい光ラ ンプ
白色けい光ランプ（2灯並列）
昼光色けい光ランプ
畳光色けい光ランプ（2灯並列）
昼光色けい光ランプ（3灯並列）

類樋IT) i原光

特殊i寅色評価数のR•は赤、 Rioは賞、 Ruは緑、 R12は育、 R13は肌色 （西洋人
の）、Ruは木の葉、 Risは肌色（日本人の）を代表する色に対する演色評価数
を表す。

用途例

暑い作業室．オフィス
普通の作業室、 ， 
事い作業室、 ， 
休息室、応接室

食堂など

表6 盤色の配色の基本

配色系 ｜ 機 能

官 系 ｜緊張感、涼冷感

緑呆I • 
i温い線系 ｜ ・ 温暖感

オレ ンジ系｜安息感.i以量感
ピンク 果｜ ， 

食欲感、持情感

47 
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これを、さらに具体的にマ ンセル記号で使用色

を例示したのが表 7である。

表 7 環境色の使用例

場 所 分 ~Ii 窓サッシ 上 1 ：，~ 

H量 み 系 2.SY 

H 食堂、休厄！毛・など 7.SYR 

工場、事務室など 中 間系 7.SGY 

涼 み 系 2.SG 

VIC 9/0.5 

B是 み 系

階段、階段室、合庫
H 中 間 系

/Jj', み 系

VIC 

H量 み 系 7.SYR 

廊 下
H 中 間 系 7.SGY 

1京 み 系 2.SG 

VIC 7/3 

天 井すべて.N9、特事IJな場合は色 （9/0.5ぐらL叶

床 N4～6あるいは慢と反対色特lで4～6/0-4
r.11仕切j 明、腰羽目に同じ、状況によりどちりか l色あるいはN7
一般通路 材料置場 白線で示す．白線が目立たないときは賀線

2.SY 

7.SYR 
7.SGY 
2.SG 

8/2 

N9.5 

2.SY 

7.SGY 
2.SG 

9/0.5 

腰羽目、扉 幅 木

7.SYR 7.5 YR 
!OR !OR 

7.SGY 7.SGY 
2.SG 2.SG 

6/3 4/2 

7.SYR 7.SYR 

7.SGY 7.SGY 
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9 おわりに

照明・色彩が作業員に

及ぼす影響は大きし3。ひ

と口に照明といっても 、

そこにはいろいろな要素

があることもわかった。

よい照明設計をするため

には、これらの知識に加

えて、光源としてのラン

プの特性や照明器具につ

いての知識も必要である。

その上に、省電力という

社会的要請にもこたえな

ければならない。

これらを組み合わせて

最適な状態をっくり出す

のは、正にプロの分野の

ことのように

しかし、現在の照明がい

いか悪いかの判断に必要

な情報は得られたと考え

られる。。 。。
おわりに、本稿を書く

に当たって、社団法人照

明学会事務局長松本富次

郎氏な らびに、岩崎電気

株式会社技術部笠間勝氏

のご助言をいただいたこ

とを感謝します。
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避難標識の評価

はじめに

デパートヘ買物に行ったとき、いろいろな案内

板に混じって「非常口」 と書かれた緑色の標識に

気が付かれたことはあるだろう。 その標識のある

所は、火災などのとき、そこにいる人々が逃げる

ときの出口であることを大人ならだれでも知って

いるだろうが、小さな子供たち、つまり小学校の

低学年ぐらいまでは、それがなにを意味するのか

わからない子供たちもいるだろうし、外国人の場

合、日本語の「非常口」という標識を読めない人

もいる。そのためか、外国人にもわかるようにと

「非常口」という文字と「EXIT」 という文字を

併記した標識も見受けられる。

我が国においては、このような標識を誘導灯の

規制として建物用途・規模に応じて、大きさである

とか、取り付け位置、明るさなどが法令により決

められている。 しかし、現在の文字による表し方

が冒頭に述べたように、逃げるときの出口を表す

ものとしてふさわしいのかどうか、関係者の間で

従来からいわれていた。 また、国際的な動きとし

ても、 種々の表示をピクトグラ フ（シンボル）とし

た万国共通のものにしようとすることが最近大き

く取り上げられてきている。

日本の国だけでわかるものでなく、外国人にも

容易に理解でき 、また、小さな子供たちにも学習

効果を上げるこ とにより、火災などのとき逃げる

出口なのだと いうことをわかるようなピクトグラ

フを研究しようと、 （財 ）日本消防設備安全センター

（東京都港区虎ノ門 2- 3 22）に設置されている

一つの研究機関である、防災 システム研 究 委員会

（委員長 ・東京外国語大学教授安倍北夫）避難誘

導システム分科会（分科会長 ・千葉大学講師団辺

隆 治）で、昭和53年秋から調査研究をはじめ、研

究結果がまとめられたので、誘導標識として要求

される見え方と誘目性に重点をおいた研究過程な

ど、その内容をここに紹介する。

この調査研究は、現行の法令を否定するもので

ないこ とはいう までもないが、 一方において、こ

の研究結果は行政の場で検討が加えられ、また、

デザイ ン上の多少の手を加えた上、先に述べた国

際的な機関であるISO（国際標準化機構）の場に避

難口を示すピク トグラフの日本案として、 各種研

究結果のデータを付けて提案することとされた。

したがって、調査研究のデータ解析の結果選ばれ

たものは、 Is O日本案の現素材として考えていた

だきたい。

2 シンボルデザインの一般公募

避難口を示 すピクトグラフは、こう でなければ

ならないと一方的に決めつけるものであれば、 l
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個人の発想によって決められるであろうが、 一般

の人が避難口としてもっているイメージをシンボ

ルマークで表すとき、どのようなものがあるだろ

実験に用いたピクトグラフ

① ⑤ 

② 

③ ⑦ 

④ ③ 

50 

うかという、広い人々の意見を集約するため、 一

般の人々から シンボルデザインの募集をし、入選

作品はデザイン上で若干の手を加えられて、 ISO

⑨ 

⑬ 

⑫ 

⑬ 



に提案することとした。

これは、先に述べた（財）日本消防設備安全セ ン

ターが主催し、自治省消防庁および（社）照明学会

の協賛による募集ポスターを、 NH Kのテレビ、

ラジオ放送網の協力を得たほか、全国消防機関、

工学部あるいはデザイン関係の設置されている大

学 ・専門学校にポスターを掲示し、また、消防関

係の新聞紙誌 、デザイン誌、建築設備誌等により

募集案内がPRされた。

その結果、 53年11月末から54年 3月末までの募

集期間内に、小学生から老人まで、職業別にみる

とデザイナーや照明技術の専門家から、家庭の主

婦にいたるまで、非常に広い年齢 ・職業層の人々

から 3,337点のシンボルデザインの作品が応募さ

れた。 これは、いかに多くの人々が避難口という

ものに関心があるかということを物語っているも

のと恩われる。

3 シンボルデザインの評価

標識は、そのもののもつ意味が理解できるもの

であることにより、 一般の人になじみやすいとい

える。 たとえば績断歩道のシンボルは幼稚園の子

供であっても 「ここは道を渡るところなんだ」と

すぐにわかる。 また、トイレのシンボルにしても

男・女の｛象を象形して表されていることにより浬

解されている。

避難口を示すシンボルもこれらと閉じように、

通常のときから「このシンボルは火災などのとき

の出口を表すものなのだ」 ということをわからし

めておく必要がある。 それには学習効果の上がる

ものでなければならない。 また、避難目標識は他

の標識と異質な性格ももっている。つまり 、なに

よりもまず見えなくてはならない。火災の煙の中
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避難口の シンボルを研究するに当たり、このよ

うな見え方、 学習効果、誘目性という機能を要求

されるものとして、どのようなものが｛変れている

かということを、応募されたシンボルデザインに

ついて評価した。

評価 は、3,337点を初めの部分では順次しぼり込

み、見え方評価ではパラ レルに行うとし、機械的

な映像評価、デザイン面の評価、心理面の評価、

照明工学的評価および煙の中における評価と 5段

階の方法をとったが、以下にその概要を述べる。

3-1 知覚レベルの映像評価

他の用途の シンボルと異なり、避難口を示すシ

ンボルは視覚で知覚しやすいことが要求される。

つまり、遠くから見た場合で、あってもシンボル

がわかるということが前提となる。 そのためシン

ボルとしては粗い図形の方が細かい図形より知覚

しやすい。図形の組い、細かいをテレビの映像技

術を応用した機械的手法により評価したのが本評

価 である。鮮明な像と、ぼけた像の出力を八lo変

換して、その排他的論理1手口をとる方法であるが、

その概要を次に述べる。

図 1に示すように鮮明な像Aと、それを機械的

にぼかした像 Bとを一定レベルで区切り八lo変換す

る。 このりD変換により大面積のぼけた像 Bと、

鮮明な像AはそれぞれB’・A’となり、両者の差は

ほとんどない。論理回路を接続して排他的論理和

をとれば、大面積のパターンでは Oになる。 一方

小面積のパターンは、ぼけた像 Bは一定レベルに

達せず、八lo変換により B’は Oまたは 1となるの

で、鮮明な像のA/O変 換A’とはレベル差を生じ、

排他的論理和の出力は 1となる。 したがって．排

他的論理和出力を画面全体で積分すれば、図形の

有している細かい部分を検出することができる。

この検出値をデジタ ル型電圧計を経てプリンター

であるとか、いろいろな

案内板に混じってあると

き、いくら避難口の標識

を探しても見つからない

というのでは、なんのた

めの標識かわからない。

士五一山，-1L_C,-j_,_n(•) 
戸；ずつAID；二日7 il: ~；出：i 日
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に印字させた。この方法を 3,337点の各シンボル

デザインについて実地した。

なお、この機械的に評価した結果を確認する意

味で見え方のマンテストを行ったところ、機械に

よる評価値と人による視認距離との相聞が高いこ

とが確認された。

3-2 デザイン面の評価

避難口を示す標識といえど、通常は建物の中に

よくなじみ、それでいていざというときj墜難口が

どこかということを知らしめる機能をもたなくて

はならない。この意味で避難口シンボルは機能が

優先するものであることに違いはないが、デザイ

ン上では、どうであってもいいといえるものでは

ない。

そのため、種々のサインデザインを研究してい

る人々（デザイナ一、建築意匠学の関係者） 14名

の者により、応募作品についてデザイン上での評

イ面をした。

この評価は、避難口を示すシンボルとしてふさ

わしいものはどれかを選定したものであるが、評

価に当たっての基準は、デザイナーの目としてよ

り、飽くまでも一般大衆の立場で評価するとした。

いわゆるデザイナ一好みのデザインが、大衆的訴

及力という点で遊離しがちとよくいわれる傾向に

かんがみ、評価する人一 人一 人が一般大衆を代表

する立場で見ることを基本的な姿勢としたもので

ある。

14名の者を 2日間に分け、初日に 300点を選ぴ

2日目は、この300点について各人の投票制により

実焔し、支持の多かった30点を次の評価段階へと

移 4た。 ここまでの評価は、応募作品3,337点をし

ぼり込む方向へもっていったものである。

3-3 心理面の評価

避難口を示すシンボルは、その建物に居住また

は利用する一般の人が、説明なしで一 見してそこ

が避難口であると認知できるといった性質のもの

が望ましいし、そのことによって一般への徹底も

速くなるものと思われる。そこで一般者からみて

「より好ましくふさわしい」と評定されるものほ

ど、自然に理解され学習効果も上がるであろうと

52 

ft 1 対象者の梅成

男 女 合計

20' s 20人 21人 41人

30’5 19 26 45 

40’S 20 20 40 

50 21 16 37 

合計 80 83 163 

図 2 順位づけ分類の配分
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いう想定をし、 一般者の選好度による評価を実l息

したが、その概要を次に述べる。

30点のシンボルデザインの写真を表 1に示す一

般者の一 人一 人に渡し「避難口を標示するシンボ

ルデザインとして好ましくふさわししりことを基

準として、各自の第 1印象的好みに従い、図 2に

示す配分用紙に強制的な 9段階の順位づけ分類を

し、言平価iした。

この評価の結果からみると、 30点中上位14位ま

でのデザインのすべてが「駆ける姿」の人影を含

んでおり、それに炎とか煙とか扉が付けられてい

る。 一般の人はそうしたデザイ ンを「避難口」を

意味するシンボルとして、わかりやすいとして選

世子したものと，思われる。

また、四角、 三角のような幾何学的なシンボル

デザイン（ 8点あり）はいずれも20位以下であり、

これはなんらかの説明を受けて初めて避難口を標

示するデザインとして理解される点が、 一般者か

ら敬遠された理由ではなかろうか。

なお、上位のものについて男女別の選好順位を

みると、男性が 1位と評価したものは女性では 9

位であり、女性が 1位としたもの （同点 1位が2

作品あり）は男性では 2イ立と 7位である。男女と

も「駆ける人影」をより選好しているが、女性の

場合は炎や煙の入ったデザインを相対的に好まな

いような傾向が、この心理評価ではみられた。



3 4 照明工学的評価

避難口を示す表示は、照明器具に装置し標識と

して設備されている。 このような実用条件下にお

ける見え方評価をするため、心理面の評価におい

て上位に選定された10点のシンボルデザインと、

すでにISOに諸外国から避難口を示すピクトグラ

フとして提案されているもの 2点および10点のう

ちデザイン色を反転させたもの 1点の合計13点を、

実際の照明器具に当てはめて、実用条件下におけ

る見え方評価を行った。

まず、 シンボルデザインを小型誘導灯の大きさ

に合う表示面パネルとして製作した。 このパネル

は白色塩化ビニル板で、地を緑色、図柄 （シンボ

ルデザイン）を白とした。これを一般に使用され

ている小型誘導灯（405×155の大きさ ）に装置し、

一般人を対象とした見え方を、距厳により評定し

たものである。

評価実験をするに当たり、機器材の準備、 観測

者、測定者および評価実験を行う場所が問題とな

った。 このうち、機器材と人については照明器具

関係の業界、メーカー各社の協力を得、また、実

験場所は新宿にある安田火災海上保険（株 ）本社ビ

ルの 1階層部分を同社の好意による提供を受け、

昨年11月初旬の4日間にわたり行われた。

次に評価実験であるが、条件設定の実験から、

シン ボルデザインの評価実験、誘導灯としてノイ

ズの影響による見え方および非常点灯時における

見え方まで、 5種類の実験を行ったが、ここでは

シン ボルデザインの評価に関係する実験部分につ

いて述べる。

その一つは、パネルを装着した小型誘導灯器具

を、パネル表示面輝度lOOnt、背景輝度50ntという

常用条件下に置き、観測者18人（両眼視力1.4以上

7入、 0.8～ 1.4まで10人 0.8以下 1人）に13点の

表示パネルをそれぞれ1点ずつ提示し、観測者は

パネルから40m離れたところから歩行を始め、 パ

ネルの図柄が大体見えるという点と、はっきり見

えるという点を申告させ、そのときの距離を床面

に付した巻尺により測定した。 このとき、観測者

相互間の情報交換を行わないようにするため、 一
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人ずつ歩行させた。この実験を日を変えて 2回行

った。 その結果（図 3参 照）からみると、単純な図

柄のシンボルが視認性のよいことが推定されるが、

標準偏差を見るとパネルごとの視認性に大差はな

いといえる。 また、大体見えるとはっきり見える

との距離の比は1.5 : 1となっている。視力と見え

方についてみると、視力のよい人と悪い人であっ

ても視認性については同じ傾向にある。

照明工学 の 2つ 目の評価実験は、前述と閉じ照

明条件 （表示面輝度lOOnt、背景輝度50nt）下にお

いて、一度に 4点のパネルを提示 し、パネルから22

mと15m離れた位置で静止して シンボルの見え方

評価（比較評価と心理的印象評価）をした。ここ

でいう 22mという位置は、予備実験において観測

者全員がサ ンプルパネル 3点について大体見える

とした距離の平均値であり、 15mとは、閉じくは

っきり見えるとした平均値を用いたものである。

実験の方法であるが、観iRIJ者はパネルから22m

離れた位置に立 ち、 4点のパネルを見え方につい

て比較し、よ く見える順に 1、2、3、4と測定用紙に

記入する。続いて15m離れた位置まで近付き、同

様の比較をしたのち、閉じ位置で心理的印象評価

をA、B、Cの記号で測定用紙に記入する。このよう

な観測をパネルの組み合わせを変え（同一パネル

は組み合わせを変えて 4回ずつ提示）観測者を変

えて 2日間にわたり行われた。

図 3 常用条件における見え方
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図4 パネルの組み

合わせによる見え方 4. 
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その結果（図 4参照）、パネルの組み合わせによ

る影響があるかどうかの検討、データの信頼性を

みるため、よく見えるパネルのグループと見えな

いグループについて度数分布を作り検討したほか、

データの再現性については、同一 人が2日にわた

り評価実験に参加した人が7人あったので、それ

らについて分析した。 この 3つの手法によりデー

タの信頼性が得られたので、観illlJ者の記入したillll

定値(1、2、3、4およびA、B、Cをいう）を点数に誼き

換え、算術的平均値により見え方を評価した。心

理的印象評価では、図柄の細部が判別しにくくと

も、図柄全体から避難口を示すシンボルであると

いう意味の読みとれるものがよいという評価結果

が出た。

以 上2つの実験を通じて得られた結果を総合し

て、照明工学的実験による評価とした。

3 5 煙の中における評価

前述した照明工学的評価は、通常の状態におけ

る見え方をみるためにfrったものであるが、火災

時の煙の介在による見え方がどうであるかについ

て評価したものが、ここで述べる煙の中における

評価実験である。実験は、照明工学的評価で使用

した表示面パネルおよび誘導灯器具を用いた。

まず実験場の条件であるが、長さ 15m、幅1.5m 

の無窓の廊下に木片をくん焼させた白煙を発生さ

せ、煙の濃度を約0.4/m（減光係数）とした。 この

煙はたき火のときのA鹿に似ており、日やのどをか
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表 2 煙の中における見え方

順位 シンボル番号 煙ii度X距艦 標準偏差

① 2.19 0.21 

2 ④ 2.15 0. 24 

3 ⑨ 2.13 0.22 

4 ⑫ 2.13 0.27 

5 ⑤ 2.12 0.19 

6 ⑧ 2.11 0.22 

7 ② 2.10 0.21 

8 ③ 2.09 0.25 

9 ⑥ 2.08 0.25 

10 ⑪ 2.03 0.28 

来~ Jj ⑦ 2. 72 0.43 

⑪ 2.01 0.19 

⑬ 2.10 0.23 

なり刺激する。 次に照明であるが、廊下のけい光

灯の平均照度が床上l.5mの位置で、129lxとした。

また、観測者がパネルの見える位置を申告する距

離を測定するため、床上にマットスイッチを敷き、

50cmの精度で測定できるようにした。実験は煙の

中で長時間行われるので危険も伴う。 このため観

測者は自発的に申し出た人のみの30人とした。

実験の方法であるが、廊下の一端に照明工学実

験で一番見えやすいとされたパネルを左側に、 12

点のパネルのそれぞれ l点ずつを右側に提示する

といった組み合わせを行い、観側者は廊下の他端

から侵入し、左側のパネルの見えたときと右側

のパネルが見えたときを、それぞれ左手、右手に

持ったスイッチを押すことにより、その信号と、

その位置（距離）をレコーダにより記録した。 この

方法で30人の人に閉じパネルを 2回ずつ観測させ

た。つまり 1人の観測者は合計24回煙の中に侵入

する動作を繰り返し測定したことになる。また、

左側に常に閉じパネルを提示し続けたのは、観測

者のなれ、あるいは疲労による数値の変化を右の

パネルについて袖、正するためである。

煙の中での見え方の良否は、誘導灯の輝度、廊

下の照明、煙の性質が一定ならば、；樫の濃度（減

光係数）とパネルの見通し距離との積でほぼ示さ

れるといわれている。今回の実験では、 15mの廊

下内の煙濃度を一定にすることは困難であり、そ

のため、廊下に 3m おきに設置した 5台の’鹿濃度

計により濃度を測定し、その数値と見通し距離の



積を算出し、その平均値により評価した。その結

果を表 2に示す。

各パネルとも、煙濃度と距離との積の標準偏差

が平均値の10%程度であることは、煙の中におけ

る実験としてはかなり精度のよい結果が得られた。

この評価実験の結果でも、照明工学的実験と同様、

幾何学的な単純な図柄ほど見通し距離のよいこと

はいえるが、誘導灯のもつもう一 つの使命である

図柄のもつ意味性の視認という問題になると、必

然的に複雑な具象的なものとなってしまう。

今回の評価 では、表 2からもわかるように、 l

つを｜徐いて他の12点についての煙の中における見

え方に大きな差異のないことがいえる。これは、

いずれも図柄が人と炎、煙、扉などの組み合わせ

によっており、人の形はすぐにわかるが、細かい

部分がどうわかるかという程度の差が、それぞれ

のシンボルの見え方に関係したものと思われる。

3-6 総合評価

以上3-1の知覚レベルの映像評価から、 3-5の煙

の中における評価まで、 5段階の評価手法をシリ

ーズにあるいはパラレルに行ってき たが、最終評

価として次の手法を用いた。

シンボルデザインとしての応募作品 3,337点の

うち、照明工学評価および煙の中における評価ま

でに残された10点について、それぞれの評価段階

における点数を10点制で当てはめた。つまり、一 つ

の評価の中で 1位と評価されたものを10点・・・・・・

10位と評価されたものを 1点とし、全評価の算術

的合計点を出した。これは評価段階のウエイトの

差で論議はあるにしても、種々の実験等を行った

結果を尊重し、それらを平等とみたものである。

また、 ISOへ科学的データを付けて提案するに｜努

し、どれがどれだけのウエイトをおくべきと一概

に論じられない。この算術的合計点による評価結

果に対し、次のような修正をした。

その第 1は、避難口という場所を示すものであ

るとき、明らかに方向性を示すデザインのものは

求める意図に反するものであるといえること。次

に、火災という有事に、実際に避難する人が早く

逃げようとする心理が働くことがあるにしても、
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その心理状態をいたずらに刺激するデザインであ

っては好ましくない。 つまり、よりパニック状態

に陥りやすいだろうといえるものは除外する。各

種実験の結果にこの 2つの要素を考慮し、最終評

価をし、入選作品 l点、佳作品 3点を応募品の中

から選定した。

4 避難標識の評価実験結果の考察

避雛口を標示するシンボルデザインを募集した

結果、多数の人から寄せられた作品は多種多岐に

わたっているが、最終評価まで残されたものは、

人と炎、煙、扉といったものの組み合わせになっ

ていることが特徴である。見え方のみから判断す

ると、矩形とか丸といった幾何学的な単純な図柄

のもの、つまり抽象的なものがいいという結果は

種々の評価実験から裏付けされている。しかし、

一般の人々が求めているものは、避難口を示すも

のとしての具象性をもち なおかつ見えやすいと

いうことが要求されているといえる。学習効果を

相 当梢まなくては理解できない図形よりも 、避難

口を示すシンボルであるという意味の理解をある

程度の学習効果で満たし、誘目性のあるものが要

求されているといえるだろう。

5 おわりに

以上述べたような評価経過をたどり、避難口を

示すシンボルデザインの入選作が決定された。こ

れに、デザイン上の修正が若干加えられISO/TC

21/SCIの場に、避難口ピクトグラフの日本案と

して提案された。

ここに述べた評価方法、内容等については（財）

日本消防設備安全センターに設置されている、防

災システム研究委員会・避難誘導システム分科会

で 1年余にわたり実験、研究したものをま とめた

研究報告書の中からすべて引用したものであるこ

とを、このレポートを締めくくるに当たり記して

おく。

（たなべ りゅうじ／千葉大学講師）
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最近、都立大の中野尊正教授は“最近の地

震災害の特色”という総合報告を書いた。 こ

れは昨年（1979）、東京地学協会 100周年を記

念して行われた公開講演を骨子としてまとめ

たものであるが、この報告は次の二つの点で

特色を持つ。

1. 報告の表題は地震災害であるが、これを

読んでみると、そこでは地震以外の諸災害と

の比較もなされており、この報告から他の災

害についても最近の様相についての概略を知

ることができる。災害については、各セクト

に分けて論ぜられることが多いのであるが、

この報告では諸災害の立ち入った比較検討が

なされている。

2. 日本国内のみならず、中園、ルーマニア

等、国外の災害についても、最近の震災の例

を挙げて、日本の場合と比較されており，こ

れがまた日本の特長を浮かび上がらせている。

中野のこの報告は、予防時報の読者にも大

変役立つことと思われるので、以下その内容

の概略を紹介してみよう。中野は、まず前書

きで従来の研究成果を要約しているが、ここ

ではアメリカのホワイト（G.F.White 、1975)

が集中的に行った災害研究の業績を次の 5点

に要約することから出発している。

1）災害の予知についての科学技術の向上、

推進だけでは、被害軽減の目的を達成するこ

とはできない。予警報システムの整備は論を

またないが、重要なことは、それがタイムリ

ーに市民社会のなかで機能することである。

2）以上の点に関し、予知情報、予警報な

どの受け手としての住民の対応が明らかにさ

れねばならぬが、この分野の研究は今のとこ

ろ立ち遅れている。

3）耐震建築、雲への種まきなど、 2- 3 

の技術的制御のみに頼って、被害軽減を図る

本地学雑誌、 1980年No.I ( 2月発行）、Vo!.89，同1-51
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のは片手落ち、技術的制御を盲信することに

よって住民に安心感を与え、それによって被

害が拡大する恐れもある。

4）環境の質を向上させ、災害時にクッシ

ヨンの役割を果たしうるオープンスペースの

重要性に注目すべきである。 このためには土

地利用の管理について、調査を進め、管理を

有効ならしめる方策の強化が望まれる。土地

所有の関係から、企業や住民の抵抗は大きい

が、制度商からの研究を含めて強化すべきで

ある。

5）発生の頻度の高い災害や災害規模に対

応すべきことは論をまたないが、まれにしか

発生しない災害（たと

えば巨大都市の巨大地

震）についても考えて

おく必要がある。

以上のホワイトの要

約に、さらに付け加う

べき日本的特色として、

中野はさらに次の 3項

目を挙げている。

6) 災害は同じ地域

に繰り返し発生する、

いわば歴史性がある。

中野掬

日本には古くから歴史的資料が残されている

ので、それらを用い災害の一般的特色、歴史

的特色、地域的特色が体系的に整理できる可

能性がある。

7) 人口数、人口密度、建物や産業施設の

数と密度、用途地域の複雑な分布など、災害

を受ける地域の構造に、閉じ規模の自然カが

加わっても、被害が巨大化しやすい条件があ

る。土地所有は零細で、土地利用管理は実施

しにくい。 この点に注目した被害軽減策を考

える研究が欠如している。被害を受けた地域

の変化のテンポが早いので、年次的に発生頻

度が大きくなりやすく、被害もエスカレート



しやすくなる。

8）狭い地域に被害ポテンシャルが集積し

ているだけではない。台風時の強風、豪雨、

出水、高i朝による浸水、地盤沈下による出水

危険、梅雨中の豪雨による出水、斜面崩壊な

ど、さまざまな災害が重なりあって発生しや

すい。この点を注目した研究調査、対策の組

み合わせが必要である。

以上、最近の災害の特色を要約した上で、

第 2章以下、自然災害のなかでの地震被害の

特色を（1）観測データの増加と被害の変化、と

(2）風水害等との比較によって論じている。

(1）では観測が密になるにつれ、北米大陸の

トルネード数が急激に

増大していく反面、死

者数が急激に減少して

いるのは予警報システ

〉ば室主A
！）丈口語岡

根本順吉

ムの向上によるもので

あるカf、閉じことはI也

震や強風についてもい

えるはずである。中野

は「死者数が減少し、

負傷者は増え、物的被

害が巨大イじする」のは、

予警報システムの改善、

向上が期待する結果であろうが、としている。

このあと、中野は中国・唐山地震 （1976年

7月28日、 M7.8）、ルーマニア地震（1977年

3月4日、 M7.2）、伊豆大島近海地震 （1978

年 1月14日、 M7.0）、宮城県沖地震 （1978年

6月12日、 M7.4）の4例を挙げ、それぞれの

特長を抽出している。たとえば、唐山地震は

観測データの増大だけでは人命被害を軽減で

きなかった場合てーあり、また、発震時の行動

として、ルーマニア人はほとんど 100%が家

から飛び出しているのに対し、宮城県沖地震

時の仙台市民はと っさに飛び出した人17.2%。

このことから、ルーマニアでは地震予知によ
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ってあらかじめ情報が与えられれば、飛び出

すことによる死傷は著しく減少するであろう

としている。伊豆大島近海地震のときの死者

の半数以上が地域外の人であり、そのほとん

どが土砂の下敷きとなって死亡していること

は、観光地の道路に問題点のあることを示し

ている。宮城県沖地震は発生頻度が比較的高

いが、これは被害地域が次第に拡大し、地域

の耐震性の低下している例として挙げられて

いる。

これに続き、中野は風水害と震災との比較

を行っているが、発生の頻度、被害地域の規

模、人的被害の大きさからみて、地震の災害

以上に、風水害、干ばつについての関心が持

たれるべきであるとしている。 しかし地震の

場合は、大都市を含む場合、被害が巨大化し、

現状は地域の対震性を低下させる方向に変化

しているので、次の大都市を含む震災では、

被害の巨大化が充分考えられるとしている。

さらに、地域の開発に伴い被害ポテンシャル

が増大していることは、防災上の重大な問題

で、この制御こそ基本であり、不可欠である

としている。

さらに第 3章では、地震被害への対応が取

り扱われているが、地震予知とこれに対する

社会的レスポンス等の問題に対し、社会学者

や心理学者の一連の研究が注目されているこ

と、日本では地震予知に約58億（昭和54年度）

の支出がなされているほか、研究面の予算は

急増しているというが、中野はこれによって

被害の軽減ができるとは恩わぬとしている。

特に地域の耐震性能を高める都市改造は絶望

的に困難であり、この点に関していえば、出

火源そのものを制御する以外、今のところ有

効な策はない、という。 しかし、この方法に

対しでも企業からの抵抗が強いのである。

（ねも と じゅんきち／本誌編集委員）
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増える自転車利用

自転車の出荷と利用が近年活発になっている。

昭和53年の圏内出荷台数は、 500万台以上に及び、

自転車保有台数の累計は、約4,800万台に上るもの

と推計されている。 これは、 I世帯につきほぽ1.4

台の割合で自転車が保有されている勘定であり、

手軽に利用できる便利な乗物として自転車が愛用

されていることを示唆している。

自転車の利用が盛んになってきた背景には、次

のような幾つかの事情を指摘することができょう。

まず第 1に、自転車の購入、維持管理および利用

に要する経費が相対的に割安になってきたこと。

特にエネルギ一価格が急上昇するなかで、自転車

利用のコストは、パスや乗用車の利用に比べて一

段と低下してきた。家計収入の伸び悩む低成長時

代にあっては、このような経済的要因が、利用手

段の選択においてますます大きい比重を占めるよ

うになる。

第 2の背景としては、交通安全施設の計画的整

備によって、自転車通行路のネットワークが形成

され、自転車がより快適かつ安全に利用できるよ

うになったことが挙げられる。自転車の歩行通行、

自転車横断帯、 二段停止線などの整備により、既

存の道路空間において自転車用のスペースが確保

され、さらに、郊外部等では新たに自転車専用道

路が設置された。 これらの対策は、自転車利用に

伴う不安感、不快感などの主観的コストを大幅に

低減させるという成果を上げている。

58 

自転車利用に要する客観的、主観的コストは、

今後も、基本的には低減傾向をたどるものと思わ

れるが、他方、これらのコストを増大させる要因

も幾つか存在する。 たとえば、駅前の放置自転車

の列は「銀輪公害」 として各方面からの批判を浴

びているが、このような社会的費用は、いずれは

駐車費用の負担という形で利用者が支払わなけれ

ばならなくなるであろう。 また、自転車が歩道を

通行する歩行者を負傷させるという事案が増して

いるが、これに対する賠償費も自転車利用コスト

を増加させる。さらに、特に地方都市においては、

スーパーマーケットの郊外立地、都心の自動車駐

車場の増大などにみられるように、市街構造が自

動車の利用を前提として再編成されつつあり、そ

の分だけ、物理的にも心理的にも自転車を利用し

表 1 自転車策用者の年次回I］死者数の推移

〉：：
内 訳

死者数
子 供 老 人

指数 死者数 指数 死者数 指数

昭和 人 % 人 % 人 % 
45年 1,940 100.0 314 100.0 803 100.0 

46 l, 741 89.7 301 95.9 693 86.3 

47 l, 756 90.5 332 105. 7 709 88.3 

48 l, 700 87 .6 329 104.8 667 83. l 

49 1,299 67.0 232 73.9 555 69. l 

50 1,254 64.6 286 98.3 474 59.0 

51 1,132 58.4 256 91. 7 413 51.4 

52 1,083 55.8 268 92. l 411 51.2 

53 l, 113 57.4 ;:73 93.8 414 51.6 

54 1,004 51.8 218 69.4 444 55.3 



ずらい条件が多くなってきている。 自転車を利用

することがみじめに感じられる状況というのは、

裏返していえば、自転車利用の主観的コストが増

大するといJうことである。 これからは、自転車の

通る道路だけでなく、幅広く都市施設の配置や都

市構造の変化にも充分自を配り、自転車利用のト

ータルコストが不必要に増加することのないよう

適宜、手を打っていく ことが求められよう。

2 交通事故のコスト

自転車利用者にとっての最大のコストは、いう

までもなく、交通事故とその危険性である。表 1

に見られるように、自転車乗用者の事故死者数は

昭和45年の1,940人から昭和54年のし004人と、 9

年間でほぼ半減したが、死亡事故の恐怖はいまだ

利用者にとって切実なものがある。 なかでも、老

人（60歳以上）利用者の死者数が近年増加している

ことは注目すべきであり、高齢化社会の進展に伴

って老人被害者が一層増加するのではないかと憂

慮される。他方、自転車が当事者となった交通事

故は、表 2にあるように、昭和54年中で約8万3,000

件に上っており、近年はほぼこの水準で推移して

いる。年間の全交通事故（約60万件の人身事故）

による人的・物的損失は、医療費、保険金、修理

代、裁判・取り締まり費用等を含めて約2兆円に

上るものと推計されているから、自転車に関係し

た人身事故だけでは、約2,800億円の損失に達する

ことになる。

自転車利用者は、この損失のうちの相当の部分
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を、医療、修繕、裁判費用などの形で負担してい

ることになるわけであって、是非とも、このよう

な交通事故による損害の怪減を図っていかなけれ

ばならない。特に、注目すべきは、表2にあるよ

うに、歩行者および自転車を相手方とする死亡事

故が、それぞれ、 9件、 4件発生していることで

あり、これらの事故は、自転車の強制保険が制度

化されていないだけに、被害回復の面で大きい問

題を投げかけている。今後、自転車利用者の社会

的責任の一環として、自転車利用に伴う損害賠償

の問題が大きくクローズアップされる可能性があ

ると思われる。

3 駐車コストの負担

鉄道駅前の路上には、自宅と駅の聞のアクセス

に使われる自転車が多数駐車しており、歩行者や

周辺商店の営業活動に多大の迷惑を及ぼしている。

鉄道利用に関連する駐車スペースは、鉄道事業者

のサービスとして、また、駅前の「銀輪公害」と

いう外部不経済を内部化させるという観点からも、

鉄道事業者が提供すべきものである。 ただ、現在

のところ、自転車の駐車に対して対価を支払うと

いう習慣が定着していないため、鉄道事業者は、

駐車場よりも収益の大きい事業にスペースを配分

しようという｛頃向が強い。

建設省の調査 （昭和52年 ）によれば、日本全国

で、駅から 200m以内の地域における路上駐車は

1日約 130万台以上に達するという。商店街等の

路上駐車もおそらくこれに匹敵するようなオーダ

表2 自転

車が当事者

となった交

通事故発生

件数と相手

方当事者

相三＼＼＼と 分

全事故件数 うち）死亡事政件数
ーであろうと思われる。

ただ、商店街の場合は、

営業サービスの一環とし

て路上駐車が容認される

場合が少なくなく、また、

駐車時間も短いため、そ

れほど大きな問題とはな

っていないが、駅前の長

時間駐車に対しては、適

切な規制と取り締まり、

および駐車賦課金の徴収

といった形で、駐車コス

第 l当事者第2当事者 第 l当事者第2当事者

総件数
｛牛 ｛牛 ｛牛 f牛

14,427 69,031 228 789 

（自動自二 輸動事を事除く ） 11,547 60,841 146 740 

（昭54年中） 内 自 動二 給 事事 1,409 7,099 2 38 
訳 l京付自転

歩行者 380 27 8 1 
相

自転車 （注） （注）手 158 4 

事者方当
911 準 57 。 36 。
その他の車両 4 4 1 。
物件相手なし 872 31 

不 日月 902 6 

（注）自転車対自転車事故である。
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トの負担を利用者に対して求めることが必要であ

る。そのためには、取り締まりの効率を上げるた

めの手続き法制の整備とならんで、自転車用の簡

易な有料駐車施設を開発整備すべきであろう。こ

れらの措置を通じて、 一定の駐車スペースの占有

に対して、それなりの対価を支払うという習慣を

確立するようにしむけることが望まれる。

放置自転車という場合、通勤、通学用に日中駐

車しているもの、 1週間ないし 1か月間以上車庫

がわりに放置しているものと、廃棄されたものと

を区別して考える必要がある。前二者については、

駐車コストの負担を求めることで対処することが

できるが、廃棄された自転車に対しては、別の法

的規制手段が必要となる。 また、後述するように、

資源回収を促進するための保険制度によっても、

このような廃棄自転車の整理が促進されることに

なろう。

いずれにせよ、駐車に伴うコストは、交通事故

のコストに次いで、自転車利用者が負担せざるを

得ない大きい費用となるものといえよう。

4 道路交通法の改正

自転車の安全対策については、従来から、自転

車専用道路などの施設整備と利用者に対する安全

教育の両面から対策が講じられてきたが、昭和53

年の道路交通法の改正を契機として、新たな施策

カ~:i皇力目されることになった。

昭和53年の改正においては、新し く自転車の定

義が設けられ、また、歩道を通行することのでき

る自転車を普通自転車に限定して、歩道での徐行、

一時停止の義務を新設するなど、自転車の通行方

法を体系化したことが一つの特長となっている。

従来、自転車は、軽車両のーっとして、法的には

荷車・馬車などと同列に扱われてきたが、それを

都市交通の重要な手段のーっ として法的に位置づ

け、関連規定を整備したわけである。

もう一つの自転車に関する改正の特長は、新た

に自転車の反射器とプレーキの性能について規定

し、歩道を通行することのできる普通自転車の構

造等についても規定を整備したことである。 たと

えば、プレーキの性能については 「初速10mで制
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動した場合3m以内の距離で円滑に停止すること

ができること」等の基準が定められ、この性能基

準に適合しない場合は、整備不良として嗣則の対

象になることとなった。 このように、道路交通法

における利用者の立場に立って、自転車の構造、

性能等の基準を定めたことは、これまでこの分野

が行政の谷間に放置されていただけに、関係方面

から高く評価されている。

5 自転車安全整備制度の発足

自転車の通行方法や精造・性能基準は、このよ

うに一応法律上は繋備されたが、問題は、5,000万

人近い利用者にどのように周知徹底させるかとい

うことである。 自転車には、運転免許制度がない

ので、運転免許の交付・更新の機会を利用して教

育するという手が使えない。 そこで、利用者が日

常接している自転車店の従業員等で、自転車の安

全利用と点検整備の知識・技能の優れた人に安全

教育と点検盤備を実施してもらうという システム

を繁備することとなった。

具体的には、財団法人日本交通管理技術協会が、

普通自転車の点検整備、安全な乗り方等に関する

知識・技能を審査し、一定の水準に達しているもの

を合格者と認定する。 この審査に合格した、いわ

ゆる「自転車安全整備士」は、昭和55年 3月末現在

で、約4万6,000人に及んでいる。 また、自転車安

全整備士により、普通自転車の点検整備と安全手IJ

用の指導を行う事業所は、 「自転車安全整備店」と

しての登録を受けることができることとなってお

り、すでに全国で約3万6,000店が登録されている。

なお、この自転車安全竪備店で、自転車安全整備

士が普通自転車を点検繋備し、道路交通法上の基

準等に適合していることを確認したときは、安全

確認の意味で TSマークをはり付けることとなっ

ている。

今後、自転車の安全対策は、これらの諮備店を

中心として全国的に展開されることになるので、

従来に比べて、 キメ細かい安全指導と統一基準に

のっとった点検整備が促進されることになろう。

ちなみに、新車の自転車については、国家公安

委員会が製作者等の申請により型式認定を行う制
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加入 入っていない
入って

度が発足している。これ

は、申請のあった普通自

転車について、国家公安

委員会の型式認定基準に

適合しているかどうか、

製作過程で均一性が確保

されているかどうか等を

検査し、これに合格した

ものの型式を認定し、公

表するものである。新車

表3 自舷車

保険 （傷害 ・

賠償）への加

入状況 （%）

深更 知らない高い 立役たぬに期限切その他小計 いる
総 計

10 未 81.6 2.0 4.0 2.3 10. l 86.8 13.3 100.0 

10 代 82. 2 1. 7 7 .8 3.4 4.9 84.2 15.8 100.0 

20 代 80.8 2.6 9.6 1. 9 5 .1 91. 7 8.3 100.0 

30 代 79.6 1.9 9.1 2.8 6.6 90.0 10.0 100.0 

40 代 78.5 2.4 10.0 2.9 6.1 88.5 11. 5 100.0 

50 代 76.6 2.1 12.3 2.4 6.6 89.2 10.8 100.0 

3十 80.6 2.0 8. 7 2.9 5.8 87 .1 12. 9 100.0 

「自転事の安全利用実態に関する淵在報侍番」日本交通管理技術協会 （昭和55年 ）

についても、認定された型式どおりに製作された

ものであることを明らかにするため、個々の製品

にTSマークをはりイ寸けることとされている。

道路交通上安全な製品であることを示す TSマ

ークについては、まだ発足したばかりであるが、

今後、生産者と消費者の関心が次第に高まってい

くものと期待されている。

6 .保険に対する関心

自転車事故の防止に劣らず重要なのは、事故に

巻き込まれた場合の被害の回復である。 自転車事

故については、傷害保険、対人賠償保険、生産物

賠償保険などが開発されているが、その普及は必

ずしもはかばかしくないようである。日本交通管

理技術協会が、昭和54年に、宮城、士奇玉、兵庫、

鹿児島の4県において実施した調査によると、自

転車保険（傷害または賠償）に加入していると答

えた者は、全体の12.9%にすぎない。 自転車の使

周年数との関係をみると、「 1年以内の使用車」の

力M、率は22.0%と最も高く、次いで「3年以内」の

12.3%となっており、使用年数が 3年を超えると

加入率は約10%程度に低下する。「1年以内の使用

車」の加入率が高いのは、新車に付帯して保険がつ

けられており（商品付帯契約）、その保険の有効期

聞がおおむね 1年であること等に起因するものと

考えられる。男女別では、男の14.5%、女の11.4

%が自転車保険に加入している。また、職業別で

は、学生が15.6%と最も高く、次いで自営業、主

婦、会社員、農林漁業の順となっている。

自転車保険に加入していない87.1% の者につい

て、その理由を尋ねてみたところ、次のような結

果が得られた（表3参照）。

・知らなかった 80.6% ・高いから 2.0%  

・役に立たないから 8.7% ・その他 5.8%  

・期限が切れた 2.9% 

自転車利用の傷害 ・賠償保険があることを知ら

なか った者が、 5人のうち 4人まであるというこ

とは、今後 PR活動を強化することによって潜在

マーケットを開拓する余地のあることを示唆して

いる。 また、 「役に立たない」とするものが8.7 %(20

歳代以上の回答者に限れば約10%）もいることか

らすれば、自転車保険をもっと魅力のある商品内

容に変えていく必要があるものと思われる。

上記の調査（有効回答数8,681）は、 4県での街

頭イ ンタ ビュ ー等によったものであり、必ずしも

全国的な動向を正確に反映していないかもしれな

いが、おおよその｛頃向をつかみとることはできょう。

7 おわりに

自転車は、手軽で安価な乗り物として親しまれ

ており、エネルギ一価格の高騰する時代において

ますます重要な交通手段となってきている。国会

においても、自転車の安全利用を促進するための

法案が審議されるなど、急速に関心が高まってい

る。今後、自転車専用道路網や駐車場の整備等を

通じて自転車を安全 ・快適に利用することのでき

る環境をつくっていかなければならないが、あわ

せて、 「銀輪公害」などの社会的費用を生み出し

ている場所においては、利用者にコスト負担を求

めることによって社会的資用の内部化を図る必要

があろう。

（みやざき まさお／警察庁交通企画課）
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者 楊倒

はじめに

この小論は事故者の性格について総説的に述べ

ることを目的としている。 ところで、事故を起こ

した者すべてについて、その性格を論じることは

多分不可能だろう。事故を繰り返し起こすものに

ついて、その性格がどうであるかということであ

れば研究の方法もある。また、そうした研究を踏

まえて、 A氏は初めて事故に遭ったが、この事故

にA氏の性格は関係をもつかどうかという設問も

意味があるだろう。 そこで、ここでは事故多発者

(Accidentprone person, Polyaccidente, Un-

f忌lier）について、その性格的特性を検討するこ

ととする。 なお、性格特性とせず性格的特性とし

たのは、性格特性（PersonalityTraits ）は独自

の内容をもっ術語であるので、これとの混同を避

けるためのものである。

さて、事故多発者の性格的特性であるが、これ

は特定の個人に事故を好発させる心理学的要因の

一部である。 この心理学的要因の像を何種類かに

まとめて、その像類型を性格として記述すること

も不可能ではない（まだなされてはいない）。 けれ

ども、この領域の研究史からみても、事故多発者

の心理学的特徴は何かというところから研究が始

められ、現在もそのわく組みで研究が進められてい

る実情から、性格的特性は心理学的特徴の一部で
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あるとして両者を書きわけるのが自然である。そ

こで、特定の個人に事故を好発させる心理学的要

因の研究について展望し、次にその一部としての

性格的特性について概説することとしたい。

2 事故多発傾向の概念化

事故を反覆発生させる心理学的要因とは、人を

して事故を発生しやすくさせるその個人に内在す

る傾向として概念化されている。いわゆる事故多

発傾向 （AccidentProneness, Accidentabilite, 

Unfallbereit Sschaft）である。この｛頃向 （Dis-

position ）が存在するか否かについての論議はい

まだに終結を迎えたとはいいがたい。

このAccident Pronenessという概念が、英語

圏で初めて提出されたのは1919年である。Green-

woodとWoodsは、事故発生確率に個人差がある

か否かという形でこの問題を取り上げた。個人差が

なければ、確率モデルは同じ直径の穴の集合に事

故という玉をばらまいたとき 1番目の穴に玉の入

る確率ということになる。個人差があれば、直径

の違う穴の集合に同様玉が入っていく確率 （穴の

直径によって異なる ） となる。 この場合、直径

の大きい穴は事故多発傾向所有者である。 また、

事故が「運」のようなもので起こるとすると、その

士会合のモデルには、多数の兵士群に鉄砲が磐ち込



まれたときの特定兵士の被弾数を算出する理論式

が当てられた。この 3通りの理論値の分布に多数

の工場での実測値（負傷事故回数）分布を当ては

めてみたところ、ピアソンの当てはまりのよさの

検定の結果では、当てはまりのよさは 2番目、 3

番目、 l番目の順となった。このことから、彼らは

「・・ー・・事故が発生するということはパーソナリテ

ィの問題である・・ー・」と結論した（ M. Greenwood 

& H.M.Woods 1919）。また、 Newboldも、 X軸に

事故数、Y軸に人数をとった度数分布を多数の工

場について作成し、これがポワソン分布 （事故の

発生確率が小さ く、かっ個人間で均一であると考

えることのできる分布）とは一致せず、発生確率

は小さいが個人間では均一でないとして算出され

た理論値の分布に、すべての工場のデータがより

よく当てはまることを見い出した（E.M.Newbold 

1926）。 さらにGreenwoodとWoodsは、初めの 3か

月とそれに続く 3か月に発生した事故数につき各

工場単位に相関係数を算出した。これらの相聞は

すべて正で、信頼区間併記で示すと0.37±0.12か

ら0.72±0.07にわたって分布した。Newboldも同

様前 5か月と後 5か月の事故数の相闘を算出し、

0.04±0.09から0.71±0.06の間に分布することを

見い出した。この手続きは「事故多発傾向」の安定

性を検討する目的でとられたものである。 Marbe 

は約3,000人の工場労働者を 5年間追跡した。その

結果、第 1年間に無事故であった群のその後の平

均事故数は0.30から0.66件、同 1回だけ事故のあ

った群のそれは0.86から1.17件、同 2回以上事故

のあったものは1.04から1.42件という推移を示す

ことがわかった。 Rocheは事故件数聞には弱い正

の相聞があり、諸研究開で0.30から0.40ぐらいま

での変動がある。これをもって潜在的傾向が存在

するということはまったく首肯しうるところだと

述べた （J-M. Faverge 1967）。 これらの結果を

みると、安定性の根拠となる信頼性係数は、係数

算出の単位である工場の種類と規模 （人数）によ

って著しく変動していることがわかる。 Rocheは

0.40ぐらいといったが、新大陸の結果では、大規

模工場だと0.6前後の高い値が一様に得られた。し

かし、小規模な工場だと結果は区々であり、極端

に高い値や、また低い値がでてくる傾向があった。
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こうした傾向は、この信頼性係数が、労働条件、

環境条件をも要因として含むものであることを示

唆するものであるともいえる。

3 事故多発傾向の構造

事故多発傾向の存在が認められるとして、それ

ではこの傾向の成り立ちはどんなものだろうか。

Cobbは交通事故の分布をポワソン分布と考えて、

観察期間を 6年、 12年とした場合の回帰予測を行

った。観察期間を12年と倍にすると、安定した多

発傾向があるなら予測は実測とより高い一致を示

すはずである。ところが、これが6年と12年でそ

れほどの差を示さなかったため、事故に遭うとい

うことは、事故多発傾向と、こうした傾向と交絡

している環境的要因と、そのどれでもない要因（た

とえば運のようなもの）とに規定されているという

考えを支持すると解釈された（ P.W.Cobb1940）。

たしかに、事故多発傾向が高い安定性を示す結果

も得られている。二つの期間内での事故件数の相

関係数を各種職業についてみてみるとー0.08から

+0.72ぐらいまでに分布し、平均はほぼ＋0.3ぐら

いになる。これは作業内容の差のほかに、Cobbの

考えたような多発傾向以外の要因が関与するから

だろう。旋盤工とかトローリーカー運転手とか（既

存のデータとしては）作業内容が定型的で等質的な

作業を反復するケースで相関係数が大となる傾向

がある。 これは、こうしたケースでは多発傾向以

外の寄与要因に変動が少ないからだろう。 Brown

とChiselIiは衝突事故と非衝突事故との聞に0.25

の相闘を得た（C.W.Brown&E.E.Ghiselli1947）。

Newboldは工場労働者の業務事故と家庭内事故と

の相聞が0.2ないし0.3て。あったとしている。 Brown

とGhiselli(1948）はそれまでの研究を総括して、

いわゆる一般的事故多発傾向は認めがたいとした。

それは、同種の事故聞の相関係数（つまり、特殊

な事故多発傾向の安定性または信頼性係数）の方

が、多種の事故の聞の相関係数より常に大である

からであるが、これは多少の訂正を必要とするだ

ろう。つまり、異なる作業にはCobbのいう第2、

第 3の要因が、また異なる形で関係するので、相

関係数は小さくなるものの、事故多発傾向は多種

63 



’80予防時報122

の作業間に共通した一般的傾向として存在してい

るという可能性があるからである。

4 事故遭遇傾向

MintzとBlumは事故多発傾向に替えるべき概念

として事故遭遇傾向 （Accident Liability）な

る概念を提出した。この事故遭遇傾向は、事故多

発傾向に加えて「事故の発生にかかわる安定した

環境条件（stableenvironmental condition）」 を

含むものである（A.Mintz& M.L.Blum 1949）。

この考えにしたがって、 Kerrは、ある電子産業の

53の工場について個人的要因と環境的要因計40項

目と、事故発生頻度および事故の重大さとの聞の

相聞を求めた。事故発生頻度と相関の高かった要

因は、運搬距離が短い、女子従業員が少ない、月

給職員が少ない、自発性が少ない、騒音レベルが

高いといったことであった。事故の重大さと相関

の最も強い要因は「男らしさ」であったが、その

ほか、自発性が少ない、 示唆に柔軟でない、示唆

があまり与えられない、従業員に高年齢者が多い、

平均勤続月数が小さい、といった要因も有意に相

関したCW.A.Kerr1950）。 事故の発生と事故の重

大さには環境要因も重要な寄与をしていることが

示されたわけである。

さて、内田と大内田は都内某タクシー運転手180

人について金額にしてし000円以上（当時）の加害、

被害事故について各運転手の年間平均件数を求め

た。この平均件数は入社後経験年数とのみ相闘が

あり、運転経験年数、年齢、入社後 1年間の事故

数とは無関係であった。この平均事故件数をX軸

にとり、入社後年数（雇用年数）をY軸にとって

プロットすると、入社後 3か月で 1年換算 5件、

以後 3年ぐらいまでは急激に減少し、それから安

定して 5年目には年 1件となる負の加速度曲線と

なった。これは心理学の実験で得られる学習にお

ける誤りの減少曲線 （＝学習曲線）と一致する。

また、この曲線は事故多発傾向とは直接関係しな

いとみることもできる（内田、大内田、 1963）。 こ

れと関連して興味があるのはDefranouxの結果で

ある。彼は、ローレーヌの鉄鉱山の坑夫で年齢と

研修期間の等しし）262人について1950、51年度から
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1958年までの前期と、 1958年から1963年までの後

期について観察をした。 この13年間で、はじめの

262人は97人に減っていた。前期においては事故多

発者は60人あり、そのうち、後期においても事故

を多発したものは17人であった。前期において事

故寡少であったものは37人で、後期においても事

故寡少のままとどまったものは35人だった。前期

において事故を多発したものは60人あったが、後

期においてはそれが19人に減少した。そして、そ

のほとんどは前期において事故を多発したものだ

った（G.Defranoux 1966）。 前期において事故寡

少であった37人中35人が後期においても事故寡少

であったこと、後期において事故を多発した19人

のうち17人は前期においても事故を多発していた

ことについていうならば、事故多発傾向は、やは

りあるのだといわざるをえない。そして、前期に

おいては60人もいた事故多発者が、後期において

は%以下の19人に減少したことは、やはり熟練の

効果によるところが大きいといわざるをえない。

Fa vergeは事故の発生を、作業組織内の細胞の故

障によるものと考え、その細胞の故障に 3種類あ

るとしている。細胞の訓練によって防ぐことので

きる幼児性故障 （Pannes infantiles）、細胞が有

効であるにもかかわらず不意に起こる偶然の故障

(Pannes accidentelles）およひ’摩滅性故障（Pan-

nes d’usure）がそれで、あるCJ.-M.Faverge1967）。

青年の起こす事故には、青年特有の感情傾向など

を基礎にするものもあるが、幼児性故障とみなせ

るものも少なくない。 Favergeは、心理社会学的

研究の対象となるのは第 2の偶然の故障であると

している。 しかし、内田と大内田の研究、アメリ

カ大陸横断輸送車の事故15,000余について研究し、

内田らと同様の結果を得たMcFarlandとMosely

の研究などによっても、運転歴15年33歳の男子が

新たにトラックをやめてタクシー会社に入れば、

そこで再び幼児性の故障を起こす可能性があると

なると、事故の種別は必要としても、やはり全体

を研究する必要がある。

このようにして、事故多発傾向は独立した事故

発生要因ではなく、事故遭遇傾向という環境要因

との複合機構として考えられるべきであるとされ

た。が、さらに、自分のなかにある事故多発傾向



に対しても、環境聖書凶に対しても立ち[11］かい、学ぶ

ものとしての人の在り方までがギ故発生にかかわ

る要肱｜として研究対象とされることになった。 こ

の赦後の人の在り方というのは、たとえば、志気、

動機、態度などであり、もともと性格と事故との

関述はこの最後の観点から考察の対象とされたの

である。 しかしながら、こうした研究視野は精神

分析学的研究や社会心理学的研究にむしろ限定さ

れており、応用心理学、産業心理学においては事

Mi:多発傾向の一環として’性格的特性を追求し、士、

気や態度は、これとは切り離して研究していたの

である。

5 事故多発者の性格的特性

はじめに精神分析学的所説について述べる。

Menningerは 「おのれに背くもの」のなかで、

彼の患者たちは平均以上に多くの事故を経験して

おり、薬物とアルコールにより多く依存的であり、

苦難を求めてさえいると思われる。これは自殺を

求めることと同じであって、このような個人が、

いわゆる事故多発傾向の人格と関係があるとして

いる （K.A.Menninger1938）。 ここでMenninger

がいっていることは自罰｛頃向のことであって、こ

れについてはすでにFreudがいっている（S.Freud 

1914）。 Adlerは、工場労働者の臨床的研究に基

づいて、事故多発者に 7亜類型があるとしている。

①両親、教師への反抗的態度。事故は両親を罰す

るための一種の自殺。攻撃性は幼児期より多数回

出現し、そのため社会適応が悪い。②成功を恐れ

自ら進退きわまることを望む。成功は両価的感情

の対象である父の機能の横領である。③意識過程

とかっとうしている無意識の心的過程の存在。 こ

のかっとうが事故の原因となる。 この場合の事故

は、精神分析学が重要な意義を与えている「言い

まちがいややりまちがい＝錯誤」として出現する。

④無意識の罪悪感が基礎にあるため速がわるいと

感じている。⑤ちやほやされたいという要求。事

故のあと、あるいは病床で保護されていると感じ

る。⑥困難にあうとオーバーな野心をもっ。⑦不

安を基礎とする怖れ （AlexandraAdler 1941）。

WongとHobbsはビール工場の労働者の前4週間、
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後 4j盟問の観察によって事故多発群の特性を次の

ようにいう。家庭不和の頻度が高い。 幼児期にし

ばしば上長とのいさかいがあった。仕事は不規則

で夫婦生活にこれまでもたくさんの不和のエピソ

ードがある（A.Wong & G.Hobbs 1949）。Csillag 

とHedicによると、事故群では、その54%が幼児

期に死別または生別によ って両親または少なくと

も親の保泌を失っている。 また、泌が暴力によっ

て父を殺されている。 この数字は平均が0.06%で

あるのに比しきわめて高い。親子関係の外傷が事

故の決定的原因となっている（I.Csillag & E. 

Hedic 1949）。 Dunbarは事故多発逆転者の特性を

次のようにいう。衝動的で目先の満足を求め、性

や家族に無傾着で、 一方心気的であり、目上のも

のに恨みを抱いており、小児期神経症の特徴を有

している（H.F.Dunbar1955）。 事故多発運転者に

ついてこうした見解を示す研究者は多い。

次に、事故多発傾向の一部に性格的特性を位置

づけて行われた研究についてみてみよう。 これは

既成の性格検査を用いた研究がほとんどである。

そのなかでもMMP  Iは古くから用いられている。

事故多発者の特性としては、ヒステリ一、軽雌性、

精神病質的性格、分裂気質、男性性の各尺度でい

ずれも得点が高くなるという報告がある (W.D. 

0’Gorman & E.C.Kunkle 1947, J.W.J r.Parker 

1953, P.L.Brown & R.F.Berdie 1960）。 我が

国におけるMMPIを用いた研究の結果はかならずし

も一致していない。小野は市場式調査法を用いて、

年齢、運転経験、タクシー経験、教育歴、家庭の

諸条件を同一にする交通事故多発者と無事故者の

39対を調査した。その結果は統計的に有意ではな

かったが、交通事故多発群で、抑うつ性、神経質、

感情高錫性、意志、薄弱性、自己不確実性、気分易

変性が強いという結果を得た（小野1960, 61）。事

故多発とは男性性、輿脊性、など荒っぽい傾向が

結びつくという結果が多いなかで、小野の結果は、

確実ではないものの、神経症傾向と事故多発との

関連を示唆するものとして興味がある。字留野は

笠原、らの共感性テストで調べたところ、平均以上

の共感性をもつものは無事故群で84%、事故多発

群で＇23%だった（宇留野1962）。 これも運転者につ

いての研究であるが、組織のなかで行動している
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労働者にとっても共感性は重要だろう。筆者は、

やはり自動車運転者について、事故多発者と無事

故者を統計的に有意に弁別する質問紙形式の性格

検査を作成するという形で研究をすすめた。何回

かの改訂の末、 1%水準で弁別する検査を得たが、

これは非協調的態度、興奮性、爆発性の 3尺度が

中心となっているものであった（菊池 1964）。 その

後、さらに総合的な検討を加えて運転手安全性検

査TUPtti~構成されたが、これは非協調性、興奮
性、反社会性、自我弱体、適応不良の 5尺度と虚

構尺度 （Lie Scale ）から成るものであって、約

5,000人のデータによって妥当性、信頼性が確認さ

れている（菊池 1970）。 つまり、事故多発逆転者は、

次の性格的特性のすべてかまたは一部をもつもの

とされる。すなわち、協調的でない、興奮しやす

い、反社会的傾向がある 自我が弱い、現在の適

応が悪い。 ところで、これらの性格的特性は相互

に独立して存在する場合もあるし、関連して現れ

る場合もある。興奮性は気質的に発現する場合も

あって、この場合には軽雌性と結合することもあ

る。現象的には 「気むら」「気性が激しい」「気が短

い」「気が早い」「おっちょこちょ い」「軽率」「おだて

にのりやすい」「付和雷同」などの形がある。一方

自我が弱いために抑制が弱く、結果として興奮し

やすい形もありうる。非協調性は反社会性と結合

する場合も多いが、これは気質的な形である。一

方、配慮が乏しい、共感性が低い、あるいは自発

性が低いということで、結果として協調的でない

場合がある。 これは、知能が多少落ちる場合にも

この形となるし、自我が弱い場合にも上の形にな

るだろう。 また精神障害との関連でも非協調的に

なる場合があるだろう。反社会性は自己中心性と

関連するから、非協調性と結合するが、興奮’｜生や

自我の弱さとはかならずしも、少なくも理論的に

は結合しない。適応、の悪さは性格的特性ではなく、

現象であるから、他のどの傾向とも結びっく。 こ

ういうことであるから、ここで画ける交通事故多

発者の具体像は、生来的に気の早い人、輿脅しや

すい人、自我が弱く神経症的な人、知能が多少低

く自己中心的で他者への配慮にかける人、生来的

に反社会的な人、攻撃性が隠されていて、つっか

かったり、何となく意地悪をする人、といったこ
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とになろう。

次に投似法を用いた研究結果について述べる。

まず、絵画欲求不満テストを用いた研究で・は、

有意な結果が得られなかったとするもの (F.J. 

Harris 1950）もあるが、 GCR  （反応の社会的

成熟度）が無事故群で高いとするものもある。筆

者の研究では、障害は認めるが適切な処置は行わ

ず、感情的表出のみに終わるもの、なかでも外的

的表出に出るものが事故群で有意に多かった。ま

た、要求阻止にあって解決を図る反応が有意に少

なかった（菊池 1962,1963）。 文章完成法を用いた

結果ではDavisとMahoneyが、社会的発達、楽天

性、自信が事故多発群で、乏しいことをみた(1957）。

ロールシャツハテストを用いた研究では、有意な

結果を得ないとするもの （F.J.Harris 1950, C. 

Miller 1955） もあるが、筆者の逆転者について

の研究では、事故多発者において要求不満耐性が

有意に乏しく、自我による統制が弱いという結果

を得た （菊池 1965）。 TATを用いた研究としては

員沼のそれがある。それによると、事故多発群は、

家庭に対しまた職場に対しては特にネガティブな

感情をもっており、課題解決には回避的であり、

TA  T物語の結末は、未解決、失敗、悔恨、死な

どが多かった。事故多発運転者の像としては内閉

的なもの、神経症的なものが示唆されている （員

沼 1960,61, 62）。 Silawは、閉じ くTATにより、

事故多発者の特性として、情動と精神が未成熟で

あり、敵意の統制が悪く、不安が強く、孫ち着さ

がなく、反社会的態度を示すことが多いとしてい

る（ L. Shaw 1966）。 Jenkinsは質問紙によって事

故多発者のより広い視野からの接近を試みた。そ

の結果、 7つの特徴を指摘している。①不注意。

作業中事故多発者は容易に注意が散浸になる。②

分別が足りない。③社会的独立の感情。社会的規

則を無視する。④他者への感受性の欠加。他者の

感情や行動をあまり感じない。⑤偏見に合理的態

度を示さない。⑤過度の自信。そのため困難やや

っかいなことを予見できない。⑦社会に対する攻

撃的でややバラバラになっている （－1'.f性のない）

態度 （T.Jenkins1956）。 Jenkinsの結果は、ほと

んどが態度に関するものである。いわゆる社会的

態度は性格と区別しがたいものも多くあって、 1虫



j支を広義の、または準じる、性格とみる立場も

ある。 しかし、態度は少なくとも後天的に形成さ

れたものであるうえに、形成の経過において影響

を与えた作用子が特定できる場合が多く、かつ、

本人が意識しである態度をとることもあるので、

性格のうちにも後天的に形成された性格もあるけ

れども、作用子が特定できず 「自然に」そうなっ

たという経過の方が多いわけだから、やはり性格

とは区別されるべきだろう。 そこで、ほんの少し

態度と動機について触れたい。

6 事故の発生と作業者の態度、動機

HillとTristは、イギリスの製鋼所の従業員に

ついて、欠勤と事故との関係を調べた。調査対象

は入所後4年目の従業員289人で、結果は表 lのと

おりである。この欠勤からは事故による欠勤は除

いてある。欠勤と事故との相聞は0.40で、これは

事故多発傾向の信頼性にほぼ匹敵する (J.M.Hill 

& E.Trist 1953）。作業態度は安全キャンぺーン

で多少は変化するはずである。これをFavergeは

休日、非休日の事故との関連で検討した。その結

果は表2のようになった。キャンぺーンをするこ

とで事故は減少したが、その減少率は非休日事故

では55%減で、あったが休日事故では45%減にとど

まった。こうした結果はもちろん「やる気」と闘

イ系している。

DroslerとEhlersは、 98人の電子工業労働者に

ついて、質問紙と心理検査を用いて調査した。達

成動機はMcClellandの方法で測定された。達成

動機の強弱と危険を冒す傾向の強弱の関連を示せ

ば表3のとおりで、両者の相関係数は0.40であっ

た。これを 3× 3でなく 2×2分割表にまとめる

と相関係数は0.78になった。この表で、事故が多

いのは、達成動機が低くて危険を冒す群と、危険

を冒す傾向は少ないが達成動機の高い群で事故頻

度が高いとされる。後者は意欲があるので頑張り

たいが、安全を宗とするので情緒的緊張が高まっ

て事故となる危険があるというわけである (J. 

Drosler & Th.Ehlers 1967）。

さて、事故の発生とかかわる心理的要因のうち

性格的特性を中心 にみてきたが、事故の仕掛人は
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表 1 欠勤と事故との関係

欠勤回数の平均値

届出欠勤 ｜事後承認欠勤｜無属欠勤

無事故鮮 ｜ 0.48 

4故群 1 0.26 

6.89 

9.67 

表2 休日；事故とキャ ンベーン効果

7.67 

14 .46 

目休日事故 ｜非休日事故

キャ ンベーン前

キャンベーン中

4 I 0 

2 I 7 

ヨ!t3 遺成動機と危険を冒す傾向

達成動機

ZS 中

危
0.88 1.88 

~s 
険 ±0.11 土0.14
を 2目29 2.62 
冒 中
す 土0.28 ±0.47 
傾 3.00 1.43 
111) ？車

±0.52 ±0.14 

l 8 4 
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強

2.20 

±0.31 

2.41 

±0.33 

1.67 

±0.20 

何かというときに、性格も、やはり一般的な心理

要因と同じかかわり方を事故に対してもっという

べきだろう。つまり、たとえば興奮性の強い人で

も、事故遭遇性の機能との類比でいうなら、環境

要因とのかかわりで事故に遭わずにすむはずであ

る。 また、動機については舌たらずで言わずもが

なであったが、これが少なくとも意識水準の高低

を支配し、それによって自己中心的な性格によっ

て生じやすい情報入力カットを緩和するとすれば、

性格的弱点を動機がカバーしたことになる。態度

についても同様のことがいえよう。こうした心理

的要因の相互力動によって、作業の安全性が影響

されると考えることができる。 心理的要因として

はこの小論では取り上げることのできなかった感

覚、認知、判断、運動、認知と運動のかかわりな

どがある。そしてさらに、これらのものと性格、

態度とのかかわりもあるわけで、この小論で、述べ

ることのできた性格と事故とのかかわりはごく一

部に限定されたものである。

注） この検査は、交通事故対策センター内で専門家が使用する

条件で実用的見地から改修作業がなされ、つい最近、東北大

学丸山教授の手で検討が終了した。この版は、尺度構成がさ

らに改善された。

（きくち てつひこ／茨城大学教授）
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協会だより

7月 1日から、地震保険がいっそう充実しました

地震保険は、建物 （専用住宅・併用住宅） とその

中に収容する家財が地袋によって打l書 を倣 った場

合に、保険金が支払われます。住まいの火災保険

だけでは地震による損害（延焼火災を含む）は補

償されませんので、ご注意ください。

地震保険の主な改定内容

改定項目 改 F刈』二 内

保険金額 （契約 建物 1,000万円

金額）の限度額 家財 500万円

容

日本損害保険協会の活動、とくに防災活動を中山にお
知らせするページです。協会の活動について、ご意見
やご質問ガございましだら、何なりとお気軽lこ編集部
＝当協会予防広報部予防課あてにお寄せく定さい。

地震保険は「地震保険に関する法律」にもとづき、

昭和41年に誕生しました。以来、内容改善の努力

が重ねられてきましたが、今回その内容がいっそ

う充実しました。 なお、これに伴い保険料率も改

定されました。

従来の内容

240万円

150万円

保険金額の 主契約である住まいの火災保険の保険金額 主契約である住まいの火災保険の保険金

決め方 の30%～50%の範囲で自由に決められる 額の30%

建 全rn＝建物の地袋保険金額の全額 同左

物 半鍋＝建物の地震保険金額の50% 支払われず

保険金の 宮反 全HI＝家財 の地震保険金額の全額 同左

支払い 収容する建物が全損または半損＝寂財
支払われず

M の地震保険金”の10%

契約方法 住まいの火災保険全部に原fliJ付帯

※ご契約の方法 ＝地震保険は、単独ではつけ られ

ません。住 まいの火災保険に付帯 して ご契約い

ただ きま す。ただし、地震保険 をご希望になら

ない場合は、はずし て契約す るこ ともで きます。

※現在のご契約のお取扱い＝現在ご契約の地震保

険は契約変更の手続きをおとりになりませんと、

新しい補償内容は適用されませんのでご注意く

ださい。 ただし、ご契約の対象が家財の場合、

および一部地区 （東京都のうち墨田区、江東区、

荒川区、横浜市のうち鶴見区、中区、西区、川

崎市のうち川崎区の一部）の建物の場合は、変

更手続きを行わなくても新しい補償内容が適用

されます。

※地震災害に関する繁戒宣言が発せられた場合＝

当該地域所在の建物 ・家財について、 地震保険

の新規ご契約、既契約の保険金額の増額は、い

ずれもお引き受けできません。
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保険の種類によって自動付街、原則自動

付帯または任意付帯

くわし〈は、お近くの損害保険会社または代理店

にお気慢におたずねください。

※特約火災保険をご契約の方へ＝特約火災保険（住

宅金融公庫、 日本住宅公団、年金福祉事業団、雇

用促進事業団財形融資、沖縄振興開発金融公庫

の特約火災保険）に付帯される地震保険契約に

ついても同様の内容で改定されました。 くわし

くは、それぞれの幹事会社におたずねください。

わかりやすくまとめた

「地震保険Qアンド、A」

をさしあげます。
ご希望の方は、はがきで下記宛にお申し込み

ください。 （無料）

東京都千代田区神田淡路町 2-9 

〒101 日本損害保険協会 「QA」係



55年2月・ 3月・ 4月

災害メモ

＊火災・2・1 東京都小金井市中町の渡

辺荘から出火。 250m＇全焼。隣接住宅

約20m＇部分焼。 5名死亡、 4名負傷。・2・1 東京都港区芝浦の芝浦木

材工芸会社工場1階から出火。隣接

清水製作所など計2棟約1,00伽1＇全焼、

l棟lOOm＇部分焼。ストープの火の不

始末らしい。・2・13 東京都葛飾区東四ッ木の

建築資材業ホリー会社倉庫外壁から

出火。隣接会社など計3棟約l,530rn' 

全半焼。倉庫わき通路でダンボール

など燃やしていたが、離れた聞に火

が外壁板に燃え移ったもの。・2・19 北海道釧路市新富町の国

鳥医院1階ボイラ一室付近から出火。

2棟620m＇全焼。 2名死亡、 1名重体、

2名負傷。ボイラーが故障し過熱し

たらしい。・2・24 兵庫県揖保郡太子町の民

家から出火。約140rn'全焼。4名死亡。

シンナー遊びをしていて、たばこの

火が引火したもの。・2・25 東京都大田区蒲田の丸正

材木店工場兼倉庫から出火。従業員

察、専修学校など計7棟650m＇全半

焼。 Hr世帯23名り災。乗用車10台焼

失。材木約2億円相当の損害。タバ

コの火の不始末らしい。・2・29 神奈川県横浜市神奈川区

六角橋通り商店街の広尾食料品店か

ら出火。 24棟26店計717凶全半焼。

4世帯11名り災。 2名重軽傷。・3・17 福岡県福岡市博多区中洲

京極通り飲食店街で火災（グラビア

ページヘ）。・3・26 愛知県名古屋市東区平田

町の市川病院本館3階病棟l室から

出火。両隣の計3病室約50rn'焼失。

l名死亡。・3・27 神奈川県横浜市鶴見区末

広町の日本鋼管鶴見製作所材料加工

実験室から出火。約l,OOOm＇焼失。・4・10 北海道江別市上江別西町

の住宅I階居間付近から出火。 1棟

約300rn'全焼。 5名死亡、 1名重傷。

石油ストープの失火らしい。・4・19 島根県出雲市今市町代官

町の高砂湯で火災（グラビアページ

ヘ）。・4・22 東京都杉並区井草の清水

マンション－E皇居間から出火。 4名死

亡。たばこの吸いがらをクズかごに

捨てたための出火らしい。

＊録発・3・1 北海道稚内市緑の鈴蘭幼

稚園で、プロパンガス爆発、炎上。

1棟約140m＇全焼。 3名死亡、 2名

負ftf。・4・1 神奈川県足柄上郡松田町

松田惣領の職員住宅松田アパート 2

階一室でプロパンガス爆発、出火。

約40rn'全焼。同室の5名死亡、入居

者7名負傷。一家心中によるもの。・4・1 山口県徳山市宮前町の出

光興産徳山製油所で、軽油脱硫装置

の反応塔が爆発、全壊。隣接の製油

計器室なと・半径50m内の付属施設の

屋根が吹きとぴ、窓ガラスも粉々。

半径500m以内の民家22戸も被害。・4・23 神奈川県中郡大磯町生沢

の松橋アパート 1階で、プロパンガ

ス爆発、出火。計4部屋約130m＇全焼。

2名死亡、 5名負傷。真上の部屋か

らガスが漏れ階下ヘ充満、ガスレン

ジに点火したとたん爆発したもの。

＊陸上交通・2・20 大阪府枚方市磯島茶屋町

の京阪電鉄上り線氷野川鉄橋付近で

’80予防時報122

急行電車（ 7両編成）が置き石に乗

り上げ脱線。 l両日が民家に突っ込

み、 2両目は横転。 72名重軽傷。損

害2億8,000万円。中学生グループに

よるいたずら。・3・8 福岡県福岡市東区箱崎の

国鉄鹿児島本線香椎一箱崎間の踏切

で、自転車に3人乗りしていた小学

生が、貨物列車にはねられ死亡。・4・18 長野県下伊那郡喬木村の

県道で、定期パスが約15m下の河原

に転落、横転。 34名重軽傷。・4・19 茨城県水戸市東原の国道

50号通称自由ヶ丘交差点で、乗用車

同士が出合い頭衝突。 5名死亡、 4

名重軽傷。一方が酒酔い運転の上信

号無視したもの。・4・29 静岡県熱海市熱海の県道

で、マイクロパスが暴走。センター

ラインを越え乗用車2台に次々衝突

し転倒。 24名重軽傷。下り坂でプレ

ーキが過熱、きかなくなったらしい。

O車両火災続く・2・2 山梨県東山梨郡大和村の

中央高速下り線勝沼I.C.手前で、大

型トレーラーがガードレールを倒し

jRIJ墜に衝突、炎上。荷台の原木20t 

焼失。 1名負傷。・2・19 茨城県稲敷郡牛久町の国

道6号下り線で、渋滞中の最後部に

いた乗用車に大型トレーラーが衝突。

さらに6台の車が玉突き衝突。 2台

炎上。 l名死亡、 4名重軽傷。・3・24 静岡県静岡市国吉田の東

名高速上り線で、大型トラックがパ

ンク。ホイールが路面と接触して出

た火花が荷台のシートに引火。積み

荷の塗料18tかん約700本も炎上。.3・27 京都府京都市伏見区の名

神高速上り線で、トラックがガード

レールに激突、炎上。居眠り運転ら

しい。・4・17 大阪府高槻市神田の名神

高速上り線梶原第 1トンネル内で、
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トラックが側壁に激突、横転。荷台

の塗料やシンナーかん約200個が投

げ出され爆発、炎上。後続のトラ ッ

クl台も炎上。 I名死亡。

＊海’E・2・2 青森県下北郡尻屋崎の東

方約55kmで、貨物船日鮮丸 （975t・

9名乗組）が大しけで沈没。9名行

方不明。・2・26 北海道襟裳岬東南東約40

kmで、操業中の沖合底引き漁船第51

永昌丸 (124t ・16名乗組）が浸水、

沈没。2名死亡、 4名行方不明。・4・28 千葉県館山市野島崎沖合

南西約13kmで、カツオマグロ巻き網

漁船第三魚生丸 （116t・23名乗組）

が強風で転覆。救出作業中沈没。18

名死亡、 4名行方不明。・4・28 新潟県柏崎市荒浜沖約700

mで、砕石運搬船共栄丸 （199t. 4 

名乗組）が、しけのため高波をうけ

転覆。 4名行方不明。

育その他・2・9 愛知県I熔豆郡幡豆町の護

岸工事現場で、ダイナマイトを塩化

ビニール管に詰め込み作業中爆発。

500m四方約150世平野のガラスや壁が

壊れ、 14名重軽傷。・4・2 兵庫県神崎郡大河内町の

閏鉄播但線大福ト ンネルで、雨で木

橋が流出したためト ンネル内を歩い

ていた5名が、特急はまかぜ2号に

はねられ、 3名死亡、 2名重傷。・3・12 宮崎県西臼杵郡日之影町

岩井川の県広域基幹林道工事現場で

土砂崩れ。5名が生き埋めとなり、

2名死亡、 3名行方不明。・3・23 栃木県安蘇郡田沼町多国

の東京石灰工業葛生工場石灰岩保石

場の排土約20万m•が流出。 民家と物

置4軒を押しつぶし、 5名死亡、 l

名重傷。

＊海外・2・2 アフガニスタン・カプール

の中心街で火災。商店など約60戸が

焼失。反政府分子の破壊工作らしい。・2・15 タイ ・ノンカイのラオス

難民キャ ンプで大火災。住宅のほと

んどが焼失し、 3万人が被災。子供

多数が行方不明。・2・16 米領パージン諸島サンク

ロワ仏のへス社製油所で爆発。1名

死亡、 12名負傷。・2・18 仏・ パリ近郊の高速道路

で、j農霧のため200台が次々に追突。

3名死亡、 20名負傷。・2・26 西独南部の高速道路で、

濃霧のため計225台が次々と衝突、炎

上。少なくとも10名死亡、50名負傷。・3・7 仏・プルターニュパッツ

島北方50km付近で、タンカータニオ

(39名乗組）が難破、真っ二つ。5

名行方不明。18,000tの池流出。・3・27 エコフィスク油田の海上

建造物が転覆 （グラビアページへ）。・4・21 フランス・ディ ジョン東南

35kmサンジャンドローヌで、養老院

が放火で火災。20名死亡、18名負傷。・4・22 フィリピン ・マニラ南ミ

ンドロ島沖で、客船ド ンファ ン号

(2,300 t・乗客乗員983名）が小型

タンカータクロパン号 （l,242t）と

衝突、沈没。96名死亡。・4・21 米 ・ニュージャージ一件｜

エリザペスの化学薬品会社ケミカル

コントロール社倉庫で火災、爆発。塩

酸系の薬品による毒性のガスや煙が

噴出。同地区間辺に非常讐戒態勢。・4・22 米・オハイオmフオート

ホールの、化学肥料メーカーラセッ

トケミカル社工場で火災、爆発。有毒

ガスが発生し、住民400名緊急避難。・4・25 スペイン・カナリア諸島

テネリフェ空港北方で、英国ダン航

空B727型旅客機 （乗員乗客146名）

が山腹に激突。全員死亡。

編集委員

赤木昭夫 NH K解説委員

秋田一雄 東京大学教授

安倍北夫 東京外国語大学教授

向本博之 科学警察研究所交通部長

川島 巌 元東京消防庁予防部長

小暮仁 大正海上火災保険附

塩田英彦 東京海上火災保険附

塚本孝一 日本大学教授

根本順吉 気象研究家

編集後le

．法律が改正されて、地震保険が改

定されました。もちろん内容充実の

方向で喜ばしいことです （改定内

容のあらましは68ページに掲載して

ありますのでご覧ください）。 ．地

震といえば東海というほど、 一般の

関心は駿河湾に発生すると予測され

ている巨大地震に集中していますが、

今号の浅田先生の 「内陵地震の可能

性」を読むと、内陵地震は海洋型の

巨大地震より予知しにくいというこ

とで、その点では内陸地震の方が災

害危険が大きいともいえそうです。

その上、地震の巣である活断層は全

国いたる所にあるのですから、地震

安全地域はないということになりま

す。やはり日頃の備えが大切という

ことです。．今号がお手元に届くこ

ろは真夏、省エネ時代の猛暑克服に

は何といっても体力がものをいいま

す。せいぜいご自愛のほど。（鈴木）

予防時報富山畔（~：）
⑥第122号昭和55年7月1日発行

編集人・発行人守永 宗
発行所

社団法人日本損害保険協会
101東京都千代田区神図淡路町2-9

宮（03)255-1211（大代表）

本誌郵送をご希望の方は、送料とし

て年480円 （郵券で）を添えて、予防

時報係あてお申し込みください。

制作＝附阪本企画室



血 3月17日の福岡市博多区中洲の火災

,. 4月19日の出雲市今市町の火災

掴岡市・出雲市で
繁華街火災

昭和55年3月17日（月） 4時40分ごろ、福岡県福

岡市博多区中洲 2丁目 7街区京極通りの木造 2階

建て長屋形式の北側棟（ 13店舗）中心部にあるス

ナックアムールおよびコザックの 1階部分付近か

ら出火。現場を通りかかったタクシー運転手が発

見、約 100m離れた中；州派出所に通報、 5時 10分

に 119番通報された。この建物は、昭和32年に長

屋式住宅として建築されたもので、 15年ほど前に

飲食店街に改造された。各店舗の間仕切は一部ブ

ロック造だったが、小屋裏は全 l棟構造のため、

一気に棟全体が炎上、次4に延焼していった。こ

の地域は九州ーの歓楽街で、夜間は無人と化すた

め発見・通報の遅れたこと、狭い道路で上空には

電気・電話・有線放送等の架線が張られており、

梯子車などの活用が充介に行えなかったことなど

から延べ 3,014 m＇を焼失し、同日 9時25分鎮火し

た。原因は調査中。

e13棟（全焼 7棟、半焼 l棟、部介焼 2棟、水f員

3棟） 48店舗延べ 3,014m＇焼失 。

・負傷者 6名

・損害額 287,339,000円

昭和55年 4月19日（土）23時15分ごろ、島根県出

雲市今市町代官町の公衆浴場高砂湯のかま場煙突

付近から出火。火災に気付き消火器で消そうとし

たが火がひろがったため、同36介に 119番通報。

消防隊到着時には火元の建物は火に包まれていた。

この通報の遅れと、折からの強風（平均風速18m, 

最大瞬間風速24m）で、火lま次今と燃え広がった。

この付近は、木造老朽家屋が密集した歓楽街で、

道路も狭〈、炎上した家屋の倒壊で交通もしゃ断

され、消火活動も難行。延べ 2,349m’を焼失し、

20日9時30介鎮火した。なお、この地域は、以前

から危険地域として、防火水槽、消火栓の施設設

置を重点的に行っている所だった。

原因は、煙突のき裂部介から出た飛ぴ火が、風

呂場の外壁（モルタル造）の老化・量IJ落した部分

の下地に燃え移り出火したものらしい。

• 11棟 （全焼 14棟、部分焼 3棟）延べ 2,349 m＇焼

失。12世帯35名り災。

・負傷者｜名

・損害額 180,862,000円



昭和55年 3月28日の夜、荒天のもと北海のエコ

フィスク油田で、石油掘削作業員の宿舎に使われ

ていた半潜水式掘削装置（リグ） キーランド号

の 5本の脚のうちの l本が折れ、リグが転倒し、

宿泊者212名のうち 123名が死亡した。1966年の北

海油田開発以来これまでにおよそ90名の死者が出

ていたが、今度の事故で一挙に犠牲者の数は倍以

上にはねあがり 、北海のみならず、全世界の海洋

開発関係者に大きなショックを与えている。

目下ノルウエ一政府が設置した事故調査委員会

によって事故原因の究明が進められつつある。専

門家は事故原因として、脚部の水漏れによる荷重

の片寄り、溶接の欠陥、そして金属疲労を挙げて

いるが、まだ公式発表はないものの金属疲労説が

有力である。大きな波に繰り返し打たれたため鋼

鉄製の脚の部分で疲労が起こり、ついに折れるに

いたったのではあるまいかと見られている。



防災誌

予防時報（季刊）

奥さま防災ニュース（隔月刊）

防災指導書

高層ホテル・旅館の防火指針

石油精製工業の防火・防爆指針

石油化学工業の防火・防爆指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

ピル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

工場防火の基礎知識（秋田一雄著）

旅館・ホテルの防火（堀内三郎著）

防火管理必携

事例が語るデパートの防火（塚本孝一著）

防災読本

やさしい火の科学（崎川範行著）

イザというときどう逃げるかー防災の行動科学（安倍北夫著）

そのとき／あなたがりーダーだ（安倍北夫著）

映画

危い／あなたの子が

あなたは火事の恐ろしさを知らない

ドライノてーとモラル

危険はつくられる（くらしの防火）

動物村の消防士

パニックをさけるために（あるピル火災に学ぶもの）

煙の恐ろし8

ザ・ファイヤー・ Gメン

ふfこりの手ム

火災のあとに残るもの

火事と子馬

友情は燃えて

ある防火管理者の悩み

映画は、防火講演会・座談会のおり、ぜひご利用 ください。当協会ならびに当協会各地方委員会〔札幌＝（011)231-3816、

仙台＝（0222) 21-6466、新，弱＝（0252)23-0039、横浜＝（045) 201-7096、静岡＝（0542)52- 1843、金沢＝（0762)21-

1149、 名古屋＝（052)971- 1240、京都＝（075)221-2670、大阪＝（06)202-8761、神戸＝（078) 341-2771、広島＝

(0822)47-4529、高松＝（0878)51 3344、福岡＝（092)771-9766〕にて、無料貸し出ししております。

主要 日本損害保険協会 主τ計1~）~2~~~~~ ~；f：表）干 IOI



季刊

予防時報
第 122号

昭和55年 7月 l日発行

発行所 社団法人日本損害保険協会

東京都千代田区神田淡路町2-9〒101

電話＝ (03)255-1211 （大代表）

ある防火管理者の悩み16ミJ可議
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主要日本損害保険協会

朝日火災海上保険株式会社
共栄火災海上保険相互会社

興亜火災海上保険株式会社
住友海上火災保険株式会社

大正海上火災保険株式会社
大成火災海上保険株式会社

． 
． 

太陽火災海上保険株式会社
第一火災，毎上保険相互会社

大東京火災海上｛斜貴株式会社
大同火災海上保険株式会社

千代田火災海上f験株式会社
東亜火災海上再保F食株式会社

工場では、いろいろな火源や可燃物が使

われています。それは、生産に必要なも

の以外にも、暖房あるいは喫煙など、多

種多様で、、しかも大勢の従業員によって

扱われます。ですから、工場の防火管理

は、防火管理者がただ1人努力すれば達

成できるというものではありません。火

源や可燃物を扱う従業員全員の防火意識

向上が何より犬切です。

しかし、従業員ひとりひとりに防火意識

を徹底させることは、現実にはなかなか

むずかしいことで、このドラマの主人公

朝倉総務課長の悩みもそこにあります。

さて、朝倉の勤める工場で何か起こった

か？ ドラマを通じて、防火管理を考え

ます。

東京海上火災保険株式会社

東洋火災海上保険株式会社
同和火災海上保険株式会社
自動火災海上保険株式会社

日産火災海上保険株式会社

日新火災，毎上保険株式会社

日本火災海上保険株式会社
日本地震再保険株式会社

富士火災海上保険株式会社
安田火災海上保険株式会社

（社員会社50音順）
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